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   （午前10時０分開議） 

  （菅野議長議長席に着く） 

○議長（菅野吉記君） おはようございます。

ただいまより本日の会議を開きます。 

  これより議事に入ります。 

○議長（菅野吉記君） 日程によりまして、昨

日に引き続き一般質問を続行いたします。 

  １番前田あきら君。 

  （１番前田あきら君登壇）（拍手） 

○１番（前田あきら君） 日本共産党の前田あ

きらです。赤田かつのり議員と共に、一般質

問を行います。 

  質問に先立ちまして、昨夜の青森沖地震の

災害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上

げます。一日も早い復興と平安な日常を取り

戻されますよう祈念いたします。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  まず初めに、物価高から暮らしを守る施策

を求めて質問をいたします。 

  久元市長は、今議会の冒頭に、物価高騰へ

の対策として、国の施策を活用した経済支援

を行うなど、市民の日常を守り、安心できる

暮らしを実現すると語られました。 

  しかし、国の総合経済政策を盛り込んだ補

正予算案は、各所の世論調査でも、物価高対

策としては評価しないが評価するを大きく上

回っており、国の施策だけでは十分とは言え

ないのではないでしょうか。 

  神戸で働く30代の女性からは、賃金が上が

らない中で、残業しないと生活が成り立たな

い。自分の時間が取れないばかりか、母親の

介護も必要になって、自分の夢だった仕事を

辞めざるを得なくなった。そう語ってくれま

した。新しくその後、飲食店で働き始めたら、

働き元の事業者さんからは、○○さん、よく

働いてくれる。正規に切り替えたいんだけど、

仕入値も上がっている。売値に転嫁できない。

正規に切り替えるなら、他のパートの方に辞

めていただかないといけない。申し訳ないと

言われて肩を落としていました。 

  市内の中小事業者は、物価高騰に苦しむ中、

賃上げに踏み出せず、実質賃金も下がり続け

ています。物価高騰を超える賃金引上げの実

現へ、神戸市独自の支援策が必要と考えます

が、いかがでしょうか。 

  次に、子育て・教育の負担軽減について数

点伺います。 

  １つ目は、学校給食費をはじめ、隠れ教育

費の負担の軽減です。 

  長引く物価高騰は、子育て世帯の家計も圧

迫し、子供が学校に進学するとさらに重くな

ります。１歳と５歳を育てるお母さんからは、

国の応援手当、ありがたいけれど、１回だけ

でしょう。来年から上の子が小学校に入る。

これからかかるお金を考えたらぞっとします

という声もいただいています。 

  神戸市会もそうした声を受け止め、昨年、

神戸市独自で学校給食の無償化を求める陳情

を教育こども委員会で採択しています。 

  学校給食費は、国が2026年度より小学校無

償化の方針を示していますが、その内容は不

透明です。国待ちにならず、早期に小学校・

中学校の給食無償化をすべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

  また、学校指定の制服やかばん、体操服の

購入費、修学旅行や教材費など、学校徴収金

の負担は少なくありません。義務教育に必要

な費用は、各家庭に負担を求めることをやめ、

就学援助など収入を限定せず、全世帯に支援

すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  ２つ目は、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ負担の軽

減です。 

  中学校部活動の地域移行、ＫＯＢＥ◆ＫＡ

ＴＳＵについて、市長は、子供たちの多様な

選択肢を増やすとしています。現実は、現行

の部活動種目が多く廃止され、このままでは

多くの生徒が校区外の離れた場所での参加を

余儀なくされることになります。さらに、低

廉な会費設定としながらも、月9,000円を超

える価格設定や、同種目でも価格差が生じて
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います。家庭の経済事情やお住まいの地域な

どが理由に望む活動に参加できないことはあ

ってはならないし、部活動が果たしてきた教

育的役割を踏まえるとしたＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵの趣旨にも反します。 

  市長は、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ基金をつく

るとしていますが、拙速に進めて、会費や交

通の新たな負担を子育て家庭に強いるべきで

はないと考えますが、いかがでしょうか。 

  ３つ目は、通学定期無償化をはじめ、交通

費負担の軽減です。 

  市内高校に通う高校生の通学定期券が無料

化された一方、市外高校に通う場合は半額に

据え置かれています。また、市内に通う高校

生であっても、通信制や４年制定時制高校は

制限が設けられ、無償にならない生徒もいま

す。地理的な理由や経済的な理由で進学先の

選択肢が狭まることはあってはならないこと

です。市内・市外で分け隔てなく全額補助す

べきです。 

  市長は、通学定期無償化を引き続き継続し、

さらなる充実を図るとされていますが、どう

充実しようとしているのか、お伺いいたしま

す。 

  最後に、須磨区のバス路線廃止・減便の撤

回を求めて質疑をいたします。 

  提示されたバス路線見直しの交通局案では、

対象15路線を９路線に大幅廃止と減便を行い、

市バス運転士15人分の運行本数を削減する計

画案です。それにより、１本の市バスで行け

ていたものが、２本以上のバス乗継ぎや鉄道

乗換えが必要になるなど、市民に負担と不便

を強いる内容であり、撤回を求めます。 

  バス路線の見直しは、生活への影響が大き

く、広く市民の意見を丁寧に聞いて反映させ、

納得が得られるように努めるべきではないで

しょうか。関心が高まり、意見が寄せられや

すい市長選挙前に発表せず、なぜ選挙直後の

公表となったのか。その経緯、市民・議会に

対する説明姿勢について認識を伺います。 

  以上、簡明な答弁をお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 前田議員の御質問のう

ち、私からは、高校の通学定期に関してお答

えを申し上げます。 

  もともとこの高校生の通学定期の支援の制

度は、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的

といたしまして、令和４年９月からスタート

いたしました。その後、大阪府の高校授業料

無償化を受け、市内高校へ通う生徒数の減少

により、市内高校教育の多様性や独自性が失

われること、子育て世帯の流出が懸念される

ことから、市内高校教育環境の維持を制度目

的に加え、令和６年９月から、市内高校への

通学者に対して全額を補助する制度に拡充を

いたしました。さらに、市内在住の高校生の

うち１割強は、地理的要因などから、市外に

通学する方もいるということから、こうした

市外通学者の通学費負担の事情も勘案した上

で、２つの制度目的の両立を図るため検討を

重ねた結果、今年度から、市外高校通学者に

ついても基準額を撤廃し、通学定期代の半額

を補助する拡充を行ったところです。加えて、

今年度分の申請受付開始に向け、申請者の負

担軽減など、利用しやすくなるよう、申請の

簡略化や案内の充実を図っております。 

  市内無料化後の今春の受験状況を見ますと、

兵庫県阪神間の高校への受験者は減少してお

りますが、神戸市内の高校は受験者数を維持

できております。また、私立中学校卒業生の

市外進学率につきましても、昨年度と比較し

て1.5％減少し、市内高校への進学割合が増

加しておりまして、市内高校教育環境の維持

に一定の効果があると考えております。 

  このように、この制度は、子育て世帯の経

済的負担の軽減と、市内高校教育環境の維持

の２つを制度目的としておりまして、その両

立を図るために、基礎自治体としてできる限

りの対応をしているものでありまして、引き
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続き全額対象は市内通学者とする運用を行っ

ていきたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては、副市長、交

通事業管理者からお答えをさせていただきま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、物価

高騰から暮らしを守る施策につきまして御答

弁を申し上げます。 

  11月21日、各閣議決定されました国の総合

経済対策では、足元の物価高対策を最優先で

実施し、賃上げが物価上昇を上回る状況を実

現することが喫緊の課題とした上で、企業が

継続的かつ安定的に賃上げできる環境を整え

る方針が示されたところでございます。 

  そのための具体的な施策といたしまして、

補正予算案において、エネルギー価格の負担

軽減策のほか、生産性向上のための設備投資、

省力化などの強化をはじめとする中小企業の

稼ぐ力の強化、価格転嫁、取引適正化の推進、

プッシュ型伴走支援体制の強化などが掲げら

れているところでございます。 

  企業の持続的な賃上げに向けましては、そ

の原資を企業自ら生み出していくことが必要

でありまして、そのための取組を支援するこ

とが行政の役割であると考えているところで

ございます。 

  今回の国の補正予算案では、企業の取組を

後押しする様々な施策が盛り込まれておりま

して、持続的な賃上げの実現に向けて効果的

であると考えているところでございます。 

  一方で、国の支援策は、規模の大きい事業、

例えば、大規模な設備投資といったものなど

を対象とするものも多く、小規模な事業者で

は十分に施策を活用できないケースもあると

考えてございます。 

  市内事業者の多くは小規模事業者でありま

すことから、本市では、これまでも市独自の

設備投資助成のほか、生産性向上に向けたＤ

Ｘ、海外展開に向けた伴走支援など、市内事

業者に寄り添った取組を行っているところで

ございます。また、若手従業員の可処分所得

を増やすという観点から、企業が従業員に支

給する住宅手当の上乗せ補助といった取組も、

本市独自に実施をしているところでございま

す。 

  物価上昇を上回る賃上げを実現していくた

めには、国と地方自治体が適切な役割分担の

下、様々な角度から事業者を支援していくこ

とが重要であると考えてございます。そのた

め、本市といたしましても、国・県の施策動

向や市内事業者の状況をよく注視しながら、

引き続き効果的な支援策を検討・実施してま

いりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは２点

答弁させていただきます。 

  まず、子育て・教育負担軽減への対応でご

ざいますが、給食費の支援について、本市に

おける学校給食費については、就学援助によ

る無償提供や食材価格高騰分の公費負担、中

学校給食費の半額助成により、これまでも保

護者負担の軽減に努めてまいりました。 

  国においては、小学校給食無償化について

具体的な制度設計の方向性について議論を進

め、安定財源の確保と併せて来年４月から実

施する考えは示されております。 

  本市としましても、今後示される国の制度

設計に合わせて準備を進め、まずは小学校給

食の無償化に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  次に、学校徴収金についてでございますが、

学校において授業等で使用する教材や校外学

習の費用など、児童・生徒個人に還元される

ものについては、学校徴収金として保護者に

御負担いただいております。そのような中で

も経済的にお困りの方に対しては、就学援助

制度により支援を行っており、例えば、中学
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校３年生では、学用品等で年間２万5,000円

の支援を行っているところでございます。 

  さらに、この学校徴収金については、物価

高騰が続く中ではありますが、保護者の過度

な負担にならないように、これまでの当たり

前を見詰め直してという取組の中で各学校に

おいて精査を行っております。例えば、教材

については、各学校において、学習効果や使

用頻度を検証することなく毎年購入を続けて

いる教材がないかどうかを精査するなどの適

正な教材の選定に努めているところでござい

ます。その結果、令和４年度と６年度の平均

額の比較で、小学校においては、１学年当た

り1,300円、中学校においては、１学年当た

り1,000円減少しており、一定の成果につな

がっていると考えており、今後も適正化に取

り組み、保護者の負担軽減を図っていきたい

と考えております。 

  次に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにかかる費用

についてでございます。 

  コベカツクラブの会費は、持続可能で多様

な活動を確保する観点からも、それぞれのコ

ベカツクラブが目指す活動内容や特徴により、

必要な指導者の確保、活動場所、頻度、運営

に必要な物品の調達等を総合的に考慮し、営

利活動は行わないという前提の下、各コベカ

ツクラブが工夫しながら設定していただくこ

とになっております。 

  また、移動についてですが、これは昨日も

答弁させていただきましたが、基本的にコベ

カツクラブの設定について、現在の部活動の

主要な種目については、生徒の在籍する学校

か、また、徒歩か自転車で移動できる範囲内

の近隣校で選択できるよう、活動団体の確保

に今取り組んでいるところでございまして、

原則はこの方針でありますので、移動の負担

軽減を図っております。 

  保護者の負担の軽減についてですが、会費

を中心とした保護者の経済的負担については、

先ほど言いましたように、コベカツクラブに

は、営利を目的としないことでできるだけ低

廉な設定になるよう働きかけを行っておりま

す。さらに、就学援助受給世帯など、特に経

済的にお困りの家庭の支援については、今検

討を進めているところであり、さらなる負担

軽減策としてどのようなことができるか、取

組を検討しているところでございます。 

  いずれにしましても、保護者負担の軽減に

ついて必要な予算の確保について検討してい

きたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） 私からは、須磨エ

リアの路線の見直しにつきまして御答弁申し

上げます。 

  本市の市バス事業は、コロナ禍以降の利用

者の減少に加えまして、人口減少、少子・高

齢化の到来、そして、諸経費の増加、全国的

な運転士不足などによりまして、危機的な経

営状況にございます。将来にわたりまして市

民の足を確保していくためには、現状の路線、

運行本数、これをそのまま維持していくこと

は困難でございまして、利用実態に即した効

率的な運行体制への転換、これが不可欠だと

考えておるところでございます。 

  市バスの現状でございますけども、資金不

足比率は令和６年度の決算におきまして19.

6％となっておりまして、万が一これが20％

を超える事態になりますと、経営健全化団体

に指定されまして、いや応なしに経営改善に

向けた抜本的な対策に踏み込まなければなら

なくなります。あわせまして、将来の運転士

不足を見据えての計画的な路線見直し、これ

によって経営改善を図っていくことが重要で

あるというふうに考えておるところでござい

ます。 

  路線見直しに当たりましては、市バスは基

軸となる鉄道を補完するフィーダーとして、

交通ネットワークの一翼を担いまして、最寄

り駅と住宅地との間を１度に数十名程度運ぶ
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という役割を担っていると。これを前提に、

基本的な考え方に基づきまして、持続可能性

を高めるルート、これの設定を目指している

ところでございます。 

  これまで、兵庫・長田エリア、東灘・灘エ

リアと見直しをさせていただきました。市会

におきまして、地域や御利用のお客様に丁寧

な説明をして御理解をいただくべきという御

指摘を頂戴いたしました。これらを踏まえま

して、路線やバス停の廃止を伴うなど、市民

生活に大きな影響を及ぼす可能性のある路線

の見直しを行う場合は、これまでは約50日前

から周知を図っておりましたけれども、今後

は、およそ６か月前に周知をしていく方針と

いたしました。 

  その上で、令和８年度の路線の見直しでご

ざいますけども、日程を組み直しまして、慎

重を期して内部検討を進め、11月の５日に、

交通局といたしまして、令和８年度は須磨エ

リアにおいて路線の見直しを行うという方針

を確定させたところでございます。その後、

速やかに関係いたします市会議員の皆様方に

御説明をさせていただいたところでございま

す。 

  本年９月26日、前田市議より、決算特別委

員会の総括質疑におきまして聞かれました。

このときは、需要分析、地域への影響、これ

を慎重に精査しながら計画案作成を進めてい

た段階でございまして、須磨エリアでの実施

可否を含めまして、具体的な計画案をお示し

できる段階には至っていなかったということ

を改めて申し上げます。 

  今後でございますけれども、区役所とも相

談の上、地域団体への説明を行った上で成案

を固めまして、見直し実施の６か月前となる

２月を目途として、ホームページやバス停へ

の掲示等を行いまして、市民の皆様に周知す

る予定としております。 

  この周知、公表いたしました後には、この

路線の見直しが利用者の皆様方に与える影響、

これは日々のバスの使われ方や利用の目的に

よって個人個人によって異なりますので、電

話・メール・窓口等での個別相談に、今後は

丁寧に対応してまいりたいと、こう考えてい

るところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） それでは、再質問さ

せていただきます。 

  物価高騰の問題から再質問させていただき

たいと思うんですけども、市長は、市長選挙

の翌日の会見でこう述べておられます。多く

の市民が物価高騰に苦しんでおられると。市

民の皆さんから見たら、国でも県でも市でも、

とにかく行政としてやれることをしっかりや

ってほしいというのが実感だと。これに対し

て市長は、賃金は基礎自治体では、影響ある

行使ができないと独自の見解を持って、やれ

る対策を提示できずに申し訳なく思っていま

すと語られました。 

  実は私、９月の決算総括質疑で、基礎自治

体が行う独自の賃上げ支援金も紹介し、その

後も拡充もあり、政令市でも、仙台・川崎・

浜松・北九州市でも始まっています。また、

多くの都道府県が支援金をつくっていますが

兵庫県はございません。 

  同時に、先ほど大規模なものについては国

の施策があるけども、小規模がないというこ

とで神戸市独自にやられてるというふうなこ

とをおっしゃいましたけども、同時に、即効

性が私大事だと思っておりまして、国の賃上

げ支援制度や、今、神戸市が持たれている制

度というのは、賃上げ以外の条件がかなりあ

りますので、支給までかなり時間を要すると

いうことでございますので、事業者が簡易に

申請できて、すぐに賃上げに結びつくことが

やっぱり求められるというふうに思っていま

す。 

  その点で、賃上げのみを要件として迅速に

支給できる支援金の創設を求めたいと思いま
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す。ちょっと時間がありませんので、あわせ

て、さらに市長は会見で、具体的な物価高騰

対策については、高市内閣の地方向けの施策、

支援策を活用して対策を行っていくとも語ら

れています。その割にはスピード感が感じら

れないというふうに思います。 

  内閣府の11月21日、28日の事務連絡でも、

可能な限り年内の予算化に向けた検討を前広

に進めていただきたいというふうにしていま

すが、北九州市では、11月末の通常の補正予

算に加えて、会期中に追加の60億円規模の補

正予算を編成し、仙台市でも110億円規模の

補正予算で市の物価高対策実施を発表してい

ます。 

  市内の厳しい実態を考えるならば、議会に

会期延長や臨時議会を要請してでも、中小業

者への賃上げ支援策や保育や福祉医療現場へ

交通費支援など、物価高対策施策を実施して、

速やかに市民に届くよう取り組むべきと考え

ますが、本市独自の施策の活用はいかに考え

ているのか、お伺いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この市内事業者への

支援、あるいは市民への支援につきましては、

国と地方自治体が適切な役割分担の下、様々

な角度から支援を行っていくことが重要であ

るというふうに考えているところでございま

す。 

  国の経済対策に係る補正予算は、11月28日

に閣議決定をされまして、現在、国会で審議

中でございます。そのため、各施策の詳細な

制度設計はまだ明らかになっていないという

状況でございます。今回の補正予算には幅広

い施策が盛り込まれておりますため、国の施

策と重複することなく、それらを補完する効

果的な支援策を実施できますように、引き続

き情報収集をしながら、できるだけ迅速に必

要な検討を行ってまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） 通常の日程を待って

ては２月の補正予算になってしまうわけでし

て、だからこそ、多くの自治体が追加上程も

して、補正予算、議論をされています。 

  それで、今回の重点支援交付金については

中小企業庁が事例も発表していまして、その

中にも、主に賃上げのみを要件としている群

馬県や佐賀県の例も例示されていますので、

これについては、ぜひ神戸でも検討していた

だきたいと、これは強く要望したいと思いま

す。 

  次に、子育て・教育の負担軽減について、

給食・学費についてお伺いをいたします。 

  市長が、これも政令指定都市市長会の会長

として、11月の12日に学校給食費の無償化に

関する緊急要請というのを行っていただきま

して、そこでは、小学校給食費の確実な円滑

な実施とともに、中学校給食費の無償化の早

期実施、これと併せて国の交付金の拡充をす

るなど、令和７年度補正予算による対応を含

めた財政支援を要望されています。 

  この国の補正予算、先ほど示しました重点

支援地域交付金には、生活者支援として、物

価高騰に伴う子育て世帯の支援である中で、

小・中学校の学校給食費の支援がもう既に例

示をされています。要請されて、補正予算に

盛り込まれたわけですから、直ちに補正予算

を編成して、給食費の無償化を行うべきであ

ります。同時に、給食の質と量を低下させな

いように、さらには中学校給食の無償化など、

神戸市が財政的な支援を行って、これも早期

に実施していただきたいことを強く要望して、

徴収金の問題に絞って質問させていただきた

いと思います。 

  先ほど効果を検証して、小学校で1,300円、

中学校で1,000円圧縮できたということです

けれども、小学校入学から納付金が始まるん

ですが、今、６年生で大体年間９万円、中学
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校１年生に進級すると、学校給食費を含めま

すと年間11万円の負担になります。 

  それで、東京都の23区では、修学旅行費の

無償化が広がっていますが、大阪府の豊中市

は、修学旅行費に加えて、行事費、ドリル・

テスト等の副教材費など学校徴収金無償化も

始まっています。高い割には３年しか使わな

い制服などは、私は本来、なくてもいいんじ

ゃないかなというふうには考えるんですが、

それでも教育に必要というのであれば、品川

区や北海道の北斗市や奈良県香芝市など、幾

つかの自治体では制服代の無償化も行ってい

ます。 

  憲法には、義務教育はこれを無償とすると

あります。制服や学校徴収金、見直しして、

要らないものはやめると。必要なものはしっ

かり公費で負担する。それが当たり前の姿だ

と考えますが、見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 学校徴収金の中に含

まれるものというのは、基本的に個人に還元

するものということで先ほど答弁させていた

だきました。私も現場にいた経験からします

と、やはり各学校でそれぞれの地域や子供た

ちの状況に合わせていろんな教育活動を展開

する。それを主に学校徴収金で集めさせてい

ただいてます。そこについては、やっぱり学

校によって差もありますし、当然、我々とし

ては、あまり差がないように、突出して高く

ならないようにということで、先ほど申しま

したような形の調整を行わせていただいてる

んですが、やはり徴収金は基本的に子供たち

の教育活動に資する、最終的には子供たちの

裁量に任されていくものを学校が判断してや

っていくという原則がありますので、一部の

学校で、東京のように修学旅行が無償化であ

ったりとか、海外へ行くとかいうような話も

聞いておりますけれども、一定やはり今、子

育て施策全体の中でそういう費用については

考えていかなくてはならないなと思いますが、

今の段階では、学校徴収金については、特に

経済的にお困りの方については就学援助支援

もありますので、現状、保護者負担、そのよ

うに考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） 学校独自でとおっし

ゃるんですけれども、給食費は統一なわけで

ありますし、教材費等についても、タブレッ

トドリルに適用したデータテキストも含めて

大体標準化されてるわけですし、制服も今回

統一、できるだけするように努力もされてる

んであれば、大体どこも負担が同じですので、

就学援助に対しては、金額を設定して支援を

されているということですので、ぜひそこは

踏み込んで検討していただきたいというふう

に思います。 

  給食の無償化に関して１点要望したいと思

います。ある保護者からは、給食の無償化、

いいことなんですけれども、不登校で学校に

通えてない子供へも支援をお願いしたいとい

う御要望がございました。不登校児を抱えて

いる御家庭は、心の負担にとどまらず、保護

者が仕事を減らすですとか、場合によっては

休職するなどして、経済的にも大きな傷を抱

えている状態になります。こういうところに

こそ神戸市として光を当てていただきたいと

いうふうに思います。 

  神戸市の不登校児童・生徒数は、昨年度、

小学校で1,697人、中学校で2,707人。中学校

で、病気やその他の人数を含めると、長期欠

席者は3,415人と10人に１人の規模になりま

す。その中には、長期にわたって学校給食の

提供を停止している子供も少なくありません。 

  そこで、不登校で学校給食を停止している

御家庭に、せめて本市が行っている中学校給

食の半額助成の相当分を助成すべきではない

でしょうか。また、来年度予定されておりま

す小学校給食無償化と併せて、不登校やアレ
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ルギー対応で給食停止の御家庭に給食費相当

額を支給していただきたい。そう考えますが、

いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今御指摘いただきま

したように、本市では、長期欠席であらかじ

め確実に給食を食べないという児童・生徒に

つきましては、保護者の申出により給食を停

止しております。それについては、当然、給

食費を徴収する建前の中で徴収しないと。そ

ういう形で運用させていただいております。 

  給食費の無償化を進める上で、国において、

給食を喫食する場合とそうでない場合の児

童・生徒間の公平性というのがこの無償化の

議論の中でも、今、議論され、制度化されよ

うという検討をされていると認識しておりま

す。 

  無償化になった後の食べない児童・生徒へ

の、いわゆる補償といいますか返金について

も、引き続き国の動向を注視していきたいと、

そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） これも先行して実施

する自治体、御承知かと思いますけども、20

24年に給食を無償化した西東京市では、今年

度はアレルギーで弁当持参の児童や長期欠席、

不登校などの事由で学校給食の提供を受ける

ことができない児童・生徒に、給食費単価と

同額の補助金を支給しています。 

  日本農業新聞の調べでは、８月26日時点で

125市町村が同様の施策を始めていますので、

ぜひ、教育委員会、また、市長部局でも検討

していただきたいと要望します。 

  続けて、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについてお

伺いをいたします。 

  市長は、ウェブ上、ｎｏｔｅで、先生が多

忙なのでＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行をするわ

けではありませんと。学校単位の部活動は、

生徒のニーズに応え切れなくなったからです

と、ネット上で発信をされています。 

  しかし、現実に廃止される部活は、吹奏楽

や美術部など、ほぼ全校に活動があり、参加

希望者も一定十分確保されている種目がなく

なろうとしています。 

  ９月から10月に実施されました中学校アン

ケートでも、部活動種目を続けたいが53％な

のに対して、新たな種目と答えたのは８％に

とどまっています。また、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵ参加の予定がない生徒は23％に上ってい

ます。現在行っている部活の種目を継続した

いけれども、通える範囲に活動がないと答え

た生徒は、アンケートでは１割を超えていま

す。美術・芸術の種目が１位、ソフトテニス

が２位、吹奏楽が３位であります。 

  昨日もＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの格差の問題、

議論されましたが、今回、３次募集の指定型

が全て埋まったとしても、不足する種目は確

保できず、生徒のニーズに応えられないので

はないでしょうか。須磨区の例で言いますと、

ソフトテニス・吹奏楽・美術部、これは全て

の学校にありまして、生徒数も10名以上、20、

30まだ確保されている状態になっていますが、

今現時点で１次募集、２次募集で見ますと、

ソフトテニスは半分５校、吹奏楽は３校、美

術部はゼロです。３次募集についても１校ず

つしか指定していません。また、先ほど質問

させていただきました、不登校の生徒にとっ

ては部活動が唯一の居場所だったと、なくさ

ないでほしい。そういう声も届いています。 

  これで来年８月末での公立中学の部活動を

終了させるというのは、あまりにも無理があ

ると思います。閉める期間、延期すべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） ２次募集の結果、そ

れを保護者、児童・生徒―― 生徒になります

が、中１の子を主にですけれども、見ていた
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だいて、その結果、アンケートを実施しまし

た。特にアンケートを実施したその狙いとい

うのは、やっぱり中１の生徒が１番の激変期

に当たるということで、できるだけ丁寧に対

応したいと、そのような形。その結果から、

今おっしゃられているようなことを指摘され

てると思います。 

  一応指定型で募集していくというのは、現

在ある種目の中で上位を占めた８種目、大分

人数的には絞られてはいるんですけど、８種

目。その中に、今ありましたように美術であ

りますとか、吹奏楽でありますとか、ソフト

テニスがあろうかと思っております。 

  まず、美術なんですが、これもそれぞれ子

供の活動というものを一応精査させてもらっ

てます。週に平均で５日、平日あるんですけ

ど、２日程度。土曜日・日曜日は休みという

形で、御承知や思いますけど、１時間程度で、

子供たちと仲よくやりたいなというか、絵を

書いたりとか、物を作ったりと。そのような

活動をそれぞれ今各学校で確認をしておりま

して、当然、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵですから、

すごく専門的なデッサンとか、そういう部分

のものも幾つかはありますけれども、基本、

多くの学校の場合、外にまで行ってやりたく

ないとか、そういうふうな意見も各学校で今

聞かせていただいてますので、美術について

は、できるだけ放課後の活動として今やれて

いる活動を残していくと、そういうことは今

考えております。吹奏楽のほうも、先ほど言

いました、自分の学校か通える範囲の学校で

ということで、今、クラブの創設に急いでお

りまして、一定のめどが立ってきております。

ソフトテニスについては、これはやはり場所

の問題もありますし、指導者がなかなか少な

いということで、これについては対応を今急

いでいるところです。そのほか、神戸市全体

として40名程度とか50名程度で、なかなか自

分が行きたいところがというような意見が出

ている部分については、個別に対応してやっ

ていきたいと思っております。 

  地域展開の時期の問題ですが、御承知のよ

うに、来年度から文科省が当初から言ってお

ります実行期間になります。神戸市としては、

実行期間の１年目にやろうということでスタ

ートしております。これは、先ほど来、現状

の話をしてました。そして、私もこの１年、

ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵを打ち上げてから、

様々なところから御意見を聞きました。その

ときに私がそれぞれお伝えしてきたのは、１

度今の現状を見てほしいと、各学校の。それ

を言ってきました。確かに何人というのもい

いんですけど、例えば、３人の野球部があっ

たり、10人程度の吹奏楽部があったりするよ

うな中もありますし、今言いましたように、

５時に終わってる話。秋とか春の時期ですと

運動部でも汗をかかずに帰る。子供たちが。

私は校長時代に、最後のほうですけども、子

供らといろんな意見交換をしてる中で、やっ

ぱりやりたいという、子供たちが一生懸命し

たい。野球でしたらボールを思いっ切り打っ

て飛ばしてやりたい、サッカーやったら思い

っ切り蹴りたいとかいう、そういう声を聞い

ておりましたので、やはり何とかこれはしな

ければいけないと。その活動を維持するとい

う部分の程度の問題があるかもしれませんが、

やはり今子供たちが十分に活動できていない。

それであれば、もともと学校の、それぞれの

学校が小さくなって維持できないわけですか

ら、少なくとも２つ３つの学校で合同でしな

ければ、これは全国的な課題です。そうなる

と、自分の通ってる学校にたまたましたいも

のがある子はラッキーかもしれません。でな

くて、違う学校へ行かなくてはいけない子は

アンラッキーかもしれません。ただし、そう

いうこともトータルで全体的に見て、子供た

ちが理解をして、自分たちが思い切り活動で

きるということを早く転換していく必要があ

ると、そう考えて、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの

取組を今進めております。多くの場合、やは
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り20年前・30年前、私が若かりし頃、部活動

が学校そのものであった時代の在り方を前提

にお話をされて、いや気持ちは分かるんだけ

ども、そういうことについてもう１度現場を

よく見ていただきたい。あえて今できている

のに改悪するつもりはありません。 

  先ほど冒頭言われましたように、先生のた

めではない。当然我々も教師ですから分かり

ますので、教師のためではないと言いながら、

専門的な分野の先生もほとんどおりませんし、

これも以前の議会で私言いましたように、育

休を取る男性がほとんどになってきてる中で、

本当に子供たちが今の制度の中では迷惑をす

るんですね。いきなり例えば９月から先生が、

顧問がいなくなって、紙切れ１枚渡すわけで

すよ。今日の活動は筋トレ。明日も筋トレと

か。こんなことが普通に行われてきているこ

とをやはり私は危機と捉えて、変えていかな

くてはならないんではないかと。そういうこ

とで今動いております。例えば、この取組を、

他都市のように様子を見てやりましょう。そ

れのほうが我々としては責任を果たせますの

で楽かもしれませんが、その間、じゃあ誰が

見ていくのか。誰が今の状態の危機感のもの

を救っていくのか。外部の人間を、今まで私

探しましたけども、そんな都合のいい、４時

頃から来ていただいて、休日も適度にやって

くれる外部の人材というのはほとんどおりま

せんでした。 

  そのようなこともあって、やっぱり子供た

ちに早く思いっ切り活動できる場所、当然こ

れは全市的にやるわけですからいろいろ凸凹

あります。そこら辺も我々は一生懸命穴埋め

をしていくつもりです。これについては、保

護者の方や子供たちにも理解をしてもらいな

がら支えていただきたいなと。長くなりまし

たが、申し訳ありません。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） いやもう教育長の思

い分かりましたよ。だったら、あえてやめる

必要はないというんだったら、何で今ある種

目がこれだけなくなるんですよ。４時になっ

て、それ以降に来ていただけるような方がい

らっしゃらない、これが現実なんですよ。だ

から、今止めてしまったら、部活動が半減し

てなくなっていくという。実際今までできて

いたことができなくなるんでしょう。やめる

つもりがないと言ってたことがなくなるんで

すよ。今ずっと熱い思いで部活動を残したい

と言ってることができなくなると言ってるん

ですよ。私、常任委員会に所属してるときに

何遍も言ったでしょう。この部活、この種目

がなくなるんですと。どうするんですかと。

２次待ってください。３次待ってくださいと

言ったけど、結局集まってないじゃないです

か。だから、柔軟に対応してくださいと。来

年の８月に終わるようなやり方をしないでく

ださいと。私何遍も言いましたよ。絶対これ

集まらないと。集まってないじゃないですか。

だからここで切らないでくださいと言ってる

んですよ。今、美術部や文化部の話ししまし

たけども、先ほどのソフトテニスも集まって

ないんでしょう。今言ったじゃないですか。 

  運動部について、私、サッカーのチームに

ついて聞きました。平日は週２回とか１回に

とどまってしまっているところも少なくない。

ある地域のサッカーチームの方にお聞きしま

すと、まさに教育長がおっしゃったとおりで

すよ。手を挙げてみたものの、平日に指導者

を確保することがまだまだ難しいと。だった

ら、子供、保護者の教育の受皿となる民間団

体の合意や現状を考えたら、来年の８月に現

行の部活動を一気にやめてしまうというよう

なこの拙速なやり方というのは改めるべきな

んですよ。その下で、地域で今、手を挙げて

いらっしゃる方を成長させて、それで、学校

の先生が、また学業に専念できるような効果

も含めてぜひこれは考えていただきたい。 

  美術については、学内で何かできることが
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あるかということも言いましたけど、吹奏楽

についても今、めど立ってると言いますけど

全然立ってませんよ、これは。通えるところ

にやっぱりないんで、今回のでできるかと言

われたら、ちょっと限界があるかと。ほぼ全

校にあるのが半分以下になってるわけでしょ

う。そこも含めて、議論したらほんまに終わ

ってしまいますので、ぜひこれは立ち止まっ

ていただきたいというふうに思って、次の交

通費の軽減の問題についてお伺いをしたいと

いうふうに思います。 

  それで、市長は、市内の高校環境の維持の

ために高校生への補助に格差をつけるという

ことですよね。これで選択肢を狭めるですと

かいうやり方はちょっとおかしいんじゃない

かなというふうには思っています。 

  今年度の通学定期助成の予算というのは22

億7,100万円でして、市内通学生が２万900人

で19億5,700万円で、１人当たり９万3,500円

の支給を見込んでいます。一方、半額助成対

象の市外通学生は4,400人を対象にしていま

すが、僅か２億5,000万円で、１人当たり５

万7,000円が平均になっています。市外通学

生を全額無償にするのは２億5,000万出して

いただければ実現できるわけですが、また、

市長が強調されている、市内高校教育環境の

維持という名目で、市内通学生と市外通学生

に格差をつけるという考え方に立ったとして

も、助成は半額でなければならないという根

拠は別にないわけですから、せめて市内通学

平均が９万3,500円、これに見合う支援を確

保していただいて、年間半分助成ですから、

もう半分の５万7,000円が平均、市外通学生

の負担になってるわけですから、この重い負

担を軽減すべきではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） お金の問題ではなくて、

哲学の問題であり、基本的考え方の問題です。 

  やっぱり市内の高校をしっかり守っていか

ないといけない。大阪の高校無償化によって

流出をするおそれがある。現実にそういう兆

候も見られているわけですよ、阪神間から見

たら。そういうことになると、神戸市内の高

校が、これがやっぱりもう減少していくとい

うことは、非常にこれは神戸の高校教育にと

ってもよくないと思います。 

  日曜日に須磨で未来を考える会があって、

前田議員御自身も出席されていました。須磨

翔風高校の皆さんがボランティア活動を一生

懸命やっておられますね。こういうふうに高

校が存在しているということは、これは高校

の教育環境をしっかり整備するということと

同時に、まちの活力、それから高校生の皆さ

んが様々な大人に対してもいい影響を与える

ということにつながるわけです。 

  ですから、これは、私は信念を持って、市

内の高校をしっかり守っていかなければいけ

ない。それは市外と市内と格差をつけるとい

うことは当然のことです。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） 翔風高校の方が来ら

れてましたけど、要求聞いてくださいよ、そ

したら。実際努力されて、生徒数を確保して

るのは、通学定期の問題だけじゃないですよ。

いろんな努力されてるんですよ。外国籍の方

を入れて、多様な授業をしようということで、

３人の方新しく入れられましたけど、それに

対して何の人の手当もつけてないですよ。困

ってますよと校長先生おっしゃってるじゃな

いですか。そんなことをほったらかして、通

学定期の部分だけ全額と半額に分けて、私は

やってるんですよってどんな哲学ですか。ち

ゃんと学校の状況を見てくださいよ。整備せ

なあかんこと山ほどありますよ。見に行って

くださいよ。ちょっとたまたま生徒に会って、

先生に会って話しできて、現実つかんだみた

いな言い方やめてください。ぜひ、通学定期
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の問題、何で市内と市外の子で分けなあかん

のかということについては、改めて検討をし

ていただきたいと、強く要望したいというふ

うに思います。 

  それで、市内の高校生の通学定期、要件緩

和する一方、公共交通機関で通学する小学

生・中学生の問題についてお伺いをしたいと

思います。 

  遠距離通学費、無償となる補助制度あるん

ですけども、片道２キロまたは３キロの距離

要件があるため、申請しても不認定となった

小学生が２名、中学生が５名いらっしゃいま

す。今年度認定者は小学校450人、中学生は1,

260人で、それ以外にも、自費で公共交通機

関を使う児童・生徒は少なくありません。本

来、バスや鉄道を利用しなければいけない児

童・生徒、こういう方がたくさんいらっしゃ

るということが適切な範囲で学校が整備され

ていない表れではありますが、教育委員会と

して、一律の距離要件を撤廃していただいて、

要件緩和して、公共交通機関を使う合理的な

説明がつく生徒には全額無償とすべきですが、

いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今言っていただいた

距離要件というのは、基本的にその距離を超

えていた場合には、小・中学生に公共交通機

関を使っていただいて通っていただいても構

わない。その距離以下の場合は基本的には徒

歩ということでなっております。 

  この距離要件というのは、公共交通機関で

通えるかどうかというところで、公共交通機

関で通った場合は、基本的に全額補助をさせ

ていただいています。今、指摘していただい

た方ですかね、数名おられるという形であっ

たんですけども、基本、小・中学生の通学に

関しては、今言いましたように、距離要件は

公共交通機関を使えるかどうか。使える場合

は公共交通に関して全額補助をすると。その

ような姿勢で今動いておりますので、距離要

件自身、他都市と比較しても特別きついわけ

でもありませんので、そういう運用について、

また個別に、今そういう形の御指摘いただき

ましたので、個別にそのような形のある児

童・生徒については、個別の感じで負担軽減

をまた相談していきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） ぜひよろしくお願い

いたします。 

  今後、生徒ニーズに応える部活動を校区に

維持しつつも、特色ある種目を地域展開して

いくんであれば、中学生の交通費負担が増え

ますし、遠距離で私学に通っている小・中学

生も、いじめや不登校などが事由で公立を選

択できずにいる方もいらっしゃいます。バス

や地下鉄の小児料金の年齢の引上げや地下鉄

海岸線の中学生以下フリーパスを他の公共機

関に拡大するなど、子供の交通費の負担軽減

そのものを全庁挙げて、ぜひ検討していただ

きたいというふうに思います。 

  それでは、バス路線の廃止・減便について、

残された時間、質問いたします。 

  交通局長から御答弁いただきました。常任

委員会の審査において、交通局は、これはあ

くまで交通局案だと。今の時点で明確にまだ

計画もしっかり決まってもないものだという

ふうに御答弁されました。確認をいたします

が、路線見直しは地元や利用者の意見を十分

に反映して行われるべきものであり、市民や

利用者から見直しの意見―― アドバイスとい

う言葉を使ってましたが―― があれば、市バ

ス運転士15人分の運行本数の削減にこだわる

ことなく計画を修正するのか、お伺いをいた

します。 

  また、地元の意見を踏まえて、成案を２月

に公表されるということですが、公表後も市

民・利用者から取り入れるべき意見があれば

柔軟に対応するでよろしいでしょうか。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） お答えいたします。 

  交通局からお示しいたしますこの見直し案

というのは、２タッチデータによる乗降デー

タであったり、地域の状況、利用のされ方、

あと最寄り駅の鉄道駅でございますけども、

こういった駅へのアクセス等々を考慮いたし

まして、路線の見直し等々を勘案し、御提示

しておるものでございます。 

  これを12月から、区役所とも御相談いたし

まして、地域の代表の方々に御説明に参りた

いと、こう考えております。その方々という

のは、非常に地域に詳しい方々でございます

ので、そういった中で御意見をいただき、そ

の御意見の中でより多くの御利用がいただけ

るとか、より効率的な運行につながるという

ような御提案につきましては、反映をしてま

いりたいと、こう考えております。それが成

案になります。その成案を２月に、先ほど申

しましたけども、バス停・ホームページ等々

に掲示してまいります。それが実施の６か月

前でございます。それで一般の皆様方が知る

ことになります。その後、一般の皆様方のほ

うから御意見、その御意見も有用なものであ

れば、それは取り入れてまいりたいと、こう

考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） これはあくまで交通

局案で、意見があれば修正されるということ

を確認いたします。 

  今回の見直しですけど、市バスの運行本数

全体が5,300本を520組の運転士が運行されて

いますので、15組削減から換算すると、おお

むね153本の減便になります。今回の計画で、

例えば、北須磨団地は、団地経由の３路線の

うち71系統を廃止、74系統はラッシュ時のみ

になります。月見山は、エリアからバス停そ

のものがなくなり、バス空白地になります。

高倉台や多井畑は、区役所への直接路線がな

くなり、須磨駅を結ぶ便も減便されます。板

宿・鷹取周辺エリアは、４路線が廃止・短絡

され、対象路線がほぼ半減いたします。若草

や落合団地も経由便数が減便されると。本当

に受け入れ難い。 

  今、２タッチデータというお話がありまし

たが、いろんな地元の意見聞くというんです

けど、例えば、教育環境の問題、１つ指摘し

たいと思うんですけども、先ほど紹介した遠

距離通学でございますが、西須磨小学校で52

名、鷹取中学校は16名、一の谷、須磨駅から

東へ向かうバス路線で71系統、72系統、75系

統、まさに廃止・減便される路線が含まれま

す。学校の管理職にもＰＴＡの方にもお聞き

しましたが、これまで１度も交通局から意見

など聞かれたことはないと。小学校では、集

団下校時にはバス停に並ぶが、歩道が狭い、

通行人にぶつからないよう、いつも配慮して

いると。減便で待ち時間が増えて、児童・生

徒の安全に影響があっては困るという声もあ

ります。こういう声、ぜひ拾っていただいて、

撤回していただいて、本当に市民が喜ばれる

路線を維持していただくことを要望して、赤

田議員と交代いたします。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、31番赤田かつのり君。 

  （31番赤田かつのり君登壇）（拍手） 

○31番（赤田かつのり君） それでは、前田あ

きら議員に続きまして、私から２問質問させ

ていただきます。 

  ＪＲ垂水駅は高架になっており、上り線下

り線を１本のホームで対応しています。 

  私は、高齢や障害によって歩行が困難な利

用者から、垂水駅は造りが古くて見えにくい

ところや、危険が伴う部分がたくさんあると

の指摘をよくいただいてきました。 

  去る2020年、令和２年の３月に、視覚特別

支援学校に勤務する弱視の教員が誤って転落



 

－18－ 

し、亡くなってしまうという重大事故も発生

いたしました。 

  私の経験では、この駅はそれ以前にも度々

転落があり、不幸にも死亡事故が発生してい

ます。実は、この駅の東口改札口は、終日係

員がいない状態なんです。垂水駅のバリアフ

リー化は市民の強い要望です。しかし、これ

は東口へのエレベーターの設置や、転落防止

用のホームドアの設置にとどまるんじゃなく

て、現在無人になっている改札口の係員を常

時配置に戻して、高齢者・障害者などが安心

して垂水駅を利用できるようにＪＲ西日本に

強く働きかけるべきだと考えますが、いかが

でしょうか。 

  次、２問目です。もともと神戸市には保健

所が各行政区にありましたが、1998年、平成

10年に中央区の１か所に集約されました。保

健所は、育児・難病・認知症・虐待に関する

相談、結核や感染症の対策、食品環境衛生な

どについての高い専門性を担っており、独り

暮らしの高齢者・母子・外国人・障害者など

様々な市民にとって命のとりでであります。 

  近年、保健師の総数を増やしてはいます。

しかし、これでもって体制が強化されている

のか疑問です。改めて保健所体制を見直して、

職員を増員して、各行政区に保健所を整備す

る計画を持つべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 赤田議員の御質問のう

ち、保健所の在り方につきましてお答えを申

し上げます。 

  少し経緯についてお話を申し上げますが、

平成９年に地域保健法が施行され、保健所は

地域保健に関する広域的・専門的かつ技術的

拠点として、政策立案や情報収集機能を強化

するとともに、住民に対し、健康相談・保健

指導などを行う保健センターを設置できるよ

うになりました。 

  これを受け、本市では、平成10年に本庁に

保健所を、各区には保健センターを設置いた

しました。 

  各区の保健センターは、従来の区の保健所

において実施していた感染症対応や難病・精

神保健福祉などの保健所業務を各区保健福祉

部と連携して実施をしており、法施行前と同

様の仕事を行っております。 

  政策立案・情報収集機能を集約し、保健所

において全市的な政策展開、また、各保健セ

ンターの総合調整、指揮命令系統を一元化す

ることで、感染症対応・災害対応などに関し、

機動的かつ総合的な対応ができるようになり

ました。 

  コロナ対応におきましても、保健所で各区

の状況を情報収集し、保健所長の指揮の下、

統一した対応を実施いたしました。具体的に

は、保健所において、感染患者の入院調整、

宿泊療養施設の入所者への診察対応など、保

健所に一括して集まるハイリスク者の情報を

基に対応するとともに、検査キットの配布な

ど、全市的な施策として実施されました。私

も当時、保健所長から毎日のように報告を受

けたことを思い起こします。 

  保健センターでは、患者への積極的疫学調

査やハイリスク者への健康観察、クラスター

対応を実施するなど、役割分担の下、適切に

対応を行っておりまして、感染症対策は適切

に実施されたと考えております。 

  保健所・保健センターの保健師につきまし

ては、令和２年度より積極的採用を行い、令

和２年時点の201名から現在の300名体制まで

増やしており、今後の新興感染症のパンデミ

ックなどにも備えていくためには、この300

名体制を維持していきたいと考えております。 

  今後とも強化した体制の下、新興感性症の

パンデミックなどの健康危機管理事案の際に、

機動的・統一的に対応できるよう、しっかり

と保健所業務を実施していきたいと存じます。 
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  垂水駅につきましては、副市長からお答え

させていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、ＪＲ

垂水駅の安全性と利便性の向上について御答

弁を申し上げます。 

  ＪＲ西日本は、令和５年度より、鉄道駅バ

リアフリー料金制度を導入いたしまして、ホ

ーム柵の整備及びエレベーター設置がない駅

の段差解消を重点目標として、バリアフリー

化を順次進めているところでございます。 

  神戸市内におきましては、令和５年度に整

備された三ノ宮駅のホーム柵や、また、現在

整備中の神戸駅のホーム柵など、駅のホーム

における安全性向上を重要な経営課題と捉え、

様々な取組を進めているところでございます。 

  駅のバリアフリー化につきましては、鉄道

事業者が主体的に実施するものでございます

けれども、市内のバリアフリーを推進するた

め、市はこれまで国や県に先駆け、平成４年

度から補助制度を設け、積極的に支援をして

きたところでございます。これによりまして、

令和５年３月には、阪急春日野道駅のバリア

フリー化が完了し、国の目標としている１日

平均乗降客数3,000人以上の駅は市内全ての

駅でバリアフリーとなっているところでござ

います。 

  ＪＲ西日本からは、このホーム柵でござい

ますけれども、垂水駅には、令和５年度に、

センサーにより利用者の転落を検知して速や

かに列車を止めるホーム安全スクリーンを設

置しており、ホームからの転落による列車と

接触事故の防止を図っていると聞いていると

ころでございます。 

  また、東口のエレベーター設置でございま

すけれども、この点については、２経路目の

御要望があることは十分に認識をしておりま

すけれども、駅の構造上ハードルが高く、ま

ずはＪＲ西日本管内の乗降客数3,000人以上

の未整備駅の１経路確保を優先して整備を行

う方針とお聞きをしてございまして、現時点

では、西口改札及びプリコ垂水改札にあるエ

レベーターを御利用いただきたいというふう

に聞いているところでございます。 

  ただ一方で、地元からは、東口に２経路目

のバリアフリー経路を設けてほしいという要

望も多く、本市としてもぜひとも進めていた

だきたいと考えているところでございます。 

  本市では、特に整備してもらいたい駅を重

点要望駅に位置づけ、毎年、鉄道事業者に対

して直接要望書を手渡し、働きかけを行って

おりまして、ＪＲ垂水駅につきましても、重

点要望駅としてＪＲに対し、２経路目の整備

をこれまでも要望してきているところでござ

います。 

  御指摘をいただきました人的対応をはじめ

としたソフト面のサービス向上と併せ、引き

続き強く働きかけてまいりたいと考えており

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） それでは早速、駅

のほうから質問させていただきますが、垂水

駅のホームなんですけども、こういう状況で

すね、１本のホームしかないと先ほど言いま

したけども、こういう状況です。これは本当

に危なくて、特に、私は、目の不自由な方、

それから、身体も目も両方とも不自由な方、

そういう方から、複数の方からも改めてお話

を伺いましたが、本当に怖いという、こうい

う話を伺っております。とにかく狭くて歩き

にくいんです。車両とホーム、出入りすると

きのホームの間隔が怖いという話も伺ってい

ます。そしてまた、改札口からこのホームに

上がってくるのに37段あるんですけども、こ

れが特に体の不自由な方にとっては、精神的

にも身体的にも大きな負担となっています。

もちろん健常な方であっても、東口にバリア

フリー化、エレベーターやエスカレーターが
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あればいいなという要望があるのも事実でご

ざいますが、とりわけ、体の不自由な方にと

っては物すごく深刻だなということを私は改

めて感じました。 

  そこで、ＪＲ側の回答というのは、私もそ

れはよく存じ上げておりますし、以前直接、

垂水区の共産党から要望に行ったときにも、

そういった御回答も何遍もいただいてますが、

私思うのは、重点要望駅で神戸市として要望

を出していると、出されていると言うんです

けども、その中へ、やっぱり私が問題にして

いるのは、ここは介助する人が要るんですよ。

駅員が必要なんですよね。これいなければ、

東口で上がらなければ、ホームへ上がってい

かなきゃならないときに、インターホンを押

して呼び出して、20分待たされると。こうい

う状況ですよ。こういう事情を御存じでしょ

うか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今言われましたよう

に、インターホンを押して20分とかいうよう

な具体的な事例は存じ上げておりませんけれ

ども、そういうような呼び出しての対応とい

うのが行われているということは存じ上げて

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 御存じじゃなかっ

たと。こういうことをお話しさせていただき

ましたけど、それを踏まえて、働きかけも毎

年やられているということなんですけれども、

もっとそこは強く求めていただきたいなと思

うんですね。 

  もう１か所、この東口なんですけども、駅

の改札口のところにはこういう貼り紙があり

ます。垂水駅東口改札の御案内。いつも垂水

駅を御利用いただきありがとうございます。

垂水駅東口改札は終日係員はおりませんとい

うことで、インターホンでオペレーターを呼

び出してくださいということで、今申し上げ

たとおりの状況になっているわけでございま

す。 

  実は、私はこの問題、この駅の問題で強い

問題意識を持っているのは、やはり事故の問

題なんです。白いつえをついておられる障害

をお持ちの方というのは、それは人混みもあ

りますから、１回ぐらい転落してもおかしく

ないとも言われているという話も関係者の方

からも伺ったことはあります。そういう駅で

ございます。 

  実は、振り返ってみると、2005年頃にも大

きく―― 神戸新聞だったかな―― 載ったこと

があるんですね。死亡事故です。2012年３月

にもう死亡事故が発生しました。先ほど御答

弁ありました、ホームスクリーンなんですけ

どね、実はそういう全盲の方からお話伺いま

したけれども、場所によって、センサーです

から、角度の問題がありますので、場所によ

って反応しないので不安ですとも、そう言っ

てるんですよ。そういうお声御存じでしょう

か。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 具体的に障害者の方

から直接私はお聞きをしたことはございませ

ん。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） そういうことも踏

まえて毎年要望されてるんだったら、直接面

会されて要望していただきたいというふうに

思うんですけども、その辺いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私は直接そういう障

害者の方からお話は伺っておりませんけれど

も、私ども福祉局の関係部局は、障害者団体

との間からいろいろな御要望もお聞きをして

いると思いますので、そういう状況も分かっ
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ているかと思います。 

  今、毎年、鉄道事業者、ＪＲに対しまして、

重点要望駅として要望させていただいており

まして、御指摘のありました人的対応も含め

た事柄もその中に入っているところでござい

ますので、引き続き、東口は区役所等もある

重要なところだという認識をしてございます

ので、強くこれからも働きかけてまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） ＪＲはバリアフリ

ー化するいうても、私はすごくどの駅でもち

ょっと心配なんですけども、結局は人員の配

置はかなり後ろ向きやと、増やそうとしない。

それなんですよ。かつて、垂水駅というとこ

ろは、ホームに乗降客の安全を守るためのホ

ーム要員というのが配置されてたんですね。

それも2005年以降にそれが廃止をされたと。

そして後に、先ほどの東口のあの状態にまで、

こういう状態までなってしまったということ

でありまして、まさにこれはもうどんどん後

退させてきているということなんです。です

から、区役所があるこの重点駅において、し

かも、今、高層タワーマンションもできる。

それ以外にも市営住宅の跡地だとか、周辺に

も、神戸市の持っている所有地も、これも売

却してマンションができるなどなど。そして

またいろんな公共施設も集中しているという

ことで、人がどんどん集まる、商業施設が集

まってる、そういう状況になるこの駅におい

て、安全ということから考えると、とりわけ

健常な方以上に歩行に障害を持っている方に

とっては、まさに深刻な事態になっているわ

けであります。この垂水駅かいわいの人口の

増、タワーマンション等で、高層タワーマン

ションでも315戸、そして、旧垂水警察署の

跡地の95戸、周辺の市営住宅の建設予定地、

マンション建設予定地を合わせると、全部合

わせると約642戸の新たなマンションができ

ると。単純に計算すると2,000人以上の方が

この周辺に、周辺というか垂水駅の生活圏内

に増えてくるということになりますし、様々

な影響がある中で、駅の安全ということにつ

いては、これは単にこのバリアフリー化、こ

れは当然強く求めますけれども、同時に、バ

リアフリーというならば、やっぱり人の配置

ということを、これを強く強く求めていただ

きたいというふうに思っているところでござ

います。 

  これについては、ＪＲというのはＪＲのル

ールを変えるという問題がありますから、考

えを変えるということですから、やっぱりこ

れを強い力というか、持っているのはやっぱ

り市長だと思うんですけども、市長自ら、こ

の駅の問題について、東口の問題について改

善を求めるということで、足を出向いていた

だくことはできないでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） このＪＲ垂水駅の東

口は、今議員からも御指摘ありましたように、

垂水区役所だけではなく、少し前に新垂水図

書館もオープンいたしましたし、様々なまち

づくりが進んでいるエリアでございます。そ

ういう意味では、障害者・高齢者をはじめと

する様々な方が利用されるという状況でござ

いますので、その安全性を確保した駅の乗降

というのは大変重要な課題だというふうに思

ってございます。 

  ＪＲに対しまして、市長名できちっと要望

書も出させていただいておりますし、まちが

変わりつつある状況というのも、これからも

適切にお伝えをしたいというふうに思ってご

ざいますので、引き続きしっかりと要望して

いきたいというふうに思ってございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） まちがどんどん変

わりつつある状況が何かというたら、やっぱ
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り駅の周辺に人を集中させるという神戸市自

身が取り組んでいる施策が影響している。そ

こをＪＲと一緒に取り組んでるということな

んですね。三宮におけるバスターミナルがあ

る新駅ビルの構想、その中で、巨額の投資に

神戸自身もお金をたくさん投じている。 

  そしてまた、元町においても、昨日も質疑

がありましたけども、再整備を行うというこ

とで、いろいろと行うわけでありますが、や

っぱり神戸市自身がＪＲに対してはいろいろ

と至れり尽くせりのことを行ってます。だか

らこのＪＲに対して、駅は人を運ぶんですか

ら、安全性に本当に責任を持ってもらうとい

うことでもって、自ら神戸市自身が責任を持

って、強く強くこれは働きかけをしていただ

かなければ、これは本当に市民に対する責任

を果たしていることにはならないというふう

に思っております。 

  次に、時間の関係で保健所の問題に質問さ

せていただきます。 

  私は、垂水の保健センターの方々とお話を

先日伺いましたが、垂水区では、高血圧で通

院している患者さん、高血圧が原因で脳出血

を起こす人が、ほかの区と比べて突出してい

るというレセプトの結果を受けまして、保健

センターの職員が地域に入って、減塩予防の

理解と協力を広げていく啓発の活動を行って

います。これは勉強させていただきました。 

  しかし、医療現場というのは、高血圧の重

症化により入院治療を必要とする患者の命を

守るのに十分と言えるんかなと思うんですね。

市内の100を超える病院やクリニックを対象

に、毎年、法令に基づく立入検査を実施して

いるんですけども、医療現場の勤務医や看護

師、その他の職員の超過勤務、衛生環境の改

善など、何か異常があれば早急に現場に入っ

て改善につなげていくという指導を本庁や保

健所から十分に対応できているのかな。そこ

のところを、保健センター、今の体制になっ

て、そこの対応を効率的にやられているかと

私は疑問に思うんですが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今のお話が、保健所

と保健センターと、それから医療の立入検査

との関係がちょっと私はっきりとは理解はで

きませんでしたけれども、基本的には、保健

所について集約をさせていただきましたのは、

全市的な施策展開、または、保健所の総合調

整、指揮命令系統を一元化するということが

大きな目的でございまして、そういう意味で

感染症対策とか災害対応に対しまして、機動

的かつ総合的な対応が可能になっているとい

うところでございます。 

  そしてまた、この保健センターでは、患者

への積極的な疫学調査、この疫学調査という

のは、先ほど言いました、今、垂水では確か

に減塩の関係を積極的にやっているというよ

うなところで、ハイリスク者への健康観察・

クラスター観察というようなことも実施をさ

せていただいているということでございます。 

  そういった役割分担を基に適切に行ってい

っているところでございますので、そういう

ような対応というものは充実した中でやらせ

ていただいているというふうに理解をしてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 私は、高血圧のこ

とで言いますと、そういう予防に努めるのは

大事ですけども、こういう方々がおられるん

ですね。物価の高騰も相まって家計が苦しく

なって、通院をためらっている方がおられま

す。高血圧症でありながら通院を中断せざる

を得ない。そうなってくると、高血圧の薬も

飲まなくなってしまって、知らない間に、上

の血圧の最高血圧が170に上がってしまった

と。危険だという状況になって、それを知り

ましたから、私自身が役所のほうにつなげま

したけども、そういう脳出血手前の方々とい



 

－23－ 

うのも少なからずおられるんじゃないかなと

思うんですね。要するに、そういった方々が

多いということに対して、やっぱりこれは対

処が必要やと思います。 

  また、クリニックの先生にお話をすると、

最近、薬によっては調達が難しくて不足にな

っているという話も伺いました。そうした社

会的な背景を保健所として掌握して、市民の

健康につなげていく、市の施策に反映させて

いくということも必要だと思いますし、そう

いったきめ細かな対応していくという上では、

もっと体制の強化を地域で行う必要があると

思いますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 市長も御答弁申し上

げましたし、先ほど申し上げましたとおりで

ございまして、基本的には保健所と各保健セ

ンターが役割分担をしながら、市民の健康管

理等々について、充実した体制をできている

のではないかというふうに思ってございます。 

  特に、保健師に関しましては、従前200名

体制だったところを、100名増やして300名体

制とさせていただきまして、そして、そうい

う新型の感染症が発生したときにでも対応が

できる体制を維持するというような状況にな

っているところでございます。 

  今先生が言われました地域の状況等々を保

健師等が把握した場合は、そういった情報を

保健所に上げていくというようなことも大変

重要な課題だというふうに思っておりますの

で、そういったことも連携を取りながらやら

せていただく体制ができているというふうに

思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 本当に十分な体制

が取れてるんかなと僕思うんですね。 

  ちょっと角度を変えますけども、精神保健

というのが保健センターの主な業務の１つで

ありますが、精神保健に関する課題は複雑多

様化しています。自殺やひきこもり、虐待な

ど、精神保健に関する相談を適切な支援につ

なげていかなきゃなりませんが、昨年改定さ

れた精神保健福祉法の施行によって、対象に

なる人は、障害者の認定を受けている人以外

にも、精神保健に何らかの課題を抱えている

人も入りまして、より多くの方へ相談や支援

することが期待されます。 

  ある保健センターからは、今いる人員を絶

対に減らさないでほしいという御意見も伺い

ました。10ある保健センターの保健師総数は、

これは2024年の223人が、2025年に207人へと。

つまり、保健センターの担当は減少してるん

ですね。総数は増やしてると言うけども、ほ

かの部局に行ってるでしょう。 

  さらに保健センターの職員体制を強化しな

ければ、これは回らなくなるんじゃないでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 熊谷健康局長。 

○健康局長（熊谷保徳君） 保健師につきまし

ては、先ほど申し上げましたけれども、コロ

ナ時の1.5倍の300人体制といたしております。

新興感染症に備えて、この体制につきまして

は、今後も維持をしていくという形にしてご

ざいます。 

  また、保健センターの保健師につきまして

は、現在、地域担当制、チーム制というのを

取っておりまして、全ての保健師が精神保健

にも対応できるというような体制を取り、人

材育成にも努めているところでございます。

また、施設から地域への移行といった取組や、

精神障害のお持ちの方が重症化する前に早期

にアクセスするというような取組もスタート

するところでございますので、今後も充実を

させていきたいと考えております。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、７番木戸さだかず君。 
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  （７番木戸さだかず君登壇）（拍手） 

○７番（木戸さだかず君） それでは、早速質

問に入りたいと思います。 

  まず１点目は、名谷駅周辺のリノベーショ

ンと落合中央公園の再整備についてお伺いを

いたします。 

  落合中央公園につきましては、昨日も質問

がありましたが、本公園は、これまでも須磨

区選出の議員から幾度も質問があり、関心の

高い公園となっています。これは、つまりは

当公園が名谷駅に隣接しているという立地特

性があることが大きな要因でありまして、公

園も駅リノベーションの一環として再整備し

ていくという位置づけであると、これまでも

答弁があったところです。 

  こういった背景、公園の立地等を踏まえて、

私からは、駅からどう見えるか、アクセスを

どうしていくか、駅との連続性、一体感とい

ったことを意識して整備していくべきではな

いかと考えますが、この点について、どのよ

うな認識を持っておられるのか、見解をお伺

いいたします。 

  ２点目は、介護人材の確保についてお伺い

をいたします。 

  介護人材の確保が厳しい状況が続いていま

す。この問題について、神戸市では、介護人

材の確保・定着のためのコウベｄｅカイゴの

制度を創設し、取組を進めていますが、施設

側の現実は、求人確保には人材紹介会社に頼

らざるを得ない状況で、高額な紹介料が経営

を圧迫している問題が発生しています。 

  これは全国的な問題で、国も職業紹介事業

の許可要件の追加という規制強化を実施して

いますが、紹介料の問題は依然として解決で

きていません。介護事業は経営の多くを介護

保険で賄っており、その事業構造から、余裕

のある経営にはならないため、こういった紹

介料の問題を解決していくことは大変重要で、

行政がさらに踏み込んで、介護人材と施設が

マッチングしやすい環境を整備していくこと

も必要ではないかと考えます。 

  現在、コウベｄｅカイゴの人材確保の取組

は、住宅手当等の補助や再就職支援講習とい

った内容で、施設とのマッチングといった視

点は入っていない状況です。この点について、

神戸市として今後取組を進めていただきたい

と思いますが、見解をお伺いいたします。 

  ３点目は、シニア元気ポイントについてお

伺いいたします。 

  シニア世代の社会参加の促進を図ることを

目的として、令和２年10月からシニア元気ポ

イント制度が始まりました。 

  本年度からは、市立幼稚園、小・中学校で

の活動や地域活動もポイントの対象に拡大さ

れましたが、アクティブ会員は、本年10月時

点で1,400人程度と、依然として広がりに欠

けている状況です。 

  今後、抜本的なてこ入れも必要な状況では

ないかと感じていますが、現状はどのような

方がユーザーになっているのか。登録者を増

やしていくための課題について、どのように

考えているのか、見解を伺いいたします。 

  ４点目は、市バス路線の見直しについてお

伺いいたします。 

  極めて深刻な経営状況にある中、将来にわ

たり市民の足を守るという使命を果たすため、

持続可能なバス路線網の再構築に取り組んで

おられることは、市民の１人として理解させ

ていただいており、取組を評価しています。 

  これまでに取り組んだ路線見直しによる効

果額を見ると、令和６年度の兵庫・長田エリ

アの見直しでは約１億2,600万円、令和７年

度の東灘・灘エリアの見直しでは約4,000万

円の効果額の見込みとなっておりまして、来

年度は須磨エリアでの見直しが検討されるな

ど、着実に取組が進んでいると感じますが、

一方で、なぜ１エリアごとの見直しなのでし

ょうか。市バス路線は全部で８エリアありま

す。現在は、ＩＣカードの２タッチデータに

より、市バスの乗車状況を正確に把握するこ
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とで、路線見直し計画を立てることが可能で

あり、深刻な経営状況であるなら、全エリア

一括で見直していくべきではないかと思いま

すが、なぜ今のスピード感なのか。小出しに

せざるを得ないのはなぜなのか。市バス路線

の見直しについて当局の見解をお伺いいたし

ます。 

  最後、５点目は、森林整備についてお伺い

をいたします。 

  森の未来都市の取組を進める本市において、

森林整備に係る政策の在り方、方向性につい

ては、これまでも黒田副市長から答弁があっ

たところであり、令和５年度から、こうべ森

と木のプラットフォームも立ち上がり、神戸

産の木材等に関するブランドＫＯＢＥ ＷＯ

ＯＤも誕生するなど、取組については評価を

しています。 

  私自身はこの分野の取組については、東京

チェンソーズに注目しており、会派で本年６

月に視察に行ってまいりました。東京チェン

ソーズは、2004年に４名で創業され、現在は

アルバイトを入れて30名程度で活動されてい

る東京都檜原村で林業を営む会社で、補助金

のみに頼らない、木を売って成り立つ真っ当

な林業がしたいとの思いで事業を創業、拡大

されており、大変共感しています。 

  現地に行ってお話を聞いて分かったことは、

人の共感を呼ぶにはストーリーが大切なこと。

そのために、ＦＳＣ認証を取得したり、情報

発信したり、トレーサビリティーに取り組ん

だりと、ブランディングのために様々に取り

組んでおられるとのことでした。そのほかに

も、森デリバリー事業や、流域圏内で考える

森とまちの再生の取組など、ただの林業事業

者ではない取組を通じて、現在売上げ２億、

販売系だけでも8,000万円程度という事業に

発展しており、大きな成功事例でした。 

  神戸市でも、森林整備と資源活用を進めて

いくことで、多様なプレーヤーにメリットが

生まれ、将来的には、森林所有者が自発的に

森林の管理と利用を進め、それに市が伴走し

ていくような形を目指していますが、その姿

の実現に向けて大切なのはブランディングで

あると感じました。ＫＯＢＥ ＷＯＯＤのブ

ランド価値をどう高めていくか、ここに焦点

を当てた取組が必要ではないかと考えますが、

当局の見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 木戸議員の御質問のう

ち、まず、落合中央公園の再整備につきまし

てお答えを申し上げます。 

  名谷駅と名谷駅周辺のリノベーションは最

終段階に入っておりまして、これに近接する

落合中央公園につきましては、恵まれた自然

環境や景観を生かし、様々な活動ができる公

園として整備を進めております。現在、遊具

広場や管理棟、落合池、樹林の間伐や見通し

確保のための灌木伐採などの整備を行ってお

りますが、御指摘をいただきましたように、

この効果が発現するためには、駅と公園との

一体性・連続性を意識した取組が重要だと考

えております。 

  例えば、駅構内や周辺での緑化や、駅から

公園へ誘導する案内サインの設置など、緑豊

かな公園へというしつらえを検討していきた

いと存じます。あわせて、公園に面した歩道

や遠路沿いの鬱蒼とした樹木を伐採するなど、

公園及び周辺の明るさや歩きやすさを確保し、

公園を身近に感じられる取組を進めていきた

いと存じます。 

  今後も引き続き、駅との連続性・一体感を

意識した整備を進め、名谷駅周辺の市民の皆

さんだけではなくて、域外からも訪れていた

だけるような、そういう落合中央公園として

の整備を進めていきたいと存じます。 

  介護人材の確保につきましては、御指摘い

ただきましたように、各事業所が直接雇用に

よる人材確保に苦労されておりまして、多く

の事業者が職業紹介事業者を活用している状
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況と承知をしております。 

  厚生労働省が行った令和６年度雇用動向調

査では、民間職業紹介事業者経由で福祉分野

への入職は12.2％となっております。国にお

きましては、適正な事業者を選択できるよう、

医療・介護・保育分野における適正な有料職

業紹介事業者の認定制度を令和３年度から運

用して、サービス品質の維持・改善図られて

いるところです。 

  御指摘のマッチングしやすい環境整備とい

たしましては、本市では、求職者が安心感を

持って市内介護事業者の情報にアクセスでき

るよう、コウベｄｅカイゴのウェブサイト内

に事業所検索ページを設けております。また、

効果的なＰＲが実施できるよう、介護事業者

向けにセミナーも実施をいたしました。ハロ

ーワークでは、介護などの人材確保支援窓口

である人材支援総合コーナーが設置されてお

りまして、また、兵庫県福祉人材センターで

は、総合就職フェアや就職説明会などのイベ

ントが開催され、求職登録者に対し、県内の

求人につきましても、就職あっせんが実施さ

れております。 

  これら様々な取組をパッケージとして求職

者と介護事業者双方に発信していく必要があ

ると考えておりまして、今後、先ほど申し上

げましたコウベｄｅカイゴのウェブサイトを

求職者目線で改善をしたり、各関係団体を通

じてパッケージの情報を発信するなど、周知

の工夫をしていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長、交

通事業管理者からお答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、神戸シニ

ア元気ポイントについて御答弁をさせていた

だきます。 

  神戸シニア元気ポイントにつきましては、

介護保険事業の財源を活用し、65歳以上の方

を対象に、高齢者施設等でボランティア活動

をするとポイントが付与され、たまったポイ

ントが現金と交換できる制度となってござい

ます。高齢者の社会参加の促進、フレイル予

防などを目的としまして、令和２年10月から

実施してきたところでございます。 

  昨年度までは、ポイントの対象活動は、高

齢者施設での配膳やレクリエーション補助と

いった活動が中心でございましたが、選択肢

が限られていたこともあり、登録者数が伸び

悩んでいた状況がございました。一方、地域

活動の現場では、慢性的な担い手不足が課題

となっており、シニア世代の地域活動への参

画が期待されていることから、今年度より所

管を地域協働局に移し、９月以降、対象活動

を学校園での活動補助や公園の清掃活動等に

拡充したところでございます。 

  現在の登録者数は4,200人で、男性が31％、

女性69％となっており、年齢は75歳から79歳

が最も多く、約31％の割合となってございま

す。活動者の属性につきましては、日頃から

地域活動に参加しておられる方もいらっしゃ

れば、仕事をしながら時間のあるときのみ活

動に参加しておられる方もおられるなど、幅

広い方々が登録されている状況がございます。 

  令和６年度に実施しました活動登録者アン

ケートでは、行いたい活動、イベントがない、

通える施設がない、活動場所が遠いといった

声が多く見受けられました。アンケート結果

から、登録者数を増やすためには、身近で活

動できる場や機会などの選択肢を増やす必要

があると考えてございます。今年度新たに拡

充しました地域活動をさらに充実させること

で、登録や活動につなげていきたいと考えて

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） 私からは、５番、森

林整備についてお答えいたします。 

  東京チェンソーズは、森林整備から木材の

流通、森を体験する場の創出、木製品の企
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画・製造までの事業を行っておられます。こ

のような森林資源を循環させる仕組みづくり

に関しましては、神戸の目指す方向と一致し

ていると言えます。 

  一方で、東京チェンソーズの取組が、ス

ギ・ヒノキなどの針葉樹人工林を中心とする

事業であります。それに対して神戸の場合は、

広葉樹林が大半でありまして、本格的な林業

が営まれてこなかったという相違点がござい

ます。 

  神戸で里山の資源をどのように循環させて

いくかについては、したがって、独自の仕組

みを構築していく必要がございます。令和５

年度より、こうべ森と木のプラットフォーム

が活動しておりますけれども、神戸市としま

しては、様々な取組、これもう本当にトライ

アルという意味での取組を実施しつつ、これ

までまだ不十分であったプレーヤーを育てて

いくところから力を入れているところです。 

  その中で、議員御指摘のとおり、人の共感

を呼ぶためにはストーリーが大切と考えてお

ります。神戸市では、神戸市内で伐採した木

の活用を促進する取組として、今年の６月に

神戸産の木材に関するブランドＫＯＢＥ Ｗ

ＯＯＤを立ち上げました。このシンボルマー

クとロゴには、樹木の種類やどこで育ってき

たかなどのストーリーを一緒に記すことがで

きます。これはトレーサビリティーというこ

とにもつながり得ることで、そういう仕様等

をしております。将来的には、その木が生ま

れた場所、伐採後の切り株からの再生、そう

いった動的なストーリーが見える形にしてい

きたいと考えております。 

  今年度は、森林資源の利用という神戸の取

組を皆さんに知っていただくために、ＫＯＢ

Ｅ ＷＯＯＤのシンボルマークの設定だけで

なく、このマークを利用したキャンペーンや

イベントを実施しておりますし、それ以外に

いろんなフォーラム、学校での出前授業、Ｓ

ＮＳでの発信など、様々な方法を活用して広

報に取り組んでまいりました。 

  今後は、ほかの都市の事例も学びながら、

神戸市独自のブランド価値を高める取組を実

施、進めていきたいと考えています。神戸独

自と申しますと、森とまちが非常に近いこと

で、そこが林業地帯のほかの林業地とは大き

く違った部分かと思います。 

  神戸市が森林所有者に伴走する形で、さら

にそこには、まちの役目といいますか、企業

や市民がもっとこのブランド価値というもの

を理解していただけるように、いろいろと広

報を中心に進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） 私からは、市バス

路線の見直しのスピードについてお答えいた

します。 

  御指摘いただきましたように、市バス事業

は、これまで経験したことのないような、今、

危機的な経営状況にございます。将来にわた

りまして本当に市民の足を守っていくために

は、現状の路線、そして運行本数、これを維

持していくことが困難でございまして、２タ

ッチデータ等を活用して、需給の状況、これ

を把握いたしまして、まずは毎年のダイヤ改

正を実施いたしております。とともに、改善

効果の大きいと見込めるエリアから路線の見

直しを順次実施しているところでございます。 

  路線の見直しに当たりましては、市バスは、

これは神戸市域の強みでもございます、充実

した鉄道網、これを補完するフィーダーとし

てございまして、そうした交通ネットワーク

の構築、これを担う一翼を担っておるところ

でございます。そして、最寄り駅と住宅地と

の間、これを１度に数十名程度運ぶという役

割、これを担っていくことが我々は重要だと

いうふうに考えているところでございます。 

  路線の見直しというのは、やはり御利用の

皆様方に一定の御不便、そして御負担、これ
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をおかけすることになります。そういった中

で、その影響を極力抑制できるように、単に

２タッチデータを機械的に当てはめて路線の

形を変えていくのではなくて、地域におけま

す具体的な移動ニーズ、市民生活への影響、

これを十分に考慮いたしまして、コンサルタ

ント等の専門的な知見も活用しながら取り組

んでいるところでございます。 

  見直しのポイントといたしましては、住宅

地から最寄り駅、それを超える路線の短縮で

あったり、低頻度の路線がふくそうしている

エリア、ここにおけます路線の集約、パター

ンダイヤ化、そして、利用頻度の低い路線の

廃止など、バスの車両、そして、今後なかな

か確保が難しい運転士、こういった限られた

経営資源を効率的に運営できるように様々な

シミュレーションを重ねるなどを行いまして、

見直しを行っているところでございます。 

  そして、見直し案を策定し、成案に仕上げ

ていくに当たりましては、区役所とも連携い

たしまして、影響のある地域に対しまして丁

寧な説明を行い、理解を求めていくという、

こういうプロセスが必要であること。そして、

路線の見直しに際しましては、ダイヤの変更、

車両運用の調整、関係機関との許認可手続と

いった膨大な実務があるということ。そして

一方で、路線やダイヤの見直し等に知見を有

する人材というのがやはり限られているとい

うこと。そういったことで、全てのエリアを

対象に一斉に見直していくということは、ど

うしても機械的にならざるを得ず、利用実態

との乖離や安定運行の確保を妨げるおそれが

あるというふうに考えているところでござい

ます。 

  今後とも早期に経営改善につなげ、将来に

わたりまして安定した輸送サービスを提供で

きるよう、市民の皆様方の理解を得ながら、

確実に路線の見直しを実現していくことで、

持続可能な事業経営に取り組んでまいりたい

と、こう考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 木戸君。 

○７番（木戸さだかず君） ありがとうござい

ます。 

  それでは、再質問と意見を兼ねながらして

いきたいと思うんですけど、まず１点目、市

長から回答いただきました落合中央公園、ぜ

ひ一体感というのをやっていただきたいと思

うんです。昨日、副市長からも答弁ありまし

たように、あそこに落合池というのがありま

して、副市長も貴重な池だと、水辺空間だと

おっしゃるんですけど、今の計画の内容を見

ると、今後の森林の整備であってもほぼ北側

で、水辺誰が見れんのという話で、私ちょっ

と今日朝から行って写真を撮ってきたんです

けどね、まず見ていただきたいのは、御存じ

だと思うんですけど、駅が南側にあるわけで

す。北に中央公園があって、整備されてるの

はほぼ北側なんですね。ここに池があるんで

すけど、この水辺空間、いろいろ取って水辺

を回復したとして、どうなるのというと、ま

ず１つが、唯一見えるポイントが、昨日、副

市長も言っていただいた歩道橋から水辺が見

えるんです。ここは歩くところなので、５秒

か10秒、ぱっと見える。貴重な水辺が見える

ということですね。そしたら、次、近くの歩

道を歩くと、当然ですけど植栽があって、水

辺なんて全く見えない。どこに水あるのとい

う状況なんですね。じゃあほかもう１か所あ

りまして、公園の入り口、南から入っていく

と、当然フェンスで立入禁止、そしてもう植

栽ががっとあって、水辺全く見えないという。

これ誰の水辺空間なの、貴重な水辺空間、鳥

のためですかみたいな話があるので、ぜひこ

ういうところ、南側をどういうふうに水辺を

見せるのか。人がどう感じるのかというとこ

ろを意識して計画を立てていただきたいなと

思います。 

  せっかくの立地特性がありながら、北側ば

っかりやると、駅から人が流れるようにはと
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ても思えないので、ぜひその辺を見直してい

ただけたらと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  続いて、介護人材なんですけど、市長のほ

うから、求職者目線でこれから変えていくと

いうことで、ぜひやっていただきたいと思う

んです。 

  この今の紹介事業の現状、１人紹介しても

らうと100万円ぐらい払ってるんだと。その

人が半年後に辞めちゃうと、その100万返っ

てこないと。本当は人材とかそういうところ

にかけたいんだけどかけれないので何とかし

てほしいという声は私のところにも届いてる

んですね。 

  これを人材のほうから、求職者の目線から

見ると、求職者じゃないな、就職するほうの

方の目線から見ると、登録すると、一説には

ある程度キックバックももらえると。１年ぐ

らいで辞めたら、また登録して、次またキッ

クバックもらえるというような状況もあるの

で、この辺りやっぱり改善していかなきゃい

けないと思うんです。しっかりマッチングを

できるように、人材バンクの登録であるとか、

そういうことも含めて、ここができると施設

も大分余裕ができますので、最近は何か、大

阪府知事でしたっけ、人材に３万円払うみた

いな話もあったんですけど、本丸はこの紹介

というところ、100万、200万というのがぼん

ぼん出るようでは、この事業というのはなか

なか成り立ちいきにくいですので、その辺り

のところ、ぜひ改善をお願いしたいと思いま

す。 

  それでは、シニア元気ポイントについては

ちょっと再質問等々していきたいと思うんで

すが、現在4,500人ぐらい登録者がいるとい

うことなんですけど、実際動いているのは1,

400人程度ということで、シニア世代という

と、神戸市で大体40万人強いはるんですけど、

もともとの事業が介護保険事業で実施されて

おりまして、このシニア世代、社会参加の促

進を図るということですので、介護保険事業

とやっている以上、ターゲットはどういう方

にあるのか、ちょっとまたお聞かせ願いたい

と思います。 

  それと、この方式は、個人でボランティア

先を探していかなきゃいけないような方式で

すので、非常にボランティア先を探すまでハ

ードルが、よいしょといくのに高いのかなと

思うんですけど、登録を今されておられる方

は、どういった経路で登録されているのか。

ポイントがあるから取りあえず登録して、ボ

ランティア探そうというのか、もともとボラ

ンティアをやろうとして、ついでにポイント

ありますよというのでやってみようかという

のか、そういったところ、どのように分析さ

れておられるのかも含めて回答いただけます

でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） シニア元気ポイント

につきましては、フレイル予防として、シニ

アの健康のための外出機会の創出などを目的

としてきたところでございます。 

  一方、慢性的な担い手不足が課題となって

いる地域活動の現場におきまして、シニア世

代の活躍が期待されており、シニア元気ポイ

ントを地域活動に参画するきっかけとして活

用する取組を始めたところでございます。 

  地域貢献活動に興味はあるが何となく機会

がなかった方への動機づけや、既に地域活動

に取り組まれている方々の継続への意欲向上

のツールとして活用するとともに、外出機会

の少ない方の社会参加のきっかけにもなれば

ということで拡充をしているところでござい

ます。 

  登録・活動されている方の動機や背景、ラ

イフスタイルなどは幅広い状況がございます

ので、まずは担い手の裾野を広げるという視

点で進めており、対象を限定せずにたくさん

の方に周知して参画をしていただきたいと考
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えてございます。 

  多くの方々にシニア元気ポイントを知って

いただくためにも、重点的に広報に取り組ん

でおり、関心を持たれた方が登録・活動につ

ながるように、また、活動の内容や場所も分

かりやすくお示ししながら選択肢を増やして

いるところでございます。引き続き、シニア

元気ポイントを通じたシニア世代の地域貢献

への参画を促していきたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 木戸君。 

○７番（木戸さだかず君） 幅広ということで

すけども、介護保険を使っているので、介護

保険事業でやるなら、この人たち本当にフレ

イル予防になったんですかとか、元気になっ

たんですかということをある程度データで蓄

積していく必要もあると思うんですね。もと

もと地域活動をやってる人が、さらに本当に

これでやる気になるのかというと、いささか

疑問なところがありまして、その辺りはエビ

デンスをしっかり取るようなことをやってい

ただきたいと思います。これでエビデンスが

取れないなら、本当に介護事業でこれやるべ

きなのと、今の現状を見ても、登録者もアク

ティブ会員も少ないので、そこはしっかり検

討していただきたいと思うんです。 

  特に、シニア元気ポイントはどうあるべき

かみたいなことをちょっと私考えてるんです

けど、やっぱり一番はモチベーションだと思

うんです。このポイントってどんなものかと

いうと、１時間ボランティアをすれば100ポ

イント、つまり100円もらえる。時給100円な

んです。２時間以上すると、２時間、３時間、

４時間やったら200ポイント。時給換算は最

高100円になるんです。と考えると、時給100

円のためにポイントを探して、それからボラ

ンティアを探して行くかということなんです

ね。 

  シニア元気ポイントをもらおうと思うと、

まずホームページを見て、そして登録をして、

それからボランティア先を探すと。ポイント

が先に来るんですね。そのポイントはという

と、時給100円でもらって、年間１万までた

めて自分の懐に入ってくるというよりも、多

分シニアの方は、退職もされたり、社会参加

したいとか、地域のために何かやりたいと動

かれるので、そういうときというのは、この

ポイントがさらに善意が善意を呼ぶという形

で、例えば、小学校とか、子供の施設にその

ためたポイントを寄附できますよとか、そう

いった制度のほうがうまく回るんじゃないか

なと思うので、そういった辺りの視点で改善

していただけないかなと思うんですが、その

点についてはいかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 地域活動を拡充する

ということで、個別の方のアプローチや地域

団体のアプローチが必要と考えてございます。

現在、敬老パスやオーラルフレイルチェック

等の案内へのチラシ同封など個別案内に加え

て、地域活動をやっておられる方の拡充をと

いう意味も含めて、広報紙ＫＯＢＥへの掲載

や自治会ＬＩＮＥを通じた広報をやっていま

す。自治会掲示板やボランティアマッチング

サイトぼらくるも活用して、団体向けのお知

らせや、支援団体の会合でも、私も様々な会

合出て、こういった活動がありますというの

をお知らせしてますし、婦人市政懇談会とか、

そういった場面でも制度の周知をやってます。 

  議員御指摘のとおり、社会貢献に意欲のあ

るシニア世代に訴求することは非常に重要で

あると考えており、現在はたまったポイント

を、現金だけでなくて、コンビニやカフェで

使えるギフト券、ワオンポイントやＰａｙＰ

ａｙなど電子ギフトで交換できるように準備

を進めております。 

  先ほど御提案のあったポイントの寄附につ

いては、課題やニーズを踏まえて、今後様々
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な検討を加えていきたいと、慎重に検討して

いきたいと考えています。 

  いずれにしましても、このシニア元気ポイ

ントは、一般的な地域活動とは異なって、幾

つもある活動の中から興味のあるものを選ん

で１人で気軽に参加できることが利点でござ

いますので、そういったところを広報しなが

ら地域活動への参画を促していきたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 木戸君。 

○７番（木戸さだかず君） 私、このポイント

って結構問題あるなと実は思ってまして、今

言われるんですけど、ちょっと１個ずついき

たいんですけど、広報の点で言うと、最近、

須磨区のシニアクラブの会長にシニア元気ポ

イントを知ってますかと聞くと、何それと言

われまして、要は、最初の答弁にあったよう

に、高齢者の方というかシニアの方で地域活

動をしたいというのは、身近、自分の地域、

それにどうボランティアできて、それがどう

いうふうに還元されていくかというのが一番

やりがいとか大事だと思うんですね。そのと

きに、自治会とか、婦人会とか、シニアクラ

ブとかに、どこまでしっかり周知ができてる

のかというのが１つなんです。 

  ポイント対象って、地域活動どんなのがあ

りますかとちょっと検索したんですけど、須

磨区では今13件しか上がってない。それ何か

というと、清掃活動であるとか、ほか何かど

こかの集会所のとかあるんですけど、自分の

身近の自分の自治会で、自治会活動でポイン

トつくかといったらほぼつかないんですね。 

  どういうことかというと、須磨区も広いで

すけど、そこでホームページを見て探し出す

となると、大体遠いところで時給100円なん

ですね。ある清掃活動でいうと、参加にワン

コインかかるんです。ポイントをためようと

思ってシニア元気ポイント登録して、時給10

0円をきっかけに清掃活動を検索して、さあ

行こかといったら、ワンコインくださいと言

われて、500円払って100ポイントもらうとい

うよう分からん、これ何の制度なのみたいな、

交通費もかかるしみたいな、そんなことが実

際あるので、どっちかというと、もっと自治

会とかに働きかけて、そこで活動すればポイ

ントがたまっていくと。そうなると、自治会

でもやってみようかという話になると思うん

です。自治会で活動している人ってもう既に

現状たくさんいはるので、例えば、それを子

供施設関係に全部寄附できますよとなったと

きに、40万人、神戸でいうと対象がいるわけ

で、そのうちの１割の４万人が参加したとし

て、年間上限１万ポイントためたら４億円な

んですね。その４億円を、いろんな団体、今

の既成団体の方がためて、子供関係のところ

に寄附できますよというと、やっぱり自分ら

の活動がそっちに回っていくという、つなが

りももっと出るかなと思うんで、そういった

生きがいづくりみたいな事業に、やるなら広

げていくのはどうかなと思うんです。 

  そのときに、それが介護保険なのかと言わ

れるところは、やっぱりちょっとどうかなと

思うので、今、予算1,000万ぐらいですので、

目立たないので、特に問題ないんですけど、

これが本当にエビデンスデータ取れるかとい

うとちょっとどうかなとも思うので、事業の

在り方自体をぜひ再構築というか検討してい

ただきたいと思いますので、これは意見にし

ておきますのでよろしくお願いをいたします。 

  続いて、市バスの路線の見直しについてな

んですけど、今、人的なことであるとか、事

情云々という話あったんですけど、誰がどう

考えても、２タッチデータを基にまずベース

で組み立てていくわけで、その中で何でこれ

１エリアだけなんかなと思うんです。 

  今、市長からもあったように、やるぞとい

うときって、意気込みみたいなのを感じると

思うんですけど、そういうのがこの今のスピ

ード感では、本当に危機的状況なんですかみ
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たいなところが感じちゃうので、ぜひもっと

前向きにしていただきたいと、前向きという

かスピード上げていただきたいと思うんです。

というのは、例えば、兵庫・長田エリアで言

うと、見直しによって１億以上の効果が出た

わけです。これ２年遅れると２億円つぎ込ん

でるのと一緒なんですね。何ていうんですか

ね、僕、田舎にいたので、田舎である話があ

って、コミュニティバスというのをどうしよ

うかという議論があったときに、細かく田舎

に、自治会に聞いて回って、ここがいいよ、

ここがいいよと細かい路線をつくってやって、

結局、誰も乗らなかったみたいなのがありま

して、要は、地域を知ってるのと、その人が

利用者かどうかというのはまた違う、別の話

ですので、地域に入って話を聞かれるときは、

ぜひ建設的な議論になるように、ここの路線

は人乗るかもしれんねんみたいな話もあると

思うんですが、しっかり見極めていただきた

いなと思うんです。 

  そしてスピード感、年間何千万という効果

額を出す、乗降者数もそれほど減らさないよ

うにするということですので、その辺りきっ

ちり明示しながら、スピード感を持ってやっ

ていただきたいと思いますので、これも意見

にしておきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

  最後、森林整備についてですけども、ＫＯ

ＢＥ ＷＯＯＤのブランドをぜひ高めていた

だきたいと思うんですが、どうやったらいい

かというと、今のＫＯＢＥ ＷＯＯＤって、

神戸産を使えばＫＯＢＥ ＷＯＯＤのぽんと

マークを押して、神戸産材ですよとやってる

と思うんですけど、それだけでは兵庫県産材

と何が違うのという話になって、ブランド価

値って高まるのかなと思うんです。今は森林

組合か何かに伐採をお願いして、それを業者

に売るという形で、売る単価はほかの木材と

そんなに変わらないと思うんですね。やっぱ

りこのブランドを高めていくというのは、ト

ータルで当然考えていかなきゃいけないので、

その神戸産を買って活用する業者にも、一定

のやっぱり厳格な運用というか、森林整備に

最初から関わってもらうとか、寄附してもら

うとか、いろいろ関わり方あると思うんです

が、そういった一体感を持って、ＫＯＢＥ 

ＷＯＯＤと言えば、川上から川下まで厳格な

運用してるというのが目で見て分かるように

ぜひつくっていただきたいと思うんです。 

  副市長が言われたように、これは東京チェ

ンソーズと違って、針葉樹か広葉樹かみたい

な違いがあると思うので、特殊だとは思うん

ですけど、そうであれば里山という感覚、こ

の神戸が里山にかえって森林整備することに

よって何が価値があるのかというのをやっぱ

り明示できるように、ぜひその辺りのことも

考えていただいて取組を進めていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

  以上で、終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  それでは、この際、暫時休憩いたします。 

  午後１時に再開いたします。 

   （午前11時59分休憩） 

   （午後１時１分再開） 

○副議長（川内清尚君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き一般質問を続行いたします。 

  20番かじ幸夫君。 

  （20番かじ幸夫君登壇）（拍手） 

○20番（かじ幸夫君） こうべ未来市会議員団

のかじ幸夫でございます。一般質問として大

きく３問お願いいたします。 

  １つ目には、地域交流センターについてで

あります。 

  今年４月、神戸市ふれあいのまちづくり条

例が廃止をされ、新たに地域交流センター条

例へと引き継がれました。この条例の下に、
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来年４月から地域福祉センターが地域交流セ

ンターへ名称変更されることとなります。新

たな条例の下で、センターの役割は、地域活

動の場として地域社会に貢献する人材の育成

や集積を行い、これらの人材やその他の人々

との間において、交流や連携を図ることによ

り、さらなる地域活動の促進及び地域社会の

課題解決に寄与することを目的とする拠点と

示され、前条例にあった地域福祉活動の推進

を図ることに加え、新たな役割が付加されて

運営が行われていくこととなります。 

  現在、地域交流センターの指定管理者の選

定作業が進められており、その多くは地元の

ふれあいのまちづくり協議会が申し込まれて

いると聞きますが、新たな役割が付加された

地域交流センターの運営について、来年４月

の移行までに調整・確認しなければならない

事項も多く、指定管理者として受託し、運営

していくに当たって不安があると仄聞してお

ります。 

  今後、ふれあいのまちづくり協議会が選定

された場合、基本的な運営の担い手は、これ

までどおり地域ボランティアによるところが

多いと想定されます。地域福祉の増進を目指

し、今日に至るまで、ボランティアでセンタ

ーの運営を担ってきていただいたこと、これ

を鑑みると、市として、それぞれの地域の実

情を考慮しつつ、寄り添った対応が求められ、

移行後の事務負担の軽減や発生リスクに対す

る対応など、さらなる支援が必須であると考

えますが、見解を伺います。 

  次に、夜間中学校についてであります。 

  昨年５月の一般質問で、義務教育における

形式卒業者への支援について質問し、平成27

年７月の文科省通知にも触れつつ、夜間中学

校における形式卒業者の受入れについて申し

入れました。その際は前向きな答弁を受け、

現在に至るまで、夜間中学校の役割が拡充し

てきたと受け止めております。 

  これまで、小・中学校における不登校対策

としては、校内サポートルームの各校整備や、

学びの多様化学校の設置、昨日の答弁では、

オンライン広場の試行実施などの取組も進め

られております。これらが児童・生徒の多様

な学びの保障として一助となっていることは

評価をしております。 

  それらを踏まえ、本日の質問では、さらな

る不登校対策、また支援として、夜間中学校

における学齢期生徒の受入れについて提案し

ます。これに対する当局の見解を伺います。 

  最後に、市バス車両の更新と通告をしてお

りましたが、まず、老朽化対策について質問

いたします。 

  過去には、新車導入後12年で車両を更新し

ていましたが、自動車事業の財政悪化を受け、

現在では23年へと延長されております。この

ことにより、新車購入による更新を長期間見

送ってきました。近年、少しずつ更新が進ん

でいると聞いておりますが、現在保有する市

バス車両のうち大半が老朽化しております。

このことから、車両故障も頻発し、特に、朝

のラッシュ時間帯に必要な運行台数が確保で

きなくなる可能性すら危惧をされております。

今年の夏には、エアコンの効きが悪く、車内

温度が高温になるも、予備の車両がないこと

から、そのまま営業運行させるケースがあっ

た、こういう報告を受けております。車両の

老朽化が、お客様サービスの著しい低下に結

びついていると受け止めております。 

  安定した営業運行のためには、新車の購入

を行うことが理想的ではあるものの、財政状

況が逼迫する中、１両2,700万円という車両

を、急ぎ更新していくことが困難であること

は理解をしております。 

  車両老朽化に対応していくため、新車購入

だけではなく、回送運転を削減するなどの車

両運用の抜本的な見直しにより、必要台数を

削減することで予備車配置を増やすなど、早

急な対策を求めたいと思いますが、当局の見

解を伺います。 
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  以上３問、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） かじ議員の御質問のう

ち、私からは、地域交流センターへの移行に

向けた課題と、これへの対応につきましてお

答えを申し上げます。 

  令和６年度に地域センターを、誰もが利用

しやすい施設にすることを目指し、地域福祉

センターの新たな役割などを示す基本方針を

策定いたしました。これまでの地域福祉セン

ターでは、指定管理者ごとに利用料金・利用

時間・予約方法などの管理運営方法が異なり、

このような状況は公の施設の管理の在り方と

しては課題があると考えられたことから、一

定の標準化を図るという目的で策定をしたと

ころです。 

  一方、これまでと同様、ふれあいのまちづ

くり協議会が指定管理者となる場合には、こ

のような標準化の方針に照らしますと、従来

の運営からいろいろと変更が必要なセンター

も多くあり、新たな利用料金の設定や夜間時

間帯の管理手法、利用者を増やすための取組

などの検討が必要となります。 

  これまで長年にわたり各ふれあいのまちづ

くり協議会が創意工夫の下、地域福祉センタ

ーの運営に取り組まれてきたことから、今回

の変更に戸惑いや不安の声があることは議員

御指摘のとおりです。本市では、このため区

役所地域協働課がセンターを巡回し、各ふれ

あいのまちづくり協議会に丁寧に説明をした

上で、相談にも対応するなど、可能な限り不

安解消に努めております。 

  また、特に不安の強いふれあいのまちづく

り協議会に対しましては、区だけではなくて、

地域協働局の職員も直接説明の場を設け、意

見交換を通じて趣旨への理解を深めていただ

けるよう努めております。 

  本市といたしましては、各ふれあいのまち

づくり協議会には、可能な限り地域活動を継

続していただきたいと考えておりまして、活

動の支援に加え、提出書類のさらなる簡素化

など、事務負担の軽減についても検討を進め

ております。 

  各ふれあいのまちづくり協議会がこれまで

培ってこられた創意工夫を生かしながら、地

域交流センターを管理運営していただけるよ

う、引き続き各協議会の不安解消や、新たな

管理運営に向けた準備、例えば、センターの

利用規程や管理運営マニュアルの作成に向け

た御相談などということになりますが、この

ような対応をしっかりと行っていきたいと存

じます。 

  市バス車両の更新につきましては、交通事

業管理者からお答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、夜

間中学について答弁申し上げます。 

  夜間中学校は、何らかの理由で中学校教育

課程を修了できなかった人や、不登校等のた

めに義務教育を十分に受けないまま中学校を

卒業した人、形式卒業者、母国で義務教育を

修了していない外国籍の人に義務教育の機会

を提供することを目的として設立された学校

であり、義務教育のセーフティーネットの役

割を果たしております。 

  文科省のほうは、不登校児童・生徒が増加

している状況を受け、多様な教育機会を確保

する観点から、不登校となっている学齢期の

生徒を夜間中学校で受け入れることを可能と

する方針を示しているところであります。 

  それを受け、現在、先ほど紹介した方々が

様々な対応で授業を受けている中であります

が、学齢期の不登校生徒を夜間中学で受け入

れる場合、通学が夜間に及ぶことや、世代や

国籍を超えた生徒と同じクラスで学ぶ等、新

たな環境に飛び込むハードルはあるものの、

生徒によっては適切な支援につながる可能性

があると認識しております。 
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  不登校生徒及び保護者のニーズを確認しな

がら、夜間中学校で十分な支援が可能かどう

か検討していきたいと、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） 私からは、市バス

車両の老朽化対応についてお答えいたします。 

  御指摘いただきましたように、市バス車両

は更新時期、これを順次延長いたしまして、

現在は23年を使用年限の目安としておるとこ

ろでございます。 

  なお、その際には、車両の状態、そして部

品調達の状況等を勘案しまして、可能と思わ

れる車両を選別して23年を適用しているもの

でございまして、車両状態の悪いものである

とか、部品調達が難しい車両につきましては、

23年を待たずに廃車をしておるところでござ

います。 

  厳しい財政状況にはございますけれども、

資金負担の平準化の観点からも、計画的に新

車を購入することが望ましく、現在、年20両

強の車両更新を進めておりまして、現在の平

均車齢は約13年となっております。 

  日常の整備におきましては、法定整備に加

えまして、自主整備点検、これを併せて実施

しておりまして、路上で発生いたします故障

件数、これは横ばいで推移するなど、大きな

問題は生じておりません。 

  この夏は特に酷暑でございまして、低年式

車におきましても、エアコンの効きが悪い等、

支障も発生しておるところでございますけれ

ども、各営業所におきまして、修理対応等、

メンテナンスを実施することで対応してまい

っております。 

  今後も、直営・委託双方の整備部門、これ

が連携いたしまして、車両故障の削減に向け

取り組んでまいりたいと、こう考えておりま

す。 

  あとは予備車についてお答えいたします。 

  車検等日常点検、故障時の代替対応のため

に、今年度、全部で462両中45両の予備車を

配置しておるところでございます。故障・物

損事故が重なりまして一時的に特定の営業所

の予備車が不足するということがございます

けれども、この場合は、営業所間で融通する

ことで対応しておるところでございます。 

  加えまして、これまでは新車が納入されま

すと、同じ数だけ直ちに廃車をしてまいりま

したけれども、この秋からは、廃車予定の車

両の一部を車両の満了日までは予備車として

有効に活用するという方法を取っておりまし

て、新たな経費を発生させることなく、車両

運用に余裕を持たせることができておる状況

でございます。 

  次に、御指摘いただきました回送運行の削

減による効率の向上でございますけども、こ

れは非常に重要な観点であると認識しておる

ところでございます。ただ、回送には、運行

効率を高める回送と、運行効率を下げる回送

のものがございますので、我々はその運行効

率を下げる回送距離の削減につながるような、

例えば、営業所ごとに担当系統が決まってお

りますけども、それを見直すとか、あと営業

所までの回送が発生しないように、バス停に

おきましての運転士交代、例えば、地下鉄海

岸線の旧居留地・大丸前駅施設、これを活用

した運転士の交代であるとか、あと、車両運

用の効率化を図るべく、車両運行・ダイヤ編

成におけるＡＩの活用、こういったことを具

体的に検討し、行っているところでございま

す。 

  回送率の削減など経営改善の取組とともに、

必要な予備車の確保、メンテナンスの改善な

ど、安全・安定運行につながる取組を着実に

行ってまいりたいと、こう考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） では、それぞれ質問順

に再質問をしたいと思います。 

  まず、地域交流センターについて市長のほ
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うから御答弁いただきました。これまでの活

動をしっかりと意識をいただいて、これから

も可能な限り続けてもらいたいということな

ので、私の思いと近しいと思っております。 

  ただ一方で、それぞれの現場のほうでどう

いう意識かというと、このふれあいのまちづ

くり条例から交流センターの条例に変わった

ことが、実はセンターの管理運営に重点が置

かれてて、貸館事業に特化されていくんじゃ

ないかということを危惧される、こういった

懸念の声を聞きました。 

  地域福祉センターの成り立ちというのは古

いわけですが、これは単なる公の施設という

扱いではなくて、小学校区を単位とする、い

わゆる住民福祉・住民自治の拠点というふう

に私は捉えてまして、そういう機能を持って

いるという認識です。その運営管理者として、

これまで地域に根差した福祉活動、もしくは

コミュニティー形成に尽力をされたと私は思

っていますが、ふれあいのまちづくり協議会

の役割、これを改めて評価をしていただくと、

そんな必要があるという立場です。 

  ぜひ、地域交流センターへの移行後も―― 

少し答弁にも触れられてまして質問が重なり

ますが、ふれあいのまちづくり協議会がこれ

までと同様に活動できる環境、これをぜひ維

持してほしいと思ってるんですが、いかがで

しょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） ふれあいのまちづく

り協議会につきましては、地域福祉センター

を活動拠点としまして、ほぼ全域でふれあい

給食やふれあい喫茶など、高齢者の居場所づ

くりに関する取組が定期的に開催されるなど、

本市の地域福祉活動の推進に非常に大きな役

割を果たしてきたものと考えてございます。 

  しかし、一方では、協議会からは、担い手

不足や会員の高齢化により、今後の施設管理

や活動が困難という意見も数多く寄せられて

いるところであり、ふれあいのまちづくり協

議会が継続して活動できる環境整備は非常に

重要であると認識してございます。 

  そこで、神戸市では、より多様な主体の活

動の場として地域福祉センターの利活用を進

めるために、地域交流センター条例を制定し、

施設の管理運営に関する内容の明確化をする

とともに、神戸市民による地域活動の推進に

関する条例にふれあいのまちづくり協議会を

追加し、その活動支援に引き続き取り組める

ように整理したところでございます。 

  この条例改正も踏まえ、協議会が指定管理

者でない場合であっても、センターを引き続

き利用して活動できるように支援していきた

いと考えてございます。具体的には、センタ

ーにおける定例的な地域活動については、優

先予約や利用料金の免除制度を設けるなどし

て、従来の協議会の活動も含め、地域活動の

促進を図っていきたいと考えてございます。 

  いずれにしましても、協議会の活動が継続

できるよう、丁寧に意向を伺いながら、個々

の実情に応じた支援に努めてまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） いい答弁いただきまし

た。 

  少し視点を変えますが、今後、交流センタ

ー移行に向けて、実務の話ですけど、いわゆ

る協定書であったり、運営手引――マニュア

ルですか―― が策定をされるというふうに聞

いてます。 

  市長答弁には、今まで結構ばらついている

取扱いをまとめていきたい、市民に分かりや

すくしたい、これは分かるんですが、一方で

は、地域特性があるので、地域の実情に応じ

てある程度の裁量を、この協定書の交わす文

言であったり、特にマニュアル、ここの中身

については、地域の実情をしっかりと分かっ

てもらった上で、その裁量を一定の範囲で認
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めていただけたらと思うんですけど、この件

いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 先ほど、かじ議員から

は、公の施設が貸館であるという趣旨の御指

摘がありましたけれども、公の施設というの

は決してそうではなくて、幅広く住民の利便

を増進するための施設でありまして、その運

営方法は、これは自治体の判断に委ねられて

おります。神戸市としては、公の施設、いろ

んな種類の公の施設がありますが、地域福祉

センター、それから今度、地域交流センター

になっても、これを運営する方々の自主的な

判断、主体性ということが非常に大事である

と考えております。 

  これまでの長年にわたって、ふれあいのま

ちづくり協議会で創意工夫の下に運営管理が

行われてきたということは十分理解をしてお

りまして、地域交流センターに改めるに当た

りましても、利用者にとって分かりやすい、

例えば、利用可能時間や優先予約、利用料金

の免除などの一定のルールについて標準化を

図る一方、具体的な有人管理の日数や利用料

金の設定、予約の受付方法などは、地域の実

情を踏まえた指定管理者の意向を反映できる

ように工夫をしております。 

  現在、管理マニュアルの改定にも取り組ん

でおりますが、本市がひな形を示し、協議会

の意見も踏まえ、双方向の意見を踏まえて作

成を行っているところです。 

  いずれにいたしましても、かじ議員の御指

摘を十分踏まえながら、不安感はもとより、

地域の実情も十分踏まえながら、円滑に地域

交流センターへの移行ができるよう取り組ん

でいきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） この質問の趣旨を受け

止めていただいて答弁いただいたということ

をまず感謝申し上げたいと思います。 

  現行の―― これ繰り返しになるんですけど、

やっぱり市長も御理解いただいているように、

ふれあいのまちづくり協議会の皆さんという

のは、これまでのふれあいのまちづくり条例

の思いをしっかりと、何ていうのかな、誠実

に受け止めて、円滑に運用されてこられてき

ました。 

  今後も地域福祉の活性化であったり、例え

ば、震災後の辺りはあらゆる災害に備える防

災拠点としてもしっかりと準備をされて運用

されてきたというふうにありますので、ぜひ

そういったところを受け止めていただけたら

と思います。 

  また、福祉という概念も狭く捉えるんでは

なくて、全ての市民・住民が安心して住み続

けられる地域にしたい。これ全てが福祉だと

いう思いで地元の人は活動されてるんですね。

そういったこともしっかりと踏まえて、今後、

交流センターへの移行に際しては、しっかり

伴走支援をぜひお願いしたいなというふうに

思っております。 

  次に、夜間中学校について伺います。 

  文科省のほうから出された夜間中学の設置

充実に向けてとする手引、この内容にも教育

長触れていただきました。 

  様々な不登校の理由・原因というのがある

という中で、１つ、起立性調節障害という、

思春期の子供に見られる自律神経の機能失調

について、これを問題提起したいんですが、

この主な症状は、朝なかなか起きられず、午

前中調子が悪い。起きてすぐに立ちくらみや

めまいを起こす。少し動くと動悸・息切れを

起こす。こういった症状だそうです。これで

朝決められた時間に登校するのが難しいとい

う生徒がいると伺っております。 

  学会の発表では、中学生では10人に１人、

発症の可能性がある。これは当然、発症した

場合は治療に専念いただくことが、これはも

う最善なわけですが、治療・治癒までには数
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年を要するんではないかというふうに今言わ

れておるそうです。 

  このような生徒の貴重な学びの機会、これ

が確保できてないということを踏まえて、こ

のような生徒の学びの機会、これを確保する

という観点で、症状が、この起立性調節障害

というのは比較的夕方以降落ち着くようなの

で、夜間中学校において起立性調節障害の受

入れ、この検討はできないか、教育の見解を

伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今御指摘いただきま

したように、起立性調節障害による不登校の

生徒が増えていることは認識しておりますし、

また、その症状で、夜間中学校に可能性があ

るのではないかという御指摘についても、十

分に可能性があるのではないかと思っており

ます。 

  先ほど答弁しましたような課題があるもの

の、起立性調節障害に限らず、不登校になっ

ている学齢期の生徒で、やはりその本人や保

護者の意向も踏まえながら、先ほどの課題も

考えながら、夜間中学校でどうやって受入れ

をしていくか、ニーズを確認しながら進めて

いきたいと、そのように思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） ぜひよろしくお願いし

ます。１人でも２人でもしっかりと不登校に

ならずに、学びの機会があるようにというこ

とを要望しておきたいと。冒頭の小問の答弁

で、教育長のほうから、夜間の時間が通学時

間がなるので少しという懸念を表されてまし

たけど、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵのことがあり

ますから、十分時間軸については今の夜間中

学校の時間軸と合うので大丈夫かなと私は思

ってますので、前向きに御検討ください。 

  それと、この夜間中学に関しては、やっぱ

り起立性調節障害だけではなくて、不登校の

対応と捉えた場合に、その施設の設備の問題

とか、もっと言えば、教員の数であったり、

そういったところをしっかりと対応しないと、

なかなか受入れも難しいというのは承知をし

ております。それがしっかり整った上での拡

充だと思うので、そこの部分を同時にしっか

りと協議会の中で検討いただいて、子供たち

のことを考えて進めてもらえたらと、これは

要望しておきます。 

  市バス車両です。老朽化に関して、ちょっ

と事例といいますか、もう局長御存じかと思

いますが、営業所の運行管理者は、毎日、翌

日のバスをどう配置をするかということに頭

を悩ませています。毎日その作業を行ってい

ただいてるんですけど、営業所を見渡すと、

傷だらけで満身創痍の車両をやっぱりはめ込

んでいかないと駄目だと。平均で13年という

答弁いただきました。数字上はそうでしょう。

でも実際、20年前後の車両というのがまだま

だたくさんある中で、本当に運行管理者は、

この車を出すことで営業に影響がないのか。

もし、出先で故障や事故があると、お客様に

当然迷惑がかかりますし、もっと言えば運転

士が責任を問われるというところで、運行管

理者はすごく心を痛めながら、本当に心配だ

と言いながら、毎日、車を配車している。 

  この事実は、局長もう御存じでしょうから、

やっぱりここは現場が困るという前に、お客

様サービスの根幹だ、車というのはそういう

もんだ。一番の交通局のＰＲどころのやっぱ

り車のありようというのをよく考えていただ

きたい。 

  老朽箇所というのは本当様々だと思います。

安全運行に関わる部分はしっかりと整備をさ

れていると、これは認識してます。大丈夫で

すね。と思いますが、やはりお客様サービス

にあるエアコンの不調とか、ちょっと現車見

ましたけど、座席も座ってみると、もうクッ

ションもなく、骨が直接当たるみたいなそう

いう座席で、本当にお客様サービスが後手に
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なっとんじゃないかなと感じてますので、交

通局は今、移動という言葉に、いつもという

ルビを振って、いつもに感動を、移動に感動

を、これを一番の企業ブランドとして出して

るわけなので、そこについて、新車購入がな

かなか一足飛びにいかないのは僕も承知して

ますから、車両の整備・改修について、これ

お金かかりますよ。でも、お客様サービスの

根幹だということで、もう少し手厚く、もう

少しスピードを上げて、その整備についてや

っていただきたいなと。例えば、これは必要

な投資ということなので、時期を逸すること

なくやってほしいなと思うんですけど、いか

がでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） 車両の整備につい

て御質問いただきました。 

  市バスでは、当然車検とか定期点検といっ

た法に定められました点検、この点検の間隔

に加えまして、自主点検といたしまして、必

要な点検整備、これを計画的に実施しておる

ところでございます。 

  御紹介いただきましたように、特に走行の

安全に関わる項目につきましては、安全・安

定運行のために着実な整備を行っておるとこ

ろでございます。あとエアコン等々の空調、

そして座席、車内の案内装置、こういった乗

客のサービスに必要な設備につきましても、

定期点検の機会を捉え、機能をしっかり発揮

できるように整備に努めておるところでござ

います。 

  あと営業所で実施しております定期点検整

備では、夏のシーズン前には冷房装置のメン

テナンスを、また、快適に御利用いただける

よう、座席の清掃とか補修も行っておるとこ

ろでございます。 

  委託営業所の車両整備につきましては、運

行管理と同様に民間バス会社のほうに委託を

しておりますけれども、営業所間の整備水準

のばらつきがないよう、そろえるために、定

期的な巡視や連絡会議等での整備方針、また、

技術情報の伝達、また、整備レベルの確認

等々を行っておるところでございます。 

  安全はもとより、お客様に快適に御利用い

ただけるように、車両の整備というのは重要

でございますので、今後も引き続き適切な市

バス車両の整備に努めてまいりたいと、こう

考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） よろしくお願いいたし

ます。 

  最後、新車購入に少し触れます。地下鉄の

全車更新ができたわけなので、バスのほうも

やっぱり新車購入というところ、20両とあり

ましたが、しっかりと進めていただくことを

要望して終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、38番岡田ゆうじ君。 

  （38番岡田ゆうじ君登壇）（拍手） 

○38番（岡田ゆうじ君） 質問に入る前に、初

めに１点要望を申し上げます。 

  福祉駐車券制度についてであります。これ

は、障害者の方が駐車場を利用する際に、福

祉駐車券を機械に挿入するだけで割引精算が

できる制度でありますが、駐車場によっては、

障害者手帳を大変高いところのカメラにかざ

して証明をしなければならない運用がなされ

ており、特に、体の不自由な障害者の方が精

算のたびに困難を抱えているという相談が寄

せられました。３時間以内の利用であれば、

障害者手帳をそもそもかざす必要は制度上な

いにもかかわらず、そのことを運用上、強い

ている実態について改善を求め、同時に、事

前精算ができればこの問題は生じない。解決

をするため、なぜか障害者の方には事前精算

が認められていない神戸の制度について説明
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を求めたところ、障害者の方は精算にえてし

て時間がかかり、10分以内に手続が終わらな

いので、最初から事前精算を使えないように

しているとのことでありました。健常者は事

前精算ができるのに、障害者はもたもたして

時間がかかるから事前精算をさせないという

運用が長年この神戸で続けられてきたことに、

私は大変ショックを受けましたが、本年２月

19日の福祉環境委員会並びに３月５日の予算

特別委員会において、制度の改善を求めたと

ころ、このたび令和８年度から、垂水駅前レ

バンテ並びにウエステの地下駐車場において、

長らく認められてこなかった障害者の方の事

前精算が認められ、可能となりました。また、

長時間利用の際に、身体に障害があるにもか

かわらず、高いカメラに向かって手帳をかざ

さなければならない問題についても、必要に

応じ、駐車場現地職員が介助し、カメラを通

さずとも、現認確認をもって可とする改善が

行われることとなりました。 

  障害者の方が長年理不尽に不便を被ってこ

られたこの神戸の歴史の中で画期的なことで

あり、真摯に要望を受け止め、まずは手始め

に、垂水駅前レバンテ・ウエステで実現をし

ていただいた都市局の皆様、地域整備推進課

をはじめ、担当各局・各課の皆様に心より御

礼を申し上げます。 

  しかし、これはあくまでレバンテ・ウエス

テに限った最初の一歩にすぎません。特に、

市内駐車場は、建設局をはじめ、所管が様々

な局に分かれているため、ぜひともこれを都

市局だけにとどめず、全市的に共通の基準と

して、障害者の方が健常者と同じように便利

に駐車場が使える制度となるように、順次改

めていただきたく要望させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  それでは、質問に入ります。 

  ここ半年ぐらい、神戸市立医療センター中

央市民病院に関して、大変な不祥事や深刻な

問題が立て続けに報じられております。 

  まず、経営面においては、昨年度の決算で、

機構全体で経常損益約50.6億円の赤字、中央

市民病院単独でも約31.1億円もの巨額赤字を

計上し、これは、県内の公立病院の中でもワ

ースト１という結果であります。 

  医療の質・安全面においても、今年３月に

は、オプジーボの誤投与によって、70代の男

性患者が亡くなられるという痛ましい事故が

発生し、続く５月には、患者の体内に医療器

具を取り残す事故も起きています。さらに、

昨年６月には、大腸がん患者の治療を１年間

にわたって放置するという患者安全管理上あ

ってはならない重大なミスも発覚しました。 

  加えて、労働環境の法令遵守という点でも、

ここ５～６年の間に、労働基準監督署から少

なくとも３件もの是正勧告を受けています。

具体的には、医師75名が時間外労働の上限を

超えて勤務し、勧告後もなお改善されずに違

反が続いていたこと。看護師ら826名が始業

前の準備時間を労働時間としてカウントされ

ず、いわゆるサービス残業が常態化していた

実態。さらに、医師42名の実際の退勤時間と

申告時間に乖離があったことなどが指摘され

ています。 

  中央市民病院に焦点を当てた５月のＮＨＫ

の特集番組「“断らない病院”のリアル」で

は、苛酷過ぎる労働環境に置かれた医師が自

ら命を絶ったつらい過去の現実が報じられ、

神戸新聞の特集連載記事では、中央市民病院

の救急受入れに関する過剰な負担、夜間対応

の人員不足など、内部からの複数の証言が掲

載され、病院全体のオペレーションが限界を

超えている様子が詳細に示されました。 

  こうした巨額の赤字、医療事故、労務問題

が同時多発的に発生している問題の本質を市

としてどのように認識をしているのか、お伺

いをしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 
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○副市長（今西正男君） 私のほうから御答弁

を申し上げます。 

  令和６年度の中央市民病院の決算では、医

業収益は、入院・外来患者ともコロナ前の水

準に回復しなかったこと。また一方で、医業

費用は、物価高騰に伴い経費等が大幅に増加

したことから、中央市民病院では、31.1億円

の赤字となり、令和５年度の17.8億円の赤字

から13.3億円悪化したところでございます。 

  市民病院機構は、令和７年度から３か年以

内に各病院が単年度黒字を達成することを目

指し、委託業務内容の見直し、医薬品に係る

徹底した価格交渉や診療材料等の調達方法の

見直し、職員体制の適正化など、経営改善に

取り組んでいるところでございます。 

  現在、国におきまして、来年度診療報酬改

定に向けた議論がなされておりますけれども、

本市といたしましても、機構の経営改善を促

しながら、医師の働き方改革も含めた病院経

営を取り巻く急激な状況の変化を踏まえ、市

民病院機構が、市民の生命と健康を守る使命

を果たしていけるよう、来年度当初予算に向

け、運営負担金の在り方について議論を進め

ることとしているところでございます。 

  なお、公立病院全体を申し上げますと、今

年の８月６日に公表されました全国自治体病

院協議会が実施した2024年度決算状況調査結

果では、86％の病院の経常収支が赤字となっ

ているという大変厳しい状況になっていると

ころでございます。 

  また、医療安全の面でございますけれども、

今年の３月に中央市民病院、５月に西市民病

院、８月に西神戸医療センターの医療事故を

公表いたしたところでございます。このよう

な医療事故が発生いたしましたことは大変遺

憾だと考えているところでございます。 

  医療安全対策につきましては、本市が示す

中期目標におきましても、医療安全対策の徹

底を求め、機構の中期計画で、医療安全に関

する情報の収集及び分析、医療事故発生時の

適切な対応、公表における信頼性と透明性の

確保等を行うこととしておりまして、個々の

事案に対応した発生防止策を定め、その徹底

を図っているところでございます。 

  労働基準監督署からの是正勧告でございま

すけれども、これにつきましては、平成29年

度・令和元年度・令和３年度にそれぞれ調査

がありまして、是正勧告を受けたところでご

ざいます。また、令和６年度には、出退勤時

間と自己申告による時間外労働の乖離、長時

間労働による健康障害の防止の指摘を受け、

既に是正を行ったところでございます。令和

６年８月以降、市民病院機構におきまして、

是正勧告・指摘は受けてないところでござい

ます。 

  今後も市民病院機構に対し、医療事故の防

止や働きやすい環境の整備の取組を促してま

いりたいと考えてございます。また、安定的

な病院経営を確保し、市民の生命と健康を守

るという使命を果たすため、市民病院機構の

経営改善を促すとともに、本市として運営負

担金の在り方について議論を進めてまいりた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 岡田君。 

○38番（岡田ゆうじ君） 今、運営負担金の話

が何回か出ました。既に税金で、運営負担金

として、中央市民病院に60億円の、機構に対

して支援をしてるわけですね。60億円つぎ込

んで、なお50億円の赤字があるんです。 

  お伺いしますけど、何が原因で赤字なのか。

要は、お客さんというか、患者さんがいない

から赤字になってるのか。例えば、病床が満

杯になったら、ホテルが満室になるのと一緒

で、商品が全部売れるのと一緒で、病床が全

部100％埋まったら、全部お客様が、患者が

来たら、病床稼働率が100％になったら黒字

になるんですか。もしその場合は額も合わせ

てお伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 
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○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本年７月に開催され

ました市民病院機構の評価委員会におきまし

て、令和６年度決算を基に試算をすると、経

常損益をプラスにするためには、中央市民病

院だと、病床稼働率があと16ポイント必要な

ので、100％を超える病床稼働率になるとい

う御議論があったところでございます。令和

６年度の病床稼働率が88.5％でございますの

で、16％を加えますと104.5％という稼働率

になるということでございます。 

  その要因につきましては、私はこの評価委

員会の松尾委員長の発言が端的に物語ってい

るのではないかというふうに思ってございま

すが、松尾委員長の発言を少し読ませていた

だきますと、大きな要因は、市民病院機構の

場合は、コロナ禍において非常に多くの医療

資源を投入し、市民の命を守るために非常に

努力をされた結果だと思います。恐らく他の

自治体の病院だったら、これほど医療資源を

投入することはできなかったと思います。市

民にとってみれば十分な医療体制で医療を受

けることができたという点では非常にベネフ

ィットが大きかったと思います。ただ、その

ために固定費等が上がってしまって、補助金

が切れた後の現在、その部分が表に出てしま

って、通常の稼働率では、その分の固定費を

賄うことができていない状況だと思いますと

いう御指摘をいただいてございます。 

  まさに、この中央市民病院の収益につきま

しては、令和３年は40億の黒字、令和４年は

43億円の黒字、令和５年が17億円の赤字、令

和６年が31億円の赤字というような、ジェッ

トコースターのような収支構造になっている

ところでございます。 

  その中で、やはり固定費が膨らんできてい

る。そしてまた、通常の医療に戻ったときに

それが賄い切れないという状況になってござ

いますので、今、その膨れ上がった固定費を

下げるために、市民病院機構を挙げて経営改

善に取り組んでいるという状況でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 岡田君。 

○38番（岡田ゆうじ君） その議論は済んでて、

同じ７月29日の神戸市民病院機構評価委員会

で、機構がどう説明してるかというと、松尾

さんがそう言ってくれたから悪いなと思った

んでしょうね。機構はこう言ってるんです。

「コロナで十分な医療資金をということで体

制強化もやってるんですけど、この給与費に

関しては、42億円ほどの増ということで、こ

れは実は収益の伸び率にとどまる13％ほどの

伸びですと。だから、収益の範囲の中で収ま

っているという認識です」と。だから、機構

自体がそういうことを、コロナのときにたく

さん使ったからしゃあないよねと言ってくれ

たけど、ありがたい反面、でもこれは収益の

伸び13％に収まってる話だから、これでコロ

ナのリバウンドでしようがないねということ

は、ありがたいけど違うんですということを

機構ははっきり言ってるんです。だから、全

くそれが理由にならないとは言わないけれど

も、皆さん自身が、機構自体がそれを否定さ

れてるので、今のは答弁になってないと思い

ます。 

  全国的に厳しいというのはもう別に今に始

まったことじゃなくて、私、今回、公立病院

９割が赤字というのをネットで調べたら、た

くさん記事が出てきたんです。見たら、2008

年の記事もあるんですね。2008年の東洋経済

で、公立病院の９割が赤字、みんな潰れて大

変だみたいのがあるんですよ。実は５年に１

回ぐらい、ずっと公立病院の９割は赤字とい

うので、大変なのは続いてきてるんです。 

  その中で、しかし全国を見渡せば、厳しい

環境下でも黒字化を達成している自治体病院

は存在するんです。ほかの病院で60億円の運

営負担金をつぎ込んで、なお50億円の赤字が

出るみたいな、そんなことにならずに、何と

かとんとん、黒字をちょっと出したり、ちょ
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っとだけの赤字で済んだりという自治体病院

はあるんです。何で神戸だけこれだけ極端に

苦しんでいるのか。 

  この間、ＮＨＫの中継の報道特集の番組を

見たら、まず最初に何が映るかといったら、

廊下にストレッチャーを立てた中であえいで

るんですね。お医者さんが、どうしたんです

か、大丈夫ですか、痛くない医療がいいです

か、痛くないほうがいいですかと言って、患

者さんが、そうだな、痛くない。要は、酔っ

払って椅子から落ちた患者が運び込まれてる

んですね。シーンが変わって次に何が映った

かといったら、親子一家が映って、子供が犬

にかまれたんですと、だから救急に診てもら

いに来たと言うんです。そのたびにお医者さ

んは、サンドイッチ食べながら、もう夜寝る

時間もないなとやってたら、大変だ救急が来

た、救急が来たみんな大変だと言って、わっ

と行って、食べ残しの御飯が残ってて、それ

をＮＨＫのカメラがずっと映すんです。それ

が何回も出てくるんですけど、御飯を食べる

暇もない。それぐらい救急が圧迫してるのに、

恐らくほかの種類の患者もたくさんいたと思

うんですよ。本当に深刻な患者もいたと思う

んですけど、わざわざＮＨＫがそんな患者ば

っかり取り上げたのは、それはＮＨＫが問題

意識を持ってるからですよ。 

  本来、３次救急の救命救急センターである

べき神戸中央市民病院に、何でそんなのがた

くさん来て、若いお医者さんもベテランのお

医者さんも、もう御飯も食べる間もないまま、

夜寝る間もないまま駆けずり回ってるんです。

今日も寝れなかったねみたいなことをやって

るんです。 

  じゃあ神戸の中に病院はほかにないんです

か。例えば、市内、中央区を見てもそうです

よ。神戸というのは、全国的に医師不足だと

言ってるのに、神戸は実は医師余りぐらいな

んです。ちょっと医師が豊富にいるみたいな

んです。だから、たくさんクリニックや病院

がありますよ。だけど、全部５時に閉まって

るんです。犬にかまれた、酔っ払いが椅子に

落ちたみたいな救急が大変だというので、み

んな駆けずり回って、少ない限られた人間で

中央市民病院でやってて、ほかの市内の病院

は５時で閉まってるんです。おかしいじゃな

いですか。 

  この神戸の中央市民病院が、先ほどあまり

にもオーバーワークで自殺をしてしまったと

いう例も話ししましたけど、本当にいっぱい

いっぱいの状況で、もう感情を殺して働かな

いと働けないみたいなことをみんな言ってる

中で、命を削って救急対応に当たって、彼ら

の年収は1,300万から1,400万ぐらいですよ。

さっき５時に閉まった、５時か６時に閉まっ

てる市内のクリニック、開業医の平均年収は

幾らかといったら2,500万ですよ。おかしい

じゃないですか。 

  今、神戸が一番問題になっているのは、神

戸中央市民病院が最後のとりでだと言いなが

ら、最初のとりでになってるんです。最初の

駆け込み寺なってるんです。どんなことでも

とにかく中央市民病院に行けばいいなという

ことになってるんです。これが、ほかの何と

か運営が改善してきている自治体と神戸の大

きな違いなんです。 

  今、60億つぎ込んでる運営負担金を増やし

たって同じことです。だって、民間病院はこ

ういう公的補助なしで頑張ってやってるんで

すから。今のまま、こうした、何ていうか、

構造を抱えたままでは、何をやっても赤字体

質も変わらないし、不祥事も問題も医療事故

もなくならないと私は考えるんでありますが、

見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この特に救急の受入

れに関しましては、軽度の患者は一次医療機

関、そして、入院・手術が必要なけがや病気

の患者は二次医療機関、そして、生命に危険
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のある重篤な患者は三次医療機関という、患

者の病状に応じた役割分担の下、受診してい

ただくということが非常に重要なことである

というふうに考えてございます。 

  そのため、本市では、神戸市医師会が運営

いたします急病診療所、済生会兵庫県病院が

運営する北部小児初期急病センターへの補助

を行っているほか、神戸こども初期急病セン

ターを市として整備するなど、一次救急の充

実を図ってきたところでございます。 

  また、二次救急につきましては、二次救急

病院協議会に加盟する45病院が当番で救急を

担っていただいておりまして、二次救急輪番

制に対して、年間約２億7,000万円の補助を

行わせていただいているというところでござ

います。 

  中央市民病院がその役割となっております

三次救急の病院としての機能を十分に発揮す

るためには、こういった一次救急及び二次救

急医療機関が十分にその機能を発揮すること

が必要であるというふうに考えてございます。 

  そのため、各医療機関への支援につきまし

て、しっかりと検証し、市内の救急医療体制

が維持できるよう必要な支援を行ってまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 岡田君。 

○38番（岡田ゆうじ君） 大事なことをおっし

ゃっていただきました。 

  先日、私、下の息子がインフルエンザにか

かって40度の熱になっちゃったんですね。40

度の熱出たら大変だなと思って、そのときが

ちょうど日曜日の夕方だったわけです。朝の

うちに行かせておけばよかったのに、ちょっ

と手後れで気がついたもんですから、私も何

で早く連れていかないんだとさんざん言われ

て、でもこんなことで救急車を呼ぶような話

じゃないと。インフルエンザって流行してま

すから。そのときにふと調べて思い出したの

が、ＨＡＴ神戸の神戸こども初期急病センタ

ーなんですね。私は存在は知ってましたけど、

ＨＡＴ神戸のほうにある施設なんで、あまり

身近じゃなくて、初めて行ったわけですけど、

非常にきれいで、我々が行ったときには誰も

いない、患者は誰もいない。看護師さんがト

リアージをしてくれて、確かにすごい熱だと。

今日発生したばっかりだから、なかなかイン

フルエンザと断定するにはちょっとというあ

れだったけど、お医者さんのほうに見てもら

って、普通はなった日にインフルエンザ認定

はしないんだけど、明らかにインフルエンザ

だからということで、タミフルとかを出して

くれました。こんな施設があって本当にあり

がたいな、すばらしいなと思って、神戸とい

うのはちゃんとこういう受皿をつくってくれ

てるんだなと思って感動して、フェイスブッ

クとかにも載せて、だから日付を覚えてるわ

けなんですけど、だけど、その間20分間、誰

もいないですから、すぐやってくれたわけで

すけど、その間20分間、誰もほかに患者がい

ないんですね。結局、誰も会わないままに、

最初のトリアージから薬もらって最後出るま

で、多少薬出るまでちょっと時間がかかって、

その間、誰もほかに患者がいない。150万人

都市神戸で、子供だけでも10万・20万いて、

インフルエンザが流行してて、同じシチュエ

ーションの子がこの時間帯に、日曜日の夜に

１人もいない。そんなことあり得ますか。 

  実際の運用人員を聞いてみると、大体年間

２万人からちょっとだというんで、確かに日

曜日なんか24時間ぐらいやってますから、１

日に割ると60人ぐらいですから、１時間にし

たら３人、４人だから、20分たまたまそのと

きいなくてもおかしくないぐらいかなという

んですね。 

  じゃあほかの市はどうなっているのか。福

岡市なんかは、何かあったら百道浜、子供の

ことでも、何か救急のことがあったら百道浜

という意識があって、百道浜にある福岡市立

急患診療センターというところにみんな行く
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ようになってる。 

  福岡市の健康局の地域医療課の福原課長さ

んという方が割と親切に教えてくれたんです

けど、うちの場合は、一次救急は、例えば、

福岡市民病院とか、ほかの九大病院とかでは

受け付けませんと。ちょっとした救急のこと

だったら百道浜に行ってくれというのを徹底

してますと。それをルールにしてますと。だ

から、この百道浜の急患診療センターは年間

７万人弱ですと、利用患者が。大体神戸市民

と同じ市民の数ですけど、利用者数は大体2.

5倍から３倍ぐらい。 

  さらに、福岡の場合は、市民病院とは別に

市立こども病院というのがあるんです、同じ

規模で。そこにＮＩＣＵとか、いわゆる小児

の医療に必要なＧＣＵであるとか、高度な医

療の資源がそこにありますから、だから子供

のこととなったら、簡単なことであれば百道

浜だし、ちょっと深刻で、交通事故に遭っち

ゃったとか、息してないとかだったら、福岡

市立こども病院だし。それ以外のことだった

ら市民病院―― 九大病院とかもありますけど

―― という形になってるんです。だから、適

度に、本来専門とする分野が、受付先が分か

れてて、市民がそれをちゃんと認識してるか

ら、何と福岡市立こども病院というのはずっ

と黒字なんです。全国で９割赤字と言いなが

ら。だから、市民病院はちょっと赤字ですか

ら、足すとちょっとだけ黒字。今年はちょっ

と福岡市立こども病院も赤字になっちゃった

みたいだから、今ちょっとだけ赤字になっち

ゃったんですけど、だけど、神戸に比べたら

はるかにましですよね。 

  ここで大事なことは、地域全体で救急の受

皿を整備するというときに、どういう形で市

が関わるかということだと思うんです。 

  もう１点は、本当は仙台の例とか大阪の例

とか用意してたんですけども、時間がないの

でやめますけど、もう１点は、横浜の港湾病

院ですね。横浜市立港湾病院というのは、神

戸市と全く同じ議論を今から20年前にしてる

んです。税金をつぎ込んで助けてやれと。市

民のための病院だから、市民がみんな最後の

希望にしてるんだからと。10億入れたら10億

赤字になって、その10億にさらに運営負担金

をつぎ込んだらさらに赤字が増えたんです。

あるとき、こんなこといつまでやっててもし

ようがないよねと。その議事録とか全部残っ

てるんです。横浜市は、皆さんはどう結論づ

けたかといったら、横浜市立港湾病院を公設

民営方式に改めようということで、今、みな

と赤十字病院になった。だけど、市民病院と

しての、市立病院としての機能は残しながら、

何と今年５億円の黒字であります。いわゆる

横浜市病院機構のほかの病院は赤字なので、

全部足してぎりぎりとんとんちょっと赤字ぐ

らいの感じで横浜はやってるんですね。 

  ほかの自治体ではこういう取組をしている

んです。神戸市としても、中央市民病院に集

中投資をするんではなくて、全体として、病

院の努力ではもう限界を超えているので、全

体として対応する方式が必要だと思うんです

が、見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、先生が言われま

したように、この一次・二次・三次というも

のの役割分担をして、市民にきちっとした最

適な医療を提供していく体制を確保するとい

うことが、何といっても救急においては大変

重要なことだというふうに思ってございます。 

  その中で、先生のほうからは、中央市民病

院というものに対して患者が少し集中してい

るのではないかというようなお話でございま

す。確かに、断らない救急という、今そうい

う言葉は掲げてはおりませんけれども、そう

いうような形で、最後のとりでという形の中

央市民病院の位置づけが市民の中に色濃くあ

るという状況で、何かあれば市民病院が一番

安心だというような感じになっているという
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ことは私も感じてございます。そういうよう

なことになるということ自体が、やはり過重

な労働にもつながるということは御指摘のと

おりでございますので、その一次・二次・三

次の役割分担が適正に果たせるように、これ

はもう民間の病院の皆さん方の御協力という

ものが不可欠でありますし、また、市民の意

識改革ということが重要なポイントになって

こようかと思いますので、そういう視点を含

めて、これからも取り組ませていただきたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 岡田君。 

○38番（岡田ゆうじ君） ＮＨＫのその報道番

組で、外科の部長さんが怒ってくるわけです

ね、救急のカンファレンスに。何でかといっ

たら、救急がどんどん受け入れちゃうから、

手術室も空いてなければ、お医者さんもいな

いんだから、事故で来て、とんでもない救急

の対応が必要な患者を結局15時間も待たせた

と言うんです。その方はたまたま亡くならな

かったけど、こんなことをしてたらいずれ死

んじゃうと、ええかげんにしてくれと言って、

救急の部長である有吉部長さんに会議で言っ

たわけですね。有吉さんという方は救急部長

を長くやっておられる方ですけど、そしたら

救急部長の有吉さんが何て言ったかといった

ら、私は断らない救急なんて言ってないです

よ、私は断らない病院なんて言ったことない

ですよと。外科の先生方が、何でもかんでも

受け入れて断らない病院だ、断らない救急だ

と、あんたらがどんどん受け入れるから、こ

っちは大いに困っとるんだと言ったら、いや

いや、救急の一番の責任者である救急部長の

有吉部長さんは、私は断らない病院なんて言

ってないですよ。その後何て言ったかといっ

たら、実際に断ってるし。確かに応需率は令

和２年度で99％なんです。極端な数字ですよ。

こんな病院は全国にない。だけど、実は令和

２年度を境に、応需率というのは下がってき

てるんです。それは何でかと言ったら、コロ

ナを挟んでちょっとあれでしたけど、何でか

と言ったら、もう廊下にストレッチャーを立

てて、とにかく受け入れても、もう入る場所

がないんです。これ以上受け入れたって、あ

とはもう駐車場で寝とってもらうかみたいな、

青空駐車で野戦病院みたいにするかみたいに

なってるから、もう物理的に無理だから、15

時間も手術を待たせて、その間に死んじゃっ

たら困るから。実際今、最新の応需率は95％

ぐらいまで下がってるんです。神戸大病院の

応需率が89％ですから、実はそんなに変わら

ないぐらいまで、断らない病院だ病院だとい

って、さっき言ったみたいな酔っ払いが椅子

から落ちたみたいな、犬にかまれたみたいな

のを全部受け入れた結果、その断らない病院

の理念すら達成できてないんです。だから有

吉さんは、私は断らない病院なんて言ったこ

とないですよと言ってるんですよ。あんまり

みんなに責められたから。 

  そこに神戸市の人間がいたら別ですわな。

おまえ何やと言って、おまえのせいやないか

と言えるけど、そこは病院の中の会議だから、

外科の先生も持っていきようがないから、何

て言ったかといったら、有吉さん、それは詭

弁ですよと言って、きつい言葉で反撃したわ

けです。詭弁ですよと言って。断らない救急

と言って受け入れておいて、いざとなったら、

あんたたち嫌なら断っていいよと言うのはお

かしいじゃないかと、中でけんかになっちゃ

った。しようがないわね。ＮＨＫのカメラが

回ってる中で、神戸市を呪うわけにいかない

から。 

  私は、この断らない病院という政治的なモ

ットー、政治的なスローガンが、本来、医療

技術、中立的であるべき医療現場に持ち込ま

れているから、様々なひずみが起こっている

と思うんです。 

  救急病院はそう言ってるんです。今、今西

さんも正式に我々も言ってないと言ってるん



 

－47－ 

です。だけど、令和７年５月29日、健康局発

の病院救急車、新たに増やしましたという文

章、前文の最後に何て書いてあるか、中央市

民病院は、断らない救急の実践に、より一層

取り組んでまいりますと書いてあるんです。 

○副議長（川内清尚君） 時間が来ております

ので。 

○38番（岡田ゆうじ君） だから、神戸市が果

たす責任は非常に大きいということです。終

わります。 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、52番大井としひろ君。 

  （52番大井としひろ君登壇）（拍手） 

○52番（大井としひろ君） 躍動の会の大井と

しひろでございます。 

  それでは最初に、ビーチスポーツの振興等

による須磨海岸の活性化についてお伺いいた

します。 

  2023年より須磨海岸で開催されております

ジャパンビーチゲームズ須磨は、毎年、規模

も拡大してきており、様々なビーチスポーツ

に親しめるとともに、須磨海岸の活性化につ

ながる非常にすばらしい取組であると評価を

いたしております。また、今年10月の開催の

際には、日本バレーボール協会会長の川合俊

一氏がお越しになり、川合さんから、須磨海

岸は、ビーチスポーツをする上でポテンシャ

ルの高い、非常にすばらしい環境であるとお

褒めのお言葉もいただきました。 

  須磨エリアのさらなる活性化や神戸のブラ

ンド向上に向け、国際スポーツ大会の誘致が

効果的ではないかと考えております。今後、

国内大会など実績を積んだ上で、２年に１回

開催されておりますビーチバレーボールの世

界選手権を須磨海岸に誘致してはどうかと考

えますが、御見解をお伺いいたします。 

  次に、過積載車両のチェックと啓発につい

てお伺いいたします。 

  神戸市内の道路や橋梁は、建設から50年近

く経過したものもあり、老朽化が進んでおり

ます。国土交通省によれば、通行車両全体の

僅か0.3％の過積載大型車両の通行がコンク

リート床版の劣化影響度の91.5％占めている

とのことでございます。残りの99.7％のきち

っと守っておられる遵守車両の影響度は8.

5％だけとのことでした。また、過積載車両

１台の軸重制限値が10トンから12トンになる

だけで道路橋に与える影響度は超過率の12乗

に相当し、遵守車両９台分にもなります。こ

れが、さらに軸重制限値が20トンになれば、

１台で橋梁コンクリート床版への影響は4,00

0台分にも相当するとのことでございます。 

  過積載車両は、下り坂ではブレーキ故障の

リスクも高まります。事故の発生にもなるわ

けであります。また、埼玉県八潮市の陥没事

故のような事態も神戸市でも完全には否定で

きません。 

  本市として、過積載車両の取締り強化や橋

梁・道路の定期点検、老朽化構造物の早期修

繕等が重要であり、安全確保のための対策が

求められますが、御見解をお伺いいたします。 

  次に、認知症の人に優しいまちづくりの推

進と制度の周知徹底についてお伺いをいたし

ます。 

  神戸市長選のさなか、私の板宿事務所に市

民の方がお訪ねに来られまして、行政のおか

しな見解についてというお手紙とともに御相

談をいただきました。認知症の徘回や行方不

明はますます増加しており、みまもりシール

の制度を広報紙ＫＯＢＥで知って申請したと

ころ、福祉局の担当から、医師の診断書がな

いと認知症と判断できず、シールは渡せない

と説明されたとのことでございました。 

  しかし、奥様は３年前に認知症と病院で診

断されて、そして現在も３か月ごとに通院し、

要介護２、これまで数回の行方不明歴があり、

警察の保護歴も複数回、さらに神戸市高齢者

安心登録事業へ既に登録され、ケアマネとの

定期面談も継続されておられました。それに



 

－48－ 

もかかわらず、みまもりシールの交付に改め

て時間と費用をかけて診断書を提出する必要

があるのかと強い疑問を示されました。 

  その場で高齢福祉課長に私から電話で確認

いたしましたが、診断書が必要との回答でご

ざいました。みまもりシールは、早期保護が

目的であり、主治医の意見書やあんしんすこ

やかセンターの情報を活用するなど、診断書

を不要とし、市民負担を軽減すべきと考えま

す。御見解をお伺いします。 

  以上、３点について簡潔に御答弁をお願い

いたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 大井議員の御質問のう

ち、私からは、須磨海岸へのビーチボール国

際大会の誘致につきましてお答えを申し上げ

ます。 

  今年で３回目となるジャパンビーチゲーム

ズ須磨を10月４日・５日に須磨海岸で開催し、

国際大会を含む公式戦８種目、一般参加可能

な体験会11種目が行われました。 

  公式戦のうち、国際大会であるフレスコボ

ールにつきましては、発祥の地であるブラジ

ルのトッププレーヤーを含めた10か国の選手

によって世界最高峰のプレーが繰り広げられ、

ブラジルのトッププレーヤーからは、これか

らも須磨海岸で国際大会を継続してほしいと

の意見をいただきました。 

  ２日間で延べ１万5,000人の方々が来場さ

れ、ビーチスポーツの普及・振興を行うとと

もに、須磨海岸のにぎわいづくりにもつなが

ったと考えております。 

  一方、ビーチバレーボールは、今年度の公

式戦種目ではありませんでしたが、昨年度は

国内大会トーナメントの決勝戦が開催される

など、大きな盛り上がりを見せました。 

  ビーチバレーボールは、国内競技人口も多

く、国内大会のみならず、国際大会を誘致す

ることはビーチスポーツの国内での認知度向

上や須磨海岸のさらなる活性化に寄与すると

考えられます。 

  ジャパンビーチゲームズ須磨の実行委員会

事務局は、2019年より海外各地で行われてい

るビーチスポーツの国際大会の視察に出向い

ており、既に須磨海岸での国際大会開催に向

けた課題の整理を進めていると聞いておりま

す。 

  実行委員会の構成員である神戸市といたし

ましても、スポーツの振興、須磨海岸の活性

化に資する取組として実行委員会事務局と連

携を取ってまいりたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、認知

症の人に優しいまちづくりの中で、みまもり

シールについて御答弁を申し上げます。 

  認知症の行方不明者が全国的に増加してい

る中、認知症の方の行方不明対策として今年

８月からみまもりシールを導入させていただ

きました。 

  これは、衣服等に貼り付ける二次元コード

と個別の登録番号が印刷されたシールで、行

方不明時に発見者が二次元コードを読み取り、

表示されたコールセンターへ連絡し、登録番

号を伝えていただくことで迅速な身元確認及

び警察による保護につなげることを目的とし

ているものでございます。 

  みまもりシールの配布は、認知症と診断さ

れた方を対象としているため、認知症神戸モ

デルを利用して診断を受けた方以外の方には

認知症と診断されていることを確認するため

に診断書の提出を求めてきたところでござい

ます。 

  一方で、診断書を取得するためには、医療

機関を受診し、診断書発行料を支払うなど、

御本人・御家族に負担がかかることは議員御

指摘のとおりでございます。申込窓口であり
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ますあんしんすこやかセンターからも同様の

御意見をいただいております。 

  そのため、現在、診断書の要らない形に早

急に手続を見直すよう検討・整理・調整をし

ているところでございます。 

  今後、みまもりシールが多くの方々に御利

用いただきやすい制度となるよう、努めてま

いりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、過積載車

両の対応について御答弁をさせていただきま

す。 

  過積載とは、貨物自動車に規定の積載重量

を超えて貨物を積んで走る法律違反行為のこ

とでございます。道路交通法で定められた車

両分類ごとの規定重量を超過する場合と、道

路法における制限値としての重量を超える場

合がございます。 

  なお、道路法で定められた重量や寸法を超

える車両につきましては、ルートや区間ごと

に定められた積載重量など一定の条件を満た

して、道路管理者の許可を取得すれば通行が

可能となるものでございます。 

  市内の過積載の取締りにつきましては、国

と警察が連携して須磨区一ノ谷で実施してい

るほか、阪神高速では取締り専従班を設けて

入り口及び本線料金所にて違反車両の指導・

取締りを実施しているところでございます。 

  加えまして、神戸市では、警察と連携して

夢野白川線の旧鵯料金所で特殊車両の取締り

を行っており、通行許可の有無や許可条件の

遵守を確認しているところでございます。 

  さらに、国土交通省を事務局とする兵庫県

過積載防止対策連絡会議及び大型車通行適正

化に向けた近畿地域連絡協議会に参画し、過

積載の根絶に向けた取組を推進しているとこ

ろでございます。 

  この中でアンケート調査を実施しており、

荷主に対する法令遵守の啓発が最も有効な対

策であるとの回答を得てございます。近年、

その傾向は強まっており、荷主企業も含めた

啓発活動を強化しているところでございます。 

  道路は、橋梁・トンネル・道路のり面など

様々な構造物で構成されており、定期的な点

検と修繕というサイクルを重ねながら、安全

性・健全性の維持・向上に努めているところ

でございます。 

  例えば道路橋の維持管理につきましては、

2,294橋、神戸市内に道路橋ございますが、

５年ごとの法定点検を踏まえ、長寿命化修繕

計画を策定し、補修が必要と判断したものは

点検後の５年以内に修繕が完了するよう、計

画的に事業を進めております。 

  現在、令和元年度から令和５年度に実施し

た２巡目点検にて、早期修繕が必要と判断し

た168橋の対策に取り組んでいるところでご

ざいます。これは、１巡目点検で同様に早期

修繕が必要なものが252橋ございましたが、

比較しても３割程度減少しており、橋梁の長

寿命化に向けた取組は着実に効果が上がって

いると考えているところでございます。 

  今後も、架設後50年以上経過する橋梁が増

加する中、老朽化が急速に進展しないよう、

損傷が軽微なうちに補修を行う予防保全の観

点で計画的な修繕に取り組むことで、適切な

維持管理に努めてまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） そうしましたら、

これから一問一答でお願いします。 

  先ほどの認知症の人に優しいまちづくりの

推進と制度の件で、前向きに御答弁いただき

ました。診断書が要らない方向で検討してい

ただけるということで、一歩前進ということ

でありがとうございます。 

  再質問、ちょっとこの関係でさせていただ

きますけれども、３年前に奥様が体調に不安

を感じて須磨区の保健福祉課に御相談に行か
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れまして、病院での検査を経て認知症と診断

されまして、神戸市の高齢者安心登録事業に

も登録されたと伺っております。 

  当時は、既に認知症の人にやさしいまち神

戸モデルがもう始まっておりまして、認知症

診断の無料受診や機能検診や精密検査、最大

２億円の賠償責任保険や24時間対応コールセ

ンター、ＧＰＳの端末補助など様々な支援が

利用可能であったのではないかと思っており

ます。 

  しかし、相談時にはこれらの支援策の案内

が十分に行われなかったように私は見受けら

れました。市民が不安を抱えて窓口へ訪れる

際、相談内容に応じて利用できる制度を丁寧

に案内する姿勢こそが、認知症の人にやさし

いまちづくりを掲げる神戸モデルの理念に合

致するものでございます。 

  今回の須磨区の職員の対応をどのように評

価し、今後の改善につなげていかれるのか、

御見解をお伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、御指摘をいただ

きました３年前の対応状況につきましては、

調べましたけれども、状況を確認することは

できませんでした。 

  ただ、先生が今おっしゃられましたような

案内が不十分であったという点がありました

ならば、それは大変申し訳ないことだという

ふうに思っているところでございます。 

  本市におきましては、認知症神戸モデルを

はじめ、様々な認知症施策を実施しておりま

して、認知症と診断された方が必要なサービ

スを利用できるよう、区役所に限らず、医療

機関やあんしんすこやかセンター、ケアマネ

ジャーなどの関係者・関係機関から適切に案

内される必要があるというふうに認識をして

いるところでございます。 

  そのため、認知症の方が利用できるサービ

スなどをまとめた冊子であります認知症ケア

パスを作成し、窓口での案内に活用するとと

もに、みまもりシールなど新たな認知症施策

の開始や、変更時等には区役所や関係機関に

対して情報共有を適宜行っておりまして、市

民に必要な支援が届くように努めているとこ

ろでございます。 

  今後さらに情報の共有に努め、そして、今、

先生からの御指摘もございましたので、丁寧

に認知症の御本人・御家族に寄り添った支援

や対応を行ってまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） 昨年12月にも質問

させていただいて、私が精神障害者手帳の再

発行を代理で申請した際、須磨区役所の保健

福祉課の職員が、親族でも兄弟でも再発行で

きませんとの一点張りで、非常に不親切な対

応があったことを前回指摘させていただきま

したけれども、私の実家は尼崎でございまし

て、尼崎市役所の窓口で相談したときは、こ

ちらから聞かずとも複数の職員の方々から

様々な支援制度の紹介をしていただき、寄り

添う姿勢が感じられました。残念ながら、今

の神戸市にはこのような寄り添う姿勢は私に

は感じられません。 

  また、神戸市の窓口では、本人からの具体

的な申出がなければ必要な情報を提示しない、

いわゆる申請主義のような考え方が職員の中

で浸透してしまっているように私は思ってお

ります。今回の事例を改めて庁内で共有し、

窓口職員の指導も含め、神戸市の姿勢を改め

るべきと考えますけれども、御見解をお伺い

したいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 区役所の応対が不十

分であったということについてはおわびを申

し上げたいと思いますけれども、情報はきっ

ちりと共有し、そしてまた市民に寄り添う姿
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勢で窓口対応を行ってまいりたいというふう

に考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） 今回の事案は、職

員の対応だけでなく、制度の周知にも課題が

あったと思っております。10月には「認知症

対策さらなる周知を」という見出しで神戸新

聞に大きく報じられるなど、市民への丁寧な

情報提供、周知徹底が求められておると思っ

ております。 

  認知症神戸モデルを真に実効性あるものと

するため、対象者や関係機関に対して効果的

な広報の在り方を検討し、周知徹底を図るべ

きと考えますけれども、御見解をお伺いした

いと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 必要とされている方

に制度を利用していただけるよう、認知症神

戸モデルの制度の周知は大変重要であるとい

うふうに認識をしてございます。 

  高齢者御本人に対しましては、広報紙ＫＯ

ＢＥの定期的な掲載のほか、制度を周知し、

受診を促すため、制度開始以降、毎年、年度

ごとに送付対象年齢を変更の上、受診券の一

斉送付を行い、個別に案内をお届けしている

ところでございます。 

  さらに、医療機関やあんしんすこやかセン

ター、ケアマネジャー、民生委員など関係機

関に情報を共有し、関係機関からも認知症神

戸モデルの制度周知や紹介に尽力をいただい

ているというところでございます。 

  また、幅広い世代をターゲットとしてホー

ムページを充実させるほか、公共交通機関な

どのデジタルサイネージやＳＮＳ、ユーチュ

ーブを活用した広報などを実施させていただ

いているところでございます。 

  幅広い世代をターゲットにすることで、例

えば高齢者へ子供世代から制度の利用を呼び

かけていただくということもしていただけれ

ばというふうに思っているところでございま

す。 

  今後も効果的な広報・周知の在り方を検討

し、様々な手法を組み合わせて実施すること

で、高齢者御本人をはじめ、その御家族や医

療・介護の関係者など、様々な方々への認知

症神戸モデルの周知に取り組んでまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） 先日、西宮市が東

京大学の大学院と協定を締結されまして、Ｉ

ＣＴを活用して行政課題を解決していくとの

報道がございました。同大学院の教授は、市

のサービスを全部知っているＡＩをつくりた

いと。例えとして、災害で被災した市民に対

して多くの支援があるが、ＡＩが漏れなく支

援制度を伝えることをお示しされました。職

員による周知徹底を進めていただくのは当然

ですけれども、こういったＩＣＴ技術を活用

した取組についても検討すべきではないでし

ょうか。御見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 福祉ニーズは複雑・

多様化してきておりまして、窓口職員は複

雑・多様な福祉課題に理解を深め、個々の状

況を適切に把握し、課題に応じて適切な支援

につなぐということが求められているところ

でございます。 

  そのため、職員のスキルアップや負担軽減

の取組というものが重要でして、研修の実施

や日々の業務におけるＯＪＴだけでなく、先

端技術を活用するという視点は重要であると

いうふうに考えているところでございます。 

  本市でＩＣＴを活用した取組の一例といた

しまして、ウェブ上で簡単な質問に答えてい

ただくことで個人の状況に合った支援制度、

窓口の情報の一覧を示すウェブツール、神戸
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市版お悩みハンドブックを公開しております。

相談窓口職員向けには、様々な支援情報を整

理・検討し、適切な案内や窓口間の連携促進

につなげるツールとして、また課題を抱えた

市民に向けては、適切な支援情報を自ら見つ

けていただくツールとして活用を広めていた

だきたいというふうに考えてございます。 

  私も活用といいますか、利用させていただ

きましたけども、大変便利な機能が入ってい

るものでございます。 

  そしてまた、生成ＡＩという分野につきま

しては、令和６年10月からＡＩ研究の第一人

者であります東京大学大学院の松尾教授の研

究室に神戸市の係長級職員を派遣していると

ころでございまして、神戸市におけるＡＩ拠

点の構築に役立てたいというふうにも考えて

いるところでございます。 

  また、庁内における生成ＡＩとして、マイ

クロソフトコパイロットも今利用可能という

ような形に活用させていただいているところ

でございます。 

  急速に発展いたしますＩＣＴやＡＩの活用

にはさらなる可能性があるというふうに考え

てございまして、市民サービスの向上に向け、

活用方策について研究・検討させていただき

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） まとめますけれど

も、もうみまもりシールは診断書が不要な形

で前へ進めていただけるということで、一歩

前進ということで感謝申し上げます。 

  今現在、認知症に伴う徘回や行方不明は、

深刻な社会問題となっております。当事者自

身だけでなく、家族・介護者にとっても大き

な不安と負担となっております。こうした状

況だからこそ、行政は最も身近な支援者とし

て柔軟で安心できる支援体制を示していただ

き、当事者・家族が安心して相談や受診につ

ながる環境を整えるべきではないかと思って

おります。現場で生じている切実な声や不安

に対して、より一層認知症の当事者と家族に

寄り添った支援と対応が求められております。

そのことを強く申し上げて、次のビーチスポ

ーツの振興等による須磨海岸の活性化につい

て再質問いたします。 

  市長からも前向きな御答弁をいただきまし

たので、ぜひビーチスポーツの振興で須磨が

盛り上がるような、神戸が盛り上がるような、

そんな仕組みを考えていかなければならない

のではないかと思います。 

  須磨海岸で世界最高峰のビーチバレーボー

ル大会を開催するには、まずＦＩＶＢ、国際

バレーボール連盟のワールドツアーなどの国

際大会を誘致して実績を積むことが重要だと

言われております。また、地元の神戸市や商

工会議所・企業が協力して、運営力・資金・

ボランティアなど総合的なサポート体制を整

える必要があります。実現には大変な時間が

かかると見込まれますけれども、段階を踏ん

で準備をすれば、須磨の立地や地域力を生か

して世界大会は十分可能だと私は考えますけ

れども、この辺について御見解をお伺いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 市長の答弁にもあり

ましたけれども、ビーチゲームズの実行委員

会の事務局が今、海外の国際大会の視察を行

っておりまして、課題の整理というものも行

っているというふうに聞いているところでご

ざいます。 

  実行委員会といたしましても、須磨海岸の

活性化に資する取組だというふうに考えてい

るところでございますので、ただ、今、先生

からの御指摘もありましたように、非常に開

催に当たりましては乗り越えなければならな

いハードルもあるということでございますの

で、そのハードルを乗り越えられるように、

しっかりと連携を取って検討してまいりたい
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と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） ぜひ前向きに進め

ていただきたいと思います。 

  ビーチスポーツの振興は、夏季における須

磨海岸の活性化に大きく寄与するものと考え

ますけれども、須磨の海岸の魅力は夏だけに

とどまらず、春には潮干狩りや海辺の散策、

秋には夕焼けやマリンアクティビティー、冬

には静かな海岸での観光やイベントなど、四

季折々の楽しみが体験できるポテンシャルが

あります。 

  こうした多様な魅力を生かし、四季の移ろ

いを感じられる須磨海岸の魅力を存分に生か

した仕掛けやＰＲが私は必要だと考えており

ますけれども、この辺についても御見解をお

伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 須磨海岸では、ジャ

パンビーチゲームズや潮干狩りなどの集客の

仕掛けのほか、地域の方々の取組でございま

すＳｕｍａ豊かな海プロジェクトとして、マ

ルシェやコンサート、ＳＵＰやシュノーケリ

ングの体験会、ボランティアのビーチクリー

ン、ワカメの株つけ・刈取り体験など、環境

にも配慮した多くの取組を実施いただきまし

て、四季折々のにぎわいづくりに大きく貢献

をいただいているところでございます。 

  夏の海水浴シーズンでは、家族連れで楽し

める海岸を目指し、無料パラソルやシャワー

などの設備を充実させ、今年は15万人以上の

多くの方々にお越しをいただいたところでご

ざいます。 

  また、砂浜の遠浅化や遊歩道などの施設整

備によりまして、日常的にも地元の方々が散

歩やランニングを楽しむとともに、学生や海

外の方々も多く訪れ、くつろいだり、思い思

いの時間を過ごせる場になっていると感じて

いるところでございます。 

  これら集客の仕掛けに加えまして、そのＰ

Ｒは重要でありまして、イベントの開催時に

は広報紙や大型サイネージ・ＳＮＳなどを活

用した情報発信を進めているところでござい

ます。 

  引き続き、地元の方々と一緒になって須磨

海岸のポテンシャルを生かした取組を進める

とともに、より効果的なＳＮＳなどＰＲを充

実させることで四季を通じたにぎわいづくり

を目指してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） まとめますけれど

も、私も須磨の海浜公園に毎週日曜日の早朝、

ラジオ体操とクリーン作戦ということで、も

う10年近く日曜日は須磨海岸に行っておりま

して、毎回行くたびに須磨の海岸のすばらし

さというのが、映像で撮りましてＳＮＳに上

げたりしているんですけれども、須磨のすば

らしさというのをもっと多くの方々に、世界

中の人に知っていただきますと、ますますた

くさんの方が再び訪れていただけるんではな

いかなというぐらい須磨の海岸というのは相

当高いポテンシャルがあると思っております

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  この12月７日、日曜日に、久元市長もお越

しいただきまして、須磨区役所で須磨らしい

未来を語る集いというのが、２回目が開催さ

れました。須磨区内の各種団体のリーダーの

皆さんが参加され、そこで３組の団体の皆様

から活動報告がございました。 

  「須磨を翔ける！私たちが大切にしている

こと～ボランティアサークルの活動を通じて

～」、神戸市立須磨翔風高校のボランティア

サークルの皆さん、それから「海苔養殖の枠

組みを超えた漁業の展開～すまうら水産の実

践～」ということで、須磨海苔や須磨のサー

モンの販売拡大を考えておられるというよう

な御提案がございました。そして、３つ目が
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「須磨の「すきま」を喜びで埋める～地域の

笑顔をつなぐゴミ拾い～」ということで、幼

稚園の子供たちが主体となってごみ拾いをさ

れ、地域に繰り出してごみ拾いを実践されて

おられる、そういう３組の団体の皆さんが報

告をされまして、皆さんの心を込めた活動に

胸が熱くなりました。 

  市長もいろいろ御質問されていましたけれ

ども、参加者の皆さんは、もっと神戸・須磨

を盛り上げたいという思いで発言されておら

れたと思います。市長もその思いは伝わった

んではないかと思います。 

  無理やりつなげますけれども、世界最高峰

のビーチバレー大会を須磨海岸で開催するこ

とは、国際都市・観光都市としての神戸のブ

ランド力向上に大きく寄与します。神戸の経

済の活性化や観光・文化・スポーツ振興にも

つながり、経済効果は計り知れません。須磨

海岸は、ＪＲ須磨駅から徒歩１分という抜群

の立地に加え、中心市街地や空港からのアク

セスも良好で、海・山・まちが調和する景観

は高いＰＲ効果がございます。課題は存在し

ますけれども、オール神戸で取り組めば実現

は十分可能と考えております。ぜひ実現に向

けて前へ進めていただけるよう、強く要望い

たします。 

  最後に、過積載車両のチェックと啓発につ

いて再質問いたします。 

  過積載車両による道路や橋梁への負担軽減

には、取締り強化や構造物の修繕等と併せて、

事業者や運転者への周知徹底が不可欠でござ

います。兵庫県過積載防止対策連絡会議の構

成機関としてどのように啓発活動を実施して

いくのか、御見解をお伺いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市では、兵庫県

過積載防止対策連絡会議の各構成機関と共同

して、過積載運行防止の啓発、荷主団体・荷

主企業への理解・協力要請等、過積載防止の

運動を行っているところでございます。 

  例えば山陽自動車道淡河パーキングエリア

下り線で、各構成機関の参加により、特殊車

両の多くの運転手に対して過積載防止の趣旨

説明とリーフレット等の配布による啓発活動

を行っています。 

  また、インターネットの啓発として、大型

車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会が

作成した過積載防止の啓発動画を神戸市の特

殊車両許可申請のホームページに掲載し、特

殊車両の申請者に対して広く周知していると

ころでございます。 

  また、今後、神戸市独自の取組としまして、

神戸商工会議所を通じまして啓発動画やリー

フレット等を用いて荷主や運送事業者等、関

係事業者全体へ強く働きかけていきたいと考

えております。 

  さらに、市内の産業団地には、物流の荷主

企業が多く入居していることから、入居企業

に加え、西神戸ゴルフ場にも新たに造成され

る新産業団地もございますので、こういった

新事業者に対しましても併せて啓発・周知を

徹底していきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 大井君。 

○52番（大井としひろ君） ありがとうござい

ます。 

  私は、今日もこの本会議が終われば自宅に

帰るんですけれども、私、多井畑なんで、離

宮公園から高倉台・多井畑と、緩やかな坂に

なっております。上り坂になっておりまして、

この上り坂を私たちの軽はしゅっと行くんで

すけど、過積載のトラックというんですか、

もううーん言いながら走っているという車両

を時々見かけるんですよ。 

  いろいろ調べていきますと、過積載という

のはどれぐらいといったら、50トンとか80ト

ンとか、もうとんでもない、そういう無謀な

走行をしている、そういう事業者もあるやに

聞いております。そういう車両が私たちの町
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なかを走るとなりますと、先ほども言いまし

たように、１台で4,000台分の荷重がかかる

というようなことになっておりますので、ぜ

ひその辺のことも含めて―― まとめますけれ

ども、過積載車両による道路及び橋梁への損

傷と事故リスクが深刻化しておりまして、重

大な社会問題となっています。全走行車両の

僅か0.3％の違反であっても、道路橋の劣化

の約９割に影響しているとの報告がございま

す。 

  現行の啓発、監視、取締り・指導の３本柱

による対策は十分とは言えません。このまま

放置すれば、道路・橋梁の損傷や事故リスク

はさらに高まり、市民生活や公共インフラに

深刻な影響を及ぼすおそれがあります。 

  ぜひこの辺のことも考えていただきまして、

本市においても内部構造材の腐食・劣化のチ

ェックや、過積載車両の効率的な監視・取締

り体制の整備と強化を早急に実施されるよう、

強く要請をさせていただいて、終わります。

ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、47番あわはら富夫君。 

  （47番あわはら富夫君登壇）（拍手） 

○47番（あわはら富夫君） 私は、久元市長並

びに関係当局に、以下３点の項目について一

般質問いたします。 

  第１の質問は、多文化共生社会の実現につ

いての２点です。 

  2019年の６月５日、神戸市会は、議員提案

である外国人に対する不当な差別の解消と多

文化共生社会の実現に関する条例を全会一致

で可決し、2020年４月から施行しました。 

  国のヘイト解消法を受けてヘイト規制の条

例づくりから始まりましたが、最終的にはヘ

イトだけでなく、外国人への不当な差別を解

消し、多文化共生社会を実現していこうとの

条例になったことは、この条例づくりに関わ

った者として今こそ活用しなければとの思い

を持っているところです。 

  参議院選挙を前後して、根拠のない外国人

批判や排斥的な言論が一部で見受けられ、外

国人への偏った印象が広がっています。昨年

度の神戸市が行ったネットモニターアンケー

トでも、外国人住民が増えることについて好

ましくない、どちらかといえば好ましくない

との回答が３割を超え、そのうち５割弱が治

安悪化への懸念があるとの回答を寄せており

ます。 

  しかし、外国人を扱った外国人不正受給や

犯罪が増えているといったＳＮＳ等での指摘

の多くは、事実に基づかないものが多く、間

違った情報が氾濫している状況で、この条例

が目指した外国人との多文化共生社会の実現

にとって大きな障害になっております。 

  ここで質問しますが、外国人差別のこうし

た状況を踏まえ、市としても条例の理念を周

知し、根拠のない間違った情報・批判に対し

て正確な情報を発信し、積極的にこのことを

行うべきと思いますが、どうでしょうか。 

  また、もう１つの質問は、外国籍教員の教

諭としての身分保障についてであります。 

  私は、これまで外国人差別解消等の視点も

含めて、国籍を問わない積極的な人材活用と

教諭としての身分を保障するという観点から、

任用の期限を付さない常勤講師として任用し

ている外国籍教員を教諭として採用すべきと

繰り返し指摘をしてまいりました。 

  正規の教員以上の働きをしながら、外国籍

であるというだけで昇任できず、収入面でも

格差が生じる現状は、国連はもちろん、日弁

連からも是正の勧告が出されております。 

  今までの質疑では、30年前の旧文部省の通

知、公務員に関する当然の法理に基づく運用

通知を根拠に、当局は公務員に関する当然の

法理に基づき、日本国籍を有しない者を公立

学校の教諭として任用できないとの立場を取

り続けてきました。 

  しかし、最近では、さいたま市など選考方

法を工夫することで教諭の道を開いた事例も
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存在し、旧文部省通知にかかわらず、自治体

の判断で教諭への道が開かれ始めています。 

  そこで質問しますが、昨年の決算特別委員

会において、教育長より、他自治体の情報収

集を実施し、検討している旨の前向きの答弁

がありました。現在の検討状況について明ら

かにしてください。 

  第２点目の質問は、核兵器積載艦艇の神戸

港入港拒否に関する決議の尊重についてであ

ります。 

  1975年３月18日、神戸市会は、核兵器を積

載した艦艇の神戸港入港を一切拒否する旨の

決議を行いました。軍籍を持つ外国籍艦艇が

神戸港に入港する際に、入港船舶に対して核

を有しない証明書の提出を求めるという制度

で、非核保有国の艦船や、明らかに搭載能力

のない帆船であっても、軍籍を持つ船には非

核証明書の提出を求めてきました。それは、

港湾法に基づく市長の管理権を最大に生かし

た行政指導として行えてきたものと私は認識

をしております。 

  そのような中、今年３月、米国海軍掃海艇

ウォーリアの入港時には、外務省の照会や総

領事との会談、核搭載能力のない艦船である

ことをもって核を有しないことを証明したと

して、非核証明書なしの入港を認め、バース

をしてしまったことは残念であります。 

  しかし、非核証明書を出さないアメリカ政

府に対して、日米地位協定での合意ではなく

て、あくまで非核を求めた行為については理

解をしております。本会議では、久元市長も

長谷川港湾局長も、今までどおり非核神戸方

式は尊重すると答弁しております。 

  しかし、高市政権では、非核三原則の核持

ち込ませずの見直しの動きもあり、今年度中

には再びアメリカ艦船の入港があるとの情報

もあり、今度は核搭載能力を有する艦船が入

港を求める可能性も否めない状況であります。 

  ここで質問しますが、核搭載能力を持つ艦

船に対しては、日本政府や領事の一般的な非

核担保でなく、非核証明書の提出を求めるこ

とは必須であり、核を有しない証明を厳格に

行う必要があると考えますが、見解を伺いま

す。 

  第３の質問は、ポートアイランドにおける

リボーンプロジェクトの推進体制についてで

あります。 

  ポートアイランド・リボーンプロジェクト

が始まって４年、ようやく市民提案がまとま

り、市長への提案が行われるようです。既に

シンポジウム、２度にわたるポートピア大通

りや緑道を使った社会実験も行われました。 

  また、今年の秋、全住民アンケートを港島

自治連合協議会が協力し、住民の関心も高く、

全世帯の何と３割に近づく回収がありました。

また、港島自治連合協議会も独自にポーアイ

まちづくり検討会を発足させ、各住宅代表は

もちろん、区役所や関係部局、有識者も巻き

込んだ会議や勉強会を積み重ね、住民提案を

この１月にもまとめ、市民提案に盛り込んで

もらう準備も進んでおります。 

  この市民提案を踏まえた将来ビジョンを実

現していくためには、短期・長期の視点を持

ち、ビジョンを具現化する体制が不可欠です。

これまでの社会実験等を踏まえ、住民、学校

群、ポーアイ１期企業群、ポーアイ２期企業

群など、多様な主体が連携できる体制が整い

つつあります。 

  ここで質疑しますが、これまでのポートア

イランドは、市がディベロッパーとして整備

してきましたが、今後は官民が連携した持続

可能なまちづくりを推進するためには、この

ような地域主体が中心となったエリアマネジ

メントを担う地域の組織づくりに市が積極的

に関与すべきと考えますが、見解を伺います。 

  以上、持ち時間が少ないので、簡単明瞭な

答弁を求め、私の質問といたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） あわはら議員の御質問
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のうち、私からは、ポートアイランドにおけ

るリボーンプロジェクトの推進につきまして

お答えを申し上げます。 

  ポートアイランド・リボーンプロジェクト

は、東京藝術大学藤村准教授の協力の下、短

期と中長期両方の視点を持ちながら取組を進

めてきました。まちの将来ビジョンの検討に

当たりましては、地域内でのプレーヤーの発

掘やまちづくりの機運醸成を図るため、ポー

トピア大通りや市民広場などの公共空間を活

用したにぎわい創出に向けた社会実験などに

取り組んでいます。 

  このような取組も生かしながら、現在、住

民、大学、医療産業都市など、島内を６つの

エリアに分け、エリアごとにアンケート調査

や意見交換を繰り返し行いながら、市民提案

の取りまとめが進められています。令和８年

度には、市民提案に加えて民間の事業性の観

点なども踏まえながら、将来ビジョンの策定

につなげていくこととしております。 

  今後のポートアイランドの活性化を進める

に当たっては、継続したにぎわい創出やエリ

アの価値の向上を図っていくという観点から

も、エリアマネジメントの推進が有効な手段

です。 

  エリアマネジメントにおきましては、実施

主体が地域住民や企業・団体とも密接に連携

の上、自らが主体的に様々な課題意識を持っ

てまちづくりを進めていくことが重要となり

ます。 

  令和７年度の社会実験では、各エリアで活

動される団体同士で構成される実行委員会形

式が採用されるなど、エリアマネジメントの

組織づくりを念頭に、地域の関係者が連携す

る基盤づくりが取り組まれてきました。 

  本市といたしましては、今後の継続的な地

域主導の組織運営につながるよう取組を進め

る必要があると考えておりまして、住民や民

間事業者の参画を促しながら、地域主導のエ

リアマネジメント体制の構築につながる取組

を行っていきたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、核兵

器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議の

尊重について御答弁を申し上げます。 

  これまで昭和50年３月の核兵器を積載した

艦艇の神戸港入港を一切拒否する旨の市会決

議を尊重し、核兵器を搭載していないことを

確認するため、慣行として非核証明書の提出

を求めているところでございます。 

  本年３月の米国海軍掃海艇ウォーリア入港

時においても、外務省への文書による照会や

米国総領事との会談によりまして、個別艦船

について核兵器が搭載されていないことを確

認し、港湾法に基づく入港許可を行ったもの

でございます。 

  今後も港湾管理者として市会決議を尊重し、

港湾法に基づき、適法・適切に事務を進めて

まいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、多文化共

生社会の実現について答弁をさせていただき

ます。 

  神戸市におきましては、神戸市外国人に対

する不当な差別の解消と多文化共生社会の実

現に関する条例の理念に基づき、外国人に対

する不当な差別の解消の必要性について、市

民に周知し、その理解を深めることを目的に

した啓発活動等に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  具体的には、多文化共生をテーマにした講

演会の開催や啓発冊子の配布、映画会におけ

る啓発動画の上映等を行ってきたほか、今年

度からは新たにさんちか夢広場デジタルサイ

ネージで広報も行っているところでございま

す。 
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  また、差別も含めた様々な人権相談があり

ましたら、国や市が設置した相談窓口で外国

人からの相談に適切に対応しているところで

ございます。 

  さらに、神戸国際コミュニティセンター、

ＫＩＣＣによる多言語による相談窓口を設置

し、これらの窓口を案内するとともに、必要

に応じて通訳支援を実施しているところでご

ざいます。 

  外国人に関連したＳＮＳ等での批判に対す

る正確な情報発信という点につきましては、

特に神戸市だけの事象ではないことから、国

が一義的に対応策を検討し、実施すべきであ

ると考えてございます。 

  また、法務省におきましては、2026年度に

インターネット上の人権侵害に関する実態調

査を行い、対応策を検討すると聞いてござい

ます。 

  今後も国の動きを注視しながら、国や地方

自治体の役割分担に応じて必要な情報発信や

啓発を行ってまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、多

文化共生社会の実現のうち、外国籍教員の採

用区分について御答弁させていただきます。 

  前回、そのような方向で答弁させていただ

いた後、外国籍教員の任用について改めて他

政令市の状況を確認いたしました。 

  ヒアリングの結果、本市を含めた20都市の

うち、17都市が教諭ではなく講師として任用

しておりました。そのうち、５都市について

は、講師とは異なる呼称を用いるなどの工夫

をされておりました。また、１都市について

はもともと任用事例がないとの回答をいただ

きました。 

  結果、残りの２都市、御指摘いただきまし

たさいたま市ともう１つの都市が外国籍教員

を教諭として任用しているとのことでした。

ただし、全都市において、管理職―― 教頭・

校長でございますが、これについては全て登

用は行っていないと、そういうふうな結論で

ありました。 

  それに加えて、改めて教員の処遇改善に伴

う検討がありましたので、その際に文部科学

省に外国籍教諭の任用について見解をお伺い

しました。文部科学省からは、従来と同じよ

うな形だったんですが、教諭は日本国籍を有

しない者はなり得ない、平成３年の文部省通

知の見直しを行う予定はないとの回答でした。 

  それを受けて、本市においても公立学校の

教諭は、日本国籍を有しない者を任用するこ

とはできないとする方針を変更することは直

ちにはできないと私は考えております。 

  ただし、通知から相当の時間を経て社会情

勢が大きく変化し、特にグローバル化の進展、

教員不足もありますが、何より多文化共生が

求められる中で、現状、様々な外国籍の教員

が全国各地の学校現場で活躍するようになっ

ております。 

  本市においても、ＡＬＴ、外国語指導助手

の方が特別免許状を申請して、それを授与す

る形で特別選考で、もう既に英語の教員とし

て、講師でありますが、なって、今、英語の

授業をしていただいております。 

  このような状況の中で、先ほど紹介させて

いただいた５都市の工夫も含め、校長の行う

校務の運営に関して補助的な関与にとどまる

ものの、外国籍の教員が講師として担任業務

や教科の指導などにおいて各自の力を十分に

発揮し、子供たちが現在求められる様々な力

を育めるように、学校園における役割分担、

仕事、校務分掌等について見直しをしていく

必要があるのではないかと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） ちょっと時間がな

いので、再質問、ちょっと早めに行っていき

たいと思います。 

  一番最後の市長が答弁をされたリボーンプ
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ロジェクトの関係ですが、私なんか、えてし

て神戸市がディベロッパーということで、要

求型でいろいろ質問してきたんですけれども、

今回いろいろとこの３年間ぐらい、藤村先生

だとかポーアイの住民の皆さんと一緒にいろ

んな検討をさせていただいたり、ファッショ

ンタウンの人たちとも少しお話をさせていた

だいたりということで、みんなでつくってい

こうということの大切さみたいなものを感じ

させていただきまして、そうであるならば、

そういう組織を前に出して応援していただく

と。 

  応援するんだけれども、いろんな規制とか

制度的なものがありますから、これは神戸市

のほうで責任を取ってつくっていただくとい

うふうな形で進んでいくのが一番いいのかな

というのをこの２～３年の議論で学ばせてい

ただきました。それが自治であり、今よくは

やりのコモンズということになるのかなとい

うふうなことも考えておりまして、そういう

面で支えていただくということ、またよろし

くお願いしたいと思います。 

  本当は質問したいんですが、ちょっと時間

がないので、よろしくお願いします。 

  外国人の問題ですけれども、これ、国の話

だというふうに一括で言われると、やっぱり

１人１人の市民が例えば犯罪が増えているん

じゃないかというふうに思っている実態があ

るわけですよね。ところが、データで見ると、

むしろ減少傾向にあるということだとか、最

近、新聞にもよく出ていますけれども、外国

人の医療費の未払い問題も、実際は日本人の

ほうが98.5％で、外国人は僅か1.5％で13億

円と。 

  これもミスリードの情報が流れていますし、

一番ひどいのは、国保の未納外国人4,000億

円と。実際、全部合わせても1,500億円しか

未納がないのに、そういうのがどんどんＳＮ

Ｓで流れてしまっている。逆に、国保加入者

の外国人は全体の４％で、支給額は1.4％で

す。逆に言うと、外国人が払う医療費で日本

人の医療費が支えられているという全く逆の

数字の実態がある。 

  これは、新聞でも最近どんどん掲載をされ

てきておりますし、これは国の問題だという

ことではなくて、１人１人の市民が間違った

情報で間違った感覚を持って、それが我々が

進める外国人共生ということに１つの歯止め

になってしまっているということであれば、

それは国の問題だと言わないで、自分たちの

問題としても積極的に事実の数字をちゃんと

明らかにしていただきたいというふうに思い

ますが、どうでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 外国人政策に関しま

して、神戸市民の不安ということでありまし

たら、神戸市のほうで、ホームページ等で外

国人に関して市民の方から寄せられる相談に

つきましては丁寧にお聞きしていますし、内

容としては、外国人に対する漠然とした不安

の声が多いというのが状況でございます。 

  こういった状況を踏まえまして、こうした

不安の解消に努める必要がありますから、

我々は基礎自治体として市民から寄せられる

声を丁寧に聴き取って、寄り添いながら不安

が解消できるような方策を検討してまいりた

いと考えてございます。 

  加えまして、先ほどの全体の情報発信、正

しい情報発信という点につきましては、先ほ

ども申し上げましたが、国のほうの法務省が

その辺、実態調査を行って対応策を検討する

と伺っておりますので、そういった動きを踏

まえながら、国や地方自治体の役割分担に応

じて必要な情報発信を行っていきたいと考え

ています。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） ちょっとこのやり

取りに時間を費やすのはあれなんですけれど
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も、やっぱり適宜、そういう情報が流れたと

きには、それは実はファクトチェックをして

みたら違いますよという情報を対応していく

と。 

  今、新聞でも常にファクトチェックをちゃ

んとやって、実際に流れている情報が事実な

のかどうかというのを、それもちゃんと検索

して、そしてその結果を公表していくという

のは新聞社でもやっているわけですから、自

治体としても積極的にファクトチェック、特

に外国人のいろんな情報に対しては、それが

正しい情報なのか、そうではないのかという

のは適宜やっぱりやるべきだというふうに思

いますので、それ、よろしくお願いしたいと

思います。 

  教育長ですけれども、今、結局やる気や何

やというような話で、ただ、役割分担の中で

工夫をしたいという話なんですけれども、実

は、前も一回お話しさせていただいたんです

が、旧文部省通知の議論をするとまたこんな

話になるんですよ。 

  実は、東京都の管理職任用裁判というのが

2005年にありまして、そのときに最高裁は、

結局、原告は敗訴したんですけれども、最高

裁はその根拠に当然の法理というのを採用せ

ず、想定の法理という言い方をしたんです。

これは、前にもちらっとだけお話ししたんで

すが、実はこれ、どういうことかというと、

公権力を行使する地方公務員という概念とい

うのを示して、その適用判断は地方自治体の

任用権限に委ねられるんだと。だから、東京

都がそう判断したんだからといって最高裁で

は東京都が勝利したと。 

  2000年施行の地方分権一括法では、国によ

る自治体の関与は、法律または政令に基づく

場合に限られるとして法定主義が明文化をさ

れて―― というのが2000年に行われました。

これが1991年３月の旧文部省の通知は既に僕

らから判断すると無効になっているんじゃな

いか、それをわざわざ文部省に聞くからまた

そういう回答をされるわけで。 

  実際に、先ほど１市言いませんでしたが、

川崎市とさいたま市が先ほど言われたように

教諭にしているわけですね。さいたま市と川

崎市にそしたら文科省からペナルティーがあ

るかというと、そういう話は聞いてないです。 

  そういうことでいえば、神戸市教育委員会

の判断でそれができることではないのかとい

うのが、東京都の管理職任用裁判のある意味

では想定の法理ということの意味ではないか

というふうに思うんですが、その辺はどうな

んでしょう。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） この問題の発端であ

ります当初の対応というか、国の対応につい

ては、それまでの非常に長い歴史の複雑な関

係があったと承知しております。そこから派

生してきた問題であり、先ほど答弁しました

ように、今、外国籍の方、別に当該の国だけ

じゃなくて、いろんな国の方が、学校現場で

活躍をされております。その方々が活躍する

上で、教育活動を行う上で、いわゆる公の意

思の形成にどこまで関与するのかとか、それ

は複雑な議論があろうかとは思います。 

  ただし、我々としては、一定決まっている

ルール――聞くからだとおっしゃったんです

けど、やっぱり文科省は、教諭は日本国籍で

ならなければあり得ないというふうな方針が

ずっと変わっていないというところは、やは

り一定重く見ていく必要はあるのかなと。 

  ただし、さいたまの問題であり、川崎の問

題であり、もともと東京都もそうですので、

そのあたりでどのような制限をかけているか、

それと先ほど答弁させてもらいましたが、こ

の長い議論の中で一定役割を果たせないよう

なことが学校現場であると聞いてますので、

まず初め、そこをやっていこうかなというこ

とで私は答弁させていただいたということで

す。 



 

－61－ 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） これはもう本当に

長年、長年、議論してきた問題で、実は、韓

さんという方がその対象でずっとこの問題を

提起されたんですけれども、もう彼も今は60

歳で、定年延長であと３年ということなんで

すけれども、非常に思いがありまして、この

３年のうちに一定の方向を出していただきた

いなと。 

  そうすることによって、今後、韓国籍とい

うだけじゃなくて、国籍を超えたいろんな人

材をこれから求めていかないといけないし、

そういう人たちがどんどん今入ってきている

状態で、神戸市もそれを受け入れているわけ

ですから、やっぱりどこかで判断していただ

いて。 

  やったといって文科省からペナルティーを

受けることはないんですから、教育長の思い

で一度頑張っていただきたいということを言

っておきたいと思います。 

  大分時間がなくなりまして、非核神戸方式

の関係なんですが、あわはらは何で非核証明

書にそんなにこだわるんよというふうに思っ

ておられると思うんですが、実は、アメリカ

の軍事戦略というのが大きく変化してきて、

確かに皆さんが言われるように、米艦船とい

うのは、1900ちょっと末ぐらいですか、核巡

航ミサイル、トマホークを米艦船から撤去し

たというのは事実なんです。現状は核兵器を

搭載していないというアメリカの領事の主張

というのは一定根拠が実はあると思うんです

けど、ただ、トランプ政権になってちょっと

大きく見直しの動きが進んでいる。 

  これ、どういうことかというと、アメリカ

が海上発射型の新たな核巡航ミサイル、これ、

ＳＬＣＭ－Ｎというのを今開発中で、今後、

日本に寄港する艦船にも配備されるんではな

いかというふうなことが言われておりまして、

専門家のほうからもそういう指摘がなされて

おります。 

  現在、高市政権の非核三原則で、持ち込ま

せずの見直し議論というのが行われているの

は、それと符合している、横須賀なんかは当

然入ってくるわけですので、それと符合して

いる議論ではないかと。 

  こうなってくると、一般論は通用しない。

個別艦で非核証明書を求めるという仕組み、

これ、ちゃんと堅持して、常にこれを堅持し

ておくというのが必要だと思うんですが、そ

の辺どうでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先ほど申し上げまし

たように、神戸市といたしましては、港湾管

理者として今後とも市会決議を尊重して、ま

た個別艦船について核兵器を搭載していない

ことを確認するという行動を取った上で、港

湾法に基づき、適法・適切に事務を進めてま

いりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） あわはら君。 

○47番（あわはら富夫君） 実は、アメリカの

個別艦船でも核搭載の有無を明らかにした例

があると聞いています。これはどういうこと

かというと、1989年の長崎にミサイルフリゲ

ート艦のロドニー・Ｍ・デイヴィスという、

ミサイルフリゲート艦のロドニーさんという

艦長が９月の16日の朝、県と長崎市、長崎市

商工会議所に表敬訪問をしたと。その後、平

和公園で平和記念像前で献花をしたんですね。 

  そうすると、被爆者団体の皆さんが、核を

積んでるかもしれない船の艦長がここに献花

をされたということで非常に怒って、その花

輪の献花を阻止したと。大もめにもめたと。

その後に艦長さんが、いや、私の船は核を積

んでおりませんと言って艦長さんがそのこと

を明らかにしたというふうなことを平和団体

の皆さんからお聞きして、実際に個別艦でも

核を積んでないということを明らかにしたと
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いう事例があるんではないかなというふうに

思いますので、これはなかったらあれなんで

すけど、一度調査をしていただきたいと思い

ます。これは、１つ付け加えておきます。 

  それと、もう１つは、神戸港のことで私が

非常に不安に感じているのは、台湾有事を理

由に、今、特定利用港湾・空港、もう既に高

松港、高知港から沖縄の港、南西諸島の港と

いうのが自治体の港湾管理権に対して国が手

を入れると、補助金を出すからと手を入れる

制度なんですけれども、それがどんどん今広

がっている状態にあります。 

  もう１つは、京都府の精華町で祝園という

弾薬庫、これは旧軍隊の日本軍の弾薬庫です

けど、これが今、自衛隊が管理をしているん

ですが、それがどんどん拡張されていまして、

そこから神戸港を通じて積出しが行われるの

ではないか。 

  これ、自衛隊の阪神基地も含めてですけれ

ども、そういう話があって、商業港として発

展してきた神戸港が軍事利用されるというこ

とに対して、私なんかも一番拒否感がありま

す。 

  なぜそれほど拒否感があるのかというと、

私は港で働く人たちと、市会議員時代、ずっ

と交流してきました。 

  港湾で働く人たちは、朝鮮戦争時代、ベト

ナム戦争時代、どういうことをさせられてい

たかというと、兵器の積出し、これは当然あ

ると思いますけど、それだけじゃなくて、ア

メリカ兵の死体を、ベトナム戦争で例えば亡

くなった死体を親元へ帰さないといけない、

それで神戸の倉庫に冷凍保存をして本船に乗

せ換えてアメリカに送ったと。それを一生懸

命運ぶ仕事を当時の港湾労働者の皆さんがさ

せられていて、絶対、俺はもう二度とああい

うことはしたくないと。それとともに、経営

者の側の皆さんも軍事優先で商業船が沖待ち

をしないといけない。アメリカ軍の船が入っ

てきたら沖でずっと待っておかないといけな

い。そのためにどんどん費用がかさんで、経

営者の皆さんももう何とかしてくれよという

思いがあって、そういう歴史的な過程の中で、

アメリカの駐留から神戸港が脱したという過

去の歴史の中にまた非核神戸方式もあるとい

うことをぜひとも念頭に置いていただいて、

今度また逆の動きが今どっと強まってきてい

ますので、非核証明を大切にする、神戸港港

湾管理者としての市長の権限というものをき

ちっと守っていただいて、核兵器艦船の決議

を遵守していただきたいと思います。 

  以上です。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後３時30分に再開いたします。 

   （午後３時７分休憩） 

   （午後３時30分再開） 

○議長（菅野吉記君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  休憩前に引き続き、一般質問を続行いたし

ます。 

  53番平野章三君。 

○53番（平野章三君） 神戸空港島とウオータ

ーフロントエリアの将来構想について伺いま

す。 

  空港島の土地利用に当たっては、かねてよ

りＭＲＯをはじめとした航空機関連産業等の

誘致と国際プライベートジェットの受入れを

推進すべきと提案してきましたが、市長は本

会議初日の挨拶において、神戸空港島の将来

構想策定に取り組む方針を打ち出され、さら

にインタビューで１年以内に大きな方向性を

出すと答えられていますが、港湾局ではまだ

将来方針の見通しがないように見受けられま

すので、誘致が強力に進められることを期待

しております。 

  ところで、ウオーターフロントの将来像に

ついては、新たな魅力、にぎわいが生まれて

おり、今後さらなる活性化に向け、民間投資
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を誘発するなど、市としての戦略や方針を明

確に打ち出す必要があります。 

  そこで、同時に、都心・三宮再整備との相

乗効果を図るためには、港湾エリアへのアク

セス強化が不可欠であります。ところが、ア

クセス改善策の１つとして打ち出された税関

前歩道橋の架け替え事業は、難工事を理由に

事業者が撤退して以降、事業の進捗が見られ

ず、抜本的な対応を検討する必要があります。 

  一方で、市長は、新神戸と摩耶山をつなぐ

ロープウエーの構想を打ち出されており、六

甲山系の活性化には重要なプロジェクトであ

ると思われますが、都心と港湾エリアを結ぶ

整備こそ、より優先すべきと考えると、海外

での運行距離の長い都市型ロープウエーの整

備事例を参考にして、神戸の町並みを楽しみ

ながら移動できる都心と港湾エリアを結ぶロ

ープウエー・ゴンドラの整備を提案したいの

ですが、いかがでしょうか。 

  次に、教員が授業に専念できる環境づくり

について伺います。 

  本市では、令和８年９月、ＫＯＢＥ◆ＫＡ

ＴＳＵへの本格移行により、教員の授業改善

に取り組む時間確保につながることから、教

育環境の向上に対して大きな期待を寄せてい

ます。 

  一方、教員の働き方については、まだまだ

改善の余地がある中で、大きな課題として、

例えば毎年600から700人ほど発生する休職者

の代替確保の負担を軽減することが非常に重

要であることから、教員ＯＢを事務局の事務

仕事から休職者対応に協力してもらうことも

重要と思いますが、いかがでしょうか。 

  さらに、決算特別委員会の審査では、教員

の本業とは言えないカーテンの洗濯やエアコ

ンの清掃、床のワックスがけなどが多々あり、

いまだに教員が実施している現状を指摘した

が、教育委員会からは、外部発注も含め、学

校運営上の必要な経費は学校運営費として配

分しており、学校の裁量で優先順位をつけて

いると、他人事のような答弁が返ってきまし

た。 

  この課題を改善するためには、教員がやら

なくてもよい仕事をピックアップし、学校任

せにせず、教育委員会事務局が責任を持って

外部委託の予算を直接財政部に予算要望した

上で予算を確保できる環境づくりを進めるべ

きであります。 

  これらのことは、教職員組合からも熱心に

要望されてきているはずであります。そのた

めには、現学校運営費の配分見直しとともに、

必要な予算の確保により、事務局において委

託すべき業務の優先順位を判断しながら段階

的に委託を進めていくような工夫をすべきと

思いますが、見解をお伺いします。 

  次に、介護産業に対し、神戸市の取り組み

方について伺います。 

  本年10月３日から４日にかけて神戸国際会

議場において、日本ノーリフト協会主催のノ

ーリフトケア国際シンポジウムが開催され、

川崎重工業株式会社をはじめ、多くの企業や

介護関連施設、そして加藤勝信前財務大臣な

ど国会議員、厚生労働省や経済産業省の幹部

職員などの行政関係者が参加する中、活発に

意見交換などがなされたところであります。

既に介護テクノロジーについては、多くのプ

レーヤーが参画する産業として確立しており、

今後さらに大きな成長を遂げていくものと意

を強くしたところであります。そして、シン

ポジウムに合わせて開催された記念式典へは

今西副市長も出席されていたため、介護産業

の盛り上がりをじかに感じられたものと思い

ます。 

  ところが、９月の決算特別委員会総括質疑

において、介護産業の推進体制について質疑

したところ、今西副市長からは、介護につい

てはコアとなる研究機関がない、そしていま

だ成長途上にある事業であり、地元の中小企

業など広く参画できる程度まで基盤を築き、

機械金属工業会なども連携した上で事業を進
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めていくことが必要であるとの趣旨の答弁が

なされた。介護テクノロジー導入については、

国が重点的に政策展開を行い、全国的にも多

くの企業や施設が参画している現状にあって

も副市長の答弁ではいまだ成長途上の段階に

とどまっており、介護産業の推進に向けて本

格的かつ積極的に取組を進める状況にはない

と考えられているようで、正直、こんな情け

ない思いをした答弁はないと、強いショック

を受けたのであります。本当に今も変わりは

ないのでしょうか、お伺いをいたします。 

  さらに、市は、地元企業の活性化につなが

る対応が重要との考えは十分理解できますが、

医療や介護機器の開発などは必ずしも市内企

業だけで完結するものではありません。副市

長としては、一定の地元の企業の参画が得ら

れなければ、介護産業の推進に重点的に取り

組む段階には至らないと考えているのか、こ

れらの点を併せてお伺いいたします。 

  次に、県・市協調による成果についてお伺

いをします。 

  本市と兵庫県において県・市共通の課題に

ついて議論するため、県・市調整会議や県・

市連絡会議を開催し、県・市協調の上で施策

を推進しているとのことのようです。 

  しかし、県の本市に対する姿勢には現実的

に疑問を抱かざるを得ない点があります。例

えば県が令和７年度から創設したフリースク

ールに対する補助制度では、神戸市だけを補

助対象外としており、本市では実施できてい

ないのが現状であります。また、神戸市民も

徴収されている県民緑税においても、神戸市

民からの徴収額に比べ、本市への還元額は少

なくなっています。 

  こういった兵庫県の措置は、神戸市に対す

る冷遇措置というだけでなく、県税の納税義

務者でもある神戸市民に不公平な負担を強い

る行為であり、県が神戸市との協調に本気で

取り組む意思があるとは思えないのでありま

す。 

  もし県・市の協調が必要と思われるなら、

県にははっきりと意見を述べるべきであり、

神戸市は県のこのような姿勢をどのように受

け止めているのか、見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 平野章三議員の御質問

のうち、私からは、ウオーターフロントエリ

アへのアクセス強化につきましてお答えを申

し上げます。 

  都心からウオーターフロントをはじめ、神

戸空港など、港湾エリアへのアクセス強化に

つきましては、これらのエリアで進める再整

備の効果を最大限に発揮する上で極めて重要

と捉えております。 

  ウオーターフロントにつきましては、歩行

者動線の強化とともに、環境に優しい公共交

通、具体的にはＬＲＴの導入を推進すること

としております。 

  議員からは、都心と港湾エリアを結ぶロー

プウエー整備の可能性につきまして御提案を

いただきました。都市型ロープウエーにつき

ましては、乗り物自体が観光的要素を持ち、

一元的な運行管理による自動運転モビリティ

ーでありまして、必要なインフラ施設が比較

的小規模であるという特性があります。一方

で、都市景観へ与える影響ですとか、あるい

は周辺のプライバシーへの配慮、輸送能力と

需要との整合性などの課題があると認識をし

ております。 

  現在、福島におきまして試験線の運行実証

が行われているほか、成田空港でも導入が検

討されているなど、注目を集める交通インフ

ラとなっておりまして、これらの開発状況、

また他地域における検討状況を注視してまい

りたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えをさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 



 

－65－ 

○副市長（今西正男君） 私のほうからは、２

点御答弁を申し上げます。 

  まず、介護産業に対する神戸市の取り組み

方でございます。 

  決算特別委員会の総括質疑の答弁につきま

しては、企画調整局が所管する介護事業を経

済観光局に移管するならばとの前提の下、経

済観光局が市内経済の活性化や市内の中小企

業の支援などを担う組織であることから、地

元企業の参画などがより広く図られたタイミ

ングが適当ではないかとの考えを述べたもの

でございます。 

  神戸に本社を置いております川崎重工をは

じめとして様々な企業が参画している我が国

の介護産業が成長の途上の段階にとどまって

いると考えているものではございませんので、

御理解をいただきたいというふうに思います。 

  国におきましては、テクノロジーの活用な

どによります介護の質や生産性の向上につい

て重点的に取り組んでおりまして、さきに示

された総合経済対策においても具体的な施策

例として掲げられているところでございます。 

  また、先生から御紹介をいただきました10

月のノーリフトケア国際シンポジウムにおい

ても多くの企業や施設が参加されておりまし

て、介護産業の盛り上がりと今後の可能性と

いうものを私もじかに感じた次第でございま

す。 

  本市としましても、介護産業の促進に向け

て、これまで培ってきた知見や経験を十分に

生かすとともに、市内企業はもちろんのこと、

優れた技術やネットワークなどを有する様々

な企業や団体、介護施設等とより連携を密に

しながら、積極的に施策・事業を展開してま

いりたいと考えております。 

  ２点目は、県・市協調による成果について

でございます。 

  県・市共通の課題につきましては、県・市

調整会議や県・市連絡会議にて協議を行って

いるほか、県予算要望や部局間での個別調整

などを通じ、県に対して適宜働きかけを行っ

ているところでございます。 

  まず、フリースクールに対する支援の考え

方でございますが、神戸市が県のフリースク

ール補助制度の対象外となっている理由は、

政令指定都市には都道府県と同様の教育行政

の権限が与えられているためというふうに県

からはお聞きをしているところでございます。 

  不登校支援につきましては、本市では他の

自治体に先行して校内サポートルームの全

小・中学校への設置や学びの多様化学校を設

置するなど、取組を進めているところでござ

います。まずは、本市教育委員会において、

不登校支援施策全体の中で効果的な支援策を

検討していきたいと考えてございます。 

  それから、県民緑税につきましては、これ

までの議会からの御指摘も踏まえまして、長

年にわたって県予算要望や県・市調整会議な

ど様々な場を活用し、森林整備事業の拡充や

都市部での緑化に適用可能な制度の創設につ

いて積極的に要望してきたところでございま

す。 

  その結果、一定制度の新設や拡充などが実

現いたしまして、本市の交付額は増加傾向に

ありますけれども、引き続き県に対して働き

かけを行ってまいりたいと考えてございます。 

  そのほか、県とは神戸空港の国際化に伴う

取組や、大阪湾岸道路西伸部の整備の直轄負

担金に対する県費負担や国への要望など、個

別に連携を図り、県・市協調で必要な対応を

進めてきたところでございます。 

  引き続き、県・市で協調して効果的な施策

展開を図っていくとともに、予算措置や制度

拡充などの要望が必要な場合は、様々な方法

で積極的に働きかけを行ってまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、教

員が授業に専念できる環境づくりについて御
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答弁させていただきます。 

  管理職以外の教員については、定年延長も

あり、60歳以降でも学校現場で今活躍いただ

いております。そして、近年では、元管理職、

元校長先生等の教員についても学校園への配

置を順次拡大して授業等を行うなど、学校園

の運営支援や経験の浅い教員への指導・育成

などの役割を担ってもらっています。その総

数は、令和３年度は25名でしたが、令和７年

度は70名と、大幅に増加しております。 

  今後も教育環境の向上に向けて、60歳以上

の教員の力を積極的に活用していきたいと考

えております。 

  次に、カーテンの洗濯等の外部発注でござ

いますが、学校園においてカーテンの洗濯、

エアコンの清掃、教室の油引きやプールの清

掃等の特殊な清掃業務について、現状はまだ

まだ教員が担っていることが多く、負担とな

っているということは、教員確保の観点から

も職場の環境改善が喫緊の課題と認識してお

ります。 

  各学校園に配当している学校運営費の運用

により、これらの業務を一部外部発注する学

校が増えているところはありますが、やはり

教育委員会事務局が責任を持って予算の充実

に取り組んでいくことが重要だと考えており

ます。 

  すぐに全てを外部委託に切り替えることは、

業者の都合もあり、難しい状況はありますが、

優先順位をつけて段階的にでも委託を進めて

いくことができるよう、必要な予算の確保や

学校運営費の見直し、配分見直しなどの効果

的な執行方法の確立に努め、教員の負担軽減

の取組を進めていきたいと思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） 今、ちょっと答弁もあ

りましたが、フリースクール、これ、難しい

と思うんですけど、教育長がお答えになるか

どうかは別として、この際、ちょっと神戸の

フリースクールに通う家庭への補助制度、こ

れは、今、兵庫県では幾多の市町が既に補助

金制度を開始しております。保護者の方々か

らの感謝や安堵の声が兵庫フリースクール等

連絡協議会にも届けられており、不登校家庭

への経済支援格差に対して神戸市はどのよう

に前向きに進めていくのか、ちょっとその辺、

具体的にお伺いしたい。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） フリースクールは、

学校以外の多様な教育機会の場として非常に

重要な役割を果たしていると認識しておりま

す。 

  教育委員会では、教職員による施設訪問や

通っている児童・生徒の出席認定、連絡会、

情報交換会等を行いまして、フリースクール

としっかりと連携をしておりますので、不登

校児童・生徒や保護者への支援を進めていき

たいと考えております。 

  議員御指摘のとおり、近隣市では、県の政

策ではございますが、フリースクールへの補

助制度が開始されており、同じフリースクー

ルに通う児童・生徒が居住地によって経済的

支援に違いが生じているということも認識し

ております。 

  そのような現場から、保護者やフリースク

ール等の関係団体からも同様の声をいただい

ており、不登校支援全体の中で効果的な支援

策を検討していきたいと、そのように考えま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） 効果的な支援策という

ことは、フリースクールは認定せないけない

とは思うんですが、財務がどういうふうな考

え方を持っているかということと、今西副市

長にお聞きしたいですが、フリースクール、

もしも財政支援するとしたら、半額補助、県

はしているんですよね。今おっしゃったよう
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に県・市協調やという中で神戸市だけは例外

に外されていると。このバランスもあるんで

すよね。 

  だから、財務のほうが出していただけるか

どうかは別としても、出したとしても全額・

半額で、これ、非常に大きな問題やと思うん

ですよ。いわゆるなぜ県の分まで出さなあか

んねんというふうなこともあるけど、その考

え方だけちょっと聞きたいんですけどね。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） まず、フリースクー

ルへの補助に関しましては、施策として神戸

市として支援を行うかどうかということを明

確に予算の中で教育委員会とも御相談をする

というような形になるんだろうというふうに

思います。 

  県の補助があるなしということよりも、施

策の位置づけということが非常に重要だとい

うふうに思ってございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） いや、施策の位置づけ

ということは、もう別に県関係なしにもしも

補助するとしても神戸市単独でも構わへんと

いうことなんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 県がどうのこうのと、

県のほうの今のお話というのは、私、御答弁

申し上げましたように、教育委員会に財源と

権限が移ってきているというようなことがあ

りますので、対象外と、今、県は神戸市に対

して言っているというような状況になってい

るわけでございます――教育委員会に対する

権限が移ったので対象外ですよというような

お話があるということを御答弁申し上げたと

ころでございます。 

  神戸市が実施したとしても県がすぐに支援

するかどうかというのは分からないという状

況があるわけでございまして、フリースクー

ルについての施策というものをどう神戸市と

して考えるかということが重要になってくる

というふうに考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） それは分かるんですけ

ど、それはもう県の方針としては別に構わな

いということかどうか、ちょっと聞きたいん

ですよね。神戸市単独で――いやいや、もし

場合によったら、予算を出す場合は単独やと

いうようなことで、半額とかそういうことで

はなくて、その辺の考え方だけ。県・市協調

の話をしていますので。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 今西副市長からお答え

がありましたように、これは神戸市としてフ

リースクールに対してどういうふうに対応す

るのか、対応に対する考え方をしっかり取り

まとめて、どう支援するのかということは教

育委員会のほうでしっかり―― 今の教育長の

お話がありましたように―― 検討をしていた

だいて、それを要求していただいて、市長部

局のほうで、財政当局のほうで判断をすると

いうことです。 

  その際、県が神戸市に対して補助するかし

ないかということにかかわらず、神戸市とし

て主体的に判断をしていきたいというふうに

考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） 分かりました。神戸市

として主体的に補助するという。 

  その場合は、できれば教育長にはぜひとも

財政部に予算要望はしていただきたいという

ふうに思いますので、それは御検討いただき

たいなと。 

  金額的には結構大きくなりますし、それか

ら単年度ではないので、ちょっと気になりま
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すが、その辺は要望いただけますでしょうか、

教育長。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 不登校施策全体の中

で、しっかりとフリースクールの役割を考え

て検討していきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） それと、介護事業、私

は、確かに企画が全く動いてなかったんで、

もう企画はいいじゃないかと、経済観光局に

移してもらったらいいというところからスタ

ートしたことは事実です。 

  ただ、副市長の答弁は、それを含めてもあ

まりにも介護の事業に対する熱心さが全くな

い。この間、本当に、答弁来て、聞いて、時

間切れやったんで納得がいかない。これは、

本当にここまで今進めているんで、もっと温

かい気持ちを持って答弁してほしいなという

ふうに思います。 

  これ、私も介護事業について、企画調整局

がそういうことで非常に腹立たしい面があっ

たんですが、ただ、その後、医療産業の担当

局長、ここから、これまでの取組で培ったノ

ウハウやネットワークを生かしながら、介護

産業の推進に向け、より重点的に施策を展開

していくとの非常に前向きな姿勢が、これ、

本当に来られて言われました。私は、その熱

意を持って、これやったらしばらく企画にお

任せしたらいいんじゃないかなというふうに

思ったぐらいなんです。今までと違って局長

自体がそれを自ら行うと、対応するというこ

となんで、それを是として、あとは副市長の

今言われたように本気度を局長と同じように

持っていただきたいと思いますが。 

  そのときに、ちょっと企画にこだわること

なく、私、前に港湾局と経済観光局が仲悪い

と言うてましたよね。そのときに、その後、

実はメリケンのプロジェクトで港湾局長と経

済観光局長のプロジェクトで御案内があった

んですよ。びっくりしました。早速、連名で

書いてる。今までは局ごとにやってきたこと

がほとんどなんですけど、これ、初めての例

ちゃうかなと思うんですよね。 

  案内の中で、港湾局長、それから経済観光

局長、こういう意味からすると、企画は確か

に医療産業とかこだわってますが、私はたま

たま介護に関しては経済観光局が省力化に向

けて介護事業に補助を出しておられるんです

よ。これ、介護に関して出したんですね。そ

ういう意味からすると、今までは企画一辺倒

で、ここでしか介護の話はできない。その中

で、経済観光のほうが補助を出していると。 

  そういう意味からすると、さっきの港湾と

同じように企画調整局と経済観光が連名で動

くと、連携して。こういう形は私は取っても

ええんちゃうかなと。当初は、もう企画はや

めてくれと言うてたんですが、そんだけ局長

が前向きにやるということであれば、逆に言

うたら、産業化に向けては経済観光局が窓口

になって受けてもいいんじゃないかなという

ふうには思うんですが、この辺、どう思われ

ますか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 御理解をいただきま

してありがとうございます。 

  介護の促進につきましては、やはり機器メ

ーカー、そしてまた介護事業者といった様々

なプレーヤーがいますし、その調整が必要不

可欠だというふうに考えておりますので、企

画調整局が中心となって、必要な面について

は経済観光局、そしてまた介護事業者の関係

については福祉局というところが連携を緊密

に図るということが事業の推進にとっては重

要だというふうに思ってございます。 

  それぞれの局が有する知見、さらにはネッ

トワークということを最大限に活用するとい

うことが優れた成果を得るということにつな
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がっていくと思いますので、そういう今申し

上げた方針で、効果的・効率的な施策になる

ように私ども努力をしてまいりたいというふ

うに思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） 今まで局ごとの事業プ

ロジェクトやったけど、本当に局をまたいだ

連携を堂々とやり出したと、私、これ、すご

い大きいと思うんですよね。 

  ただ、企画調整局だけで今まで医療産業も

皆抱えてきました。産業化に当たっては、経

済観光局が協力するということは、今後の大

きいことやと思うんです。網膜再生で高橋先

生の話でも、これ、本当に昔もっと支援して

ほしいと言ったら、今西副市長が、いやいや、

もう建物建てたからええやないかというよう

なことを言われた。いや、だけど、本当は高

橋先生を応援することによって産業化になる

可能性があるんですね。今、もうこれ、網膜

の話は前向きに進んでますから。これを神戸

の産業化に向けて１つの大きな点やと思うん

ですよ。これを経済観光も含めて支援をして

いただくというようなことの考え方をやって

いただきたい。 

  今、組織図見たら、前から言うとんですが、

企画調整局に介護産業のカの字もないんです、

全く。全くその気がないのが見えとんで、今

後、企画調整局の組織図の中、あるいは経済

観光との組織図、これ、介護のカの字を入れ

てもらうようなことはできますかな。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 事務分担的には介護

というのは明確に入っているんですけど、先

生が言われるのは、課名とか、そういったと

ころにというようなお話だと思いますので、

これはまた十分に検討させていただきたいと

思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平野君。 

○53番（平野章三君） 検討というか、入れて

いただきたいというふうに。全く無視されて

ますからね。 

  あとちょっと市長に、摩耶のロープウエー

なんですが、令和６年２月の六甲山・摩耶山

の交通のあり方検討会、これ、ちょっと見た

んですけど、約２キロほど―― 2.5キロほど

で90億円という、当時のお金なんですね。私

は別にこれ、批判しておるわけやなくて、た

だ、非常に費用対効果から考えると、都市部

に持ってくるということも、効率、それから

採算、すごくいいというふうに私は思うんで

すね。 

  ちょっと真剣に一遍検討できないかなと。

これ、割と短時間で、それから割と公共の道

路を使って行けるということで、ちょっと山

とは違う―― 山を批判してませんが、山とは

違う面があるんで、これ、もうちょっと取組

を一遍検討してもらえないかなというふうに

思いますが。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 都心からウオーターフ

ロント、それからポートアイランド、特にポ

ートアイランド・空港島へのアクセスについ

ては、今は短期的観点から対応はしておりま

すけれども、中長期にどういうふうに対応す

るのかというのは、まだ具体的な方向性が定

まっているわけではありませんから、議員の

御指摘も踏まえながらいろんな角度からアク

セスについては検討させていただきたいと思

います。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  次に、13番上原みなみ君。 

  （13番上原みなみ君登壇） 

○13番（上原みなみ君） 無所属の上原みなみ

です。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ開始まで10か月を切

りました。全国的に注目される神戸の思い切
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った部活動地域展開が神戸の子供たちのより

よい未来につながるものになるために、さら

なる改善すべき課題について質問いたします。 

  １つ目は、第３次募集の状況についてです。 

  本市が実施した中学１年生対象のアンケー

ト結果によりますと、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ

への移行後も現在の部活動種目を継続したい

と回答した生徒のうち、およそ２割に当たる

1,000人以上の生徒が通える範囲に活動種目

がないと回答しました。種目別では、特に美

術やソフトテニス、吹奏楽等が不足しており、

11月23日付朝日新聞にも掲載されたことから、

保護者から不安の声が上がっています。 

  このアンケート調査の対象は、中学１年生

だけなので、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ１期生と

なる現在の小学６年生も含めますと、やりた

い種目が通える範囲にないという子供たちが

さらに多くなると推測されます。 

  11月18日から開始されたＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵ第３次申請は、このアンケート結果に基

づき、ニーズが高い種目において通える範囲

に活動のない生徒がいなくなることを目標と

されていますが、しかし、これまで２回の募

集で応募がなかった内容・エリアの活動が不

足していることから、応募団体を確保するこ

とには非常に困難なのではないかと危惧して

います。 

  そこで、特に不足している美術・芸術・ソ

フトテニス・吹奏楽をはじめとする17種目に

ついて、必要なエリアで新規登録のめどが立

つのか、一方で昨日の御答弁で３次募集でも

徒歩・自転車で通うことが無理なところがあ

るとのことでしたが、どの地域でどの種目が

見込めないのか、現状についてもお聞かせい

ただきたいと思います。 

  次に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ応援基金につ

いてです。 

  運動器具や吹奏楽の楽器更新といったＫＯ

ＢＥ◆ＫＡＴＳＵに係る財源確保を目的とし

て、令和８年度に向けてＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳ

Ｕ応援基金を設置する方針が市長の記者会見

等で示されました。設置条例や基金の詳細に

ついては現在検討が進められていると承知し

ていますが、基金の使途や金額規模、財源に

ついてはどのように想定しているのか、保護

者の不安を払拭するためにも方針を早期に示

していただきたいと考えますが、御見解を伺

います。 

  ３つ目は、活動団体の負担軽減についてで

す。 

  現在の中学１年生に対して希望する活動内

容に関するアンケートは実施されたものの、

どのＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵで活動したいのか

は調査が行われていません。これではＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵとしてはどれだけの生徒が来

るのか分からず、指導者の確保や備品等の購

入など、クラブ側の体制を整えることができ

ません。活動する生徒の概数だけでもクラブ

側に示すことによって運営の見通しを立てら

れるよう、早期に具体的な活動希望者数を調

査すべきと考えますが、御見解を伺います。 

  ４つ目は、活動場所までの自転車移動につ

いてです。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵでは、活動場所まで

の移動手段として自転車の利用が前提となっ

ているものもあります。一方で、自転車通学

が認められている学校でも経済的事情等によ

り自転車を持てない御家庭があると聞きます。

ほかにも自転車に乗れない生徒や地形的に電

動自転車でなければ移動が難しい場所もある

など、子供たちにとって自転車の移動がそも

そも可能なのか、活動機会の均等の観点から

も実態を調査し、移動手段の確保を検討すべ

きではないでしょうか。 

  また、自転車での移動中の子供たちの安全

確保についても併せて取り組むべきと考えま

すが、御見解を伺います。 

  ５つ目は、希望するＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ

への入会についてです。 

  ある種目では、今回の秋の大会で独自に既
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存の部活動部員に予備調査をして、現時点で

どのコベカツクラブに入会したいかを聴取し、

各ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ受入れ人数を把握し

た上で運営計画を作成していると聞いていま

す。 

  その結果、教育委員会に提出したＫＯＢＥ

◆ＫＡＴＳＵ登録申請入力準備シートに記載

した参加募集人数を超えており、第３次で登

録クラブがない場合、入会を断るしかない状

況が既に発生しています。特に特殊な種目に

なると、指導者を増やすこともできず、来年

度入学生のＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ入会希望者

にかなり制限がかかることになりますが、こ

の状況をどのように考え、解決していくのか、

お聞きします。 

  以上、質問が多岐にわたりますので、簡明

な御答弁をお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 少し多かったですの

で、ちょっと不足した場合は御指摘いただき

たいと思います。 

  まず、３次募集の状況でございますが、御

存じのように、市民の本当に広い御理解と御

協力を得て、何とか1,000近いクラブの応募

を２次募集でいただきました。そして、その

結果を見ていただいて、今、子供たちに、先

ほど御指摘あったアンケートをさせていただ

いて、子供たちの判断で自分の学校か、もし

くは徒歩・自転車で通えるところを念頭に、

部活動についてどうかというアンケートを取

って、それについて一定それがないんだと答

えた17種目なんですけど――少しの数も全部

入れて17あったんですが、主にどの学校でも

ある、上から美術でありますとかソフトテニ

スでありますとか、そのような上位８種目に

ついて、今、３次募集を集中的に取り組んで

おります。 

  今日、たまたま神戸新聞の中で一覧表が出

ておりまして、まさしく８種目46のクラブを

指定して、学校名も出して、種目も出して、

今、３次募集をかけております。 

  どれぐらい――御父兄、保護者の方の御不

安があろうかと思いますので、ざくっとです

が、その８種目、今主に活動すると言われて

いる子供たちに、自分の学校か近隣の学校に

用意すべき種目数で、今用意できたのが大体

400弱ぐらいで、今回募集するのが46ぐらい

ですので、現状では、当然ばらつきがありま

すが、９割ぐらい、今、募集ができていると

ころです。 

  これは、さきの御質問でもありましたが、

中には一定程度の問題であったり、回数の問

題等ありますが、今ある種目で自分の学校か

近隣の学校で何とか用意するということで用

意ができているのが９割ぐらいあると。これ

が今の現状でございます。 

  残り１割がどうしても、今そろえるべきだ

ろうということで、神戸新聞見ていただけた

り、ホームページ見ていただいたら出してお

りますので、そこを今集中的に取り組もうと

しております。 

  あわせて、これもさきの前田議員のときに

私答えたんですけど、美術に関しては多くの

学校でありますが、活動の内容を精査して、

とにかく子供たちの活動を続けていきたいと

いうようなことですので、それをちょっと重

点的に工夫をしたいなというふうに思ってお

ります。 

  それが１つ目でございます。 

  ２つ目のＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの応援基金

の件でございますが、コベカツクラブの活動

には不可欠なものとして、やはり中学校にお

ける運動器具や吹奏楽の楽器の更新などの環

境の整備に対応できるということが非常に大

切な面もありまして、次年度以降の予算要求

の内容を精査しているところでございます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの安定的な実施のた

めには、複数年で対応するべき規模を確保す

ることが必要でありますので、このあたり、
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市長部局とも共にＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ応援

基金の設置を視野に検討を進めているところ

でございます。 

  複数年対応できる規模を確保する必要があ

ると考えておりますけれども、財源及び規模

については今後の予算編成の中で検討してい

きたい、そのように考えております。 

  それから、３つ目の１年生ですね。アンケ

ートについてですね。 

  このたび、アンケートを実施した主な目的

というのは、本当に第３次募集のためのもの

でございました。現在入部している部活動種

目を来年も続けていきたいか、これもさっき

答弁しましたが、やはり一番大きな変動期に

当たる中学１年生を何とか大切にしてやりた

いという思いでやっておりましたので、どの

コベカツクラブに入るかというのは、全体像

が見えない中では回答をいただいても、子供

たちのことですから、なかなか正確な答えが

いただけませんでしたので、どちらかという

と、どれに入りたいかというよりも、現在の

部活についてどう思うかと、そういう主眼で

聞かせていただきました。 

  一方、そういうめどがなければ、継続的な

団体運営というのがなかなか各クラブにおい

て苦しいと、やはり早期にシミュレーション

等をしたいという要望も聞いております。 

  したがいまして、学校施設を利用した本格

実施と同じ環境で、クラブが運営を経験する

ことやその活動を生徒に体験してもらうこと

も必要だと考えておりますので、部活動が一

定のめどを持つであろうと思われております

来年７月以降――2026年の７月以降、それぞ

れの部活動の状況を見ながら、各クラブのコ

ベカツクラブが活動場所等の重複等を避けて

場所が確保でき次第、順次体験入会とか、そ

ういうふうな形でスムーズな移行をできるよ

うな配慮をしていきたいと考えております。 

  大切なことですが、子供たちがうまく変化

に対応できるように、各中学校においても在

籍校や近隣校でのコベカツクラブの登録状況

などを生徒に紹介しながら、個別の生徒の相

談に応じていきたいなというふうに考えてお

ります。 

  これが中１生のアンケートのことでござい

ます。 

  次に、自転車の件でございます。 

  今、これも、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ自体と

いうよりも全国の地域展開の大前提でござい

ますが、今、例えば中学校80校あります。じ

ゃあ、全部の80校ある部活動をそのまま残す

ということ自体は恐らく難しいというか、も

ともと少子化でそれぞれの学校で子供たちが

少なくてできておりませんので、大体２校に

１校でありますとか、２～３校で２つとかと

いうような形で、これは部活動を何とか維持

すると言っているところであっても同じよう

な感じで、縮小というか拠点化は避けられま

せん。そのため、一定移動というのは、絶対

にこれはＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに限らず必要

になってきます。 

  今、移動に当たっては、やはり交通費の負

担を減らしたいということがありますので、

先ほど来言っておりますように、近隣校か自

校でできるように、子供たちの私生活で自転

車を活用していることを考えれば、自転車の

活用というのが一番現実的ではないかと考え

て、今、それを推進しているところでござい

ます。 

  指摘いただきましたように、乗れない子供

さんとか、そういう子供さんがいるのではな

いかという指摘でございます。これ、中学校

において今10校ぐらい、自転車通学を認めて

いる学校があるんですね。そのような学校で

そういう子供たちをどう対応しているかとい

うのもノウハウも聞きながら、これは自転車

に乗れないとかということだけではなくて、

それぞれの子供がＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに参

加するに当たっていろんな悩みとかがありま

すので、これは今から丁寧に学校できちっと
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寄り添っていって対応していきたいと考えて

おります。 

  安全確保なんですが、自転車は当然、それ

は乗らないより乗るほうが危ないということ

は想像されるんでございますので、配慮が必

要やと思っております。通学路とは異なりま

すので、新たに必要となる箇所への街灯や防

犯カメラの設置等、このあたりは市長部局と

連携しながら進めていきたいと思っておりま

すし、来年度、４月に御承知のように道路交

通法の改正で自転車の取締りというのを、中

学生は科料対象にはならないんですけれども、

一定ルールが厳しくなりますので、逆にこの

機会を得て、やっぱり自転車の乗り方につい

て、今、通学で認めている学校は年に１回安

全教室をやっているんですけれども、やはり

厳罰化ということもありますので、ＫＯＢＥ

◆ＫＡＴＳＵに移行もありますので、全中学

校で県警が実施するチャリプロというのがあ

るんですけど、これを実施していただいて、

何より兵庫県は恐らく全国でもワーストに近

いぐらいヘルメットを大人もかぶらないとい

うような状況がありますので、このあたりも

ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに移行するときに自転

車を推奨することもありますので、こういう

ふうなことについて、いい機会ですので、交

通ルール、特に自転車の乗り方について取り

組んでいきたいなというふうに考えておりま

す。 

  最後がクラブの入会の件でございます。 

  これは、今、コベカツクラブの運営とかに

ついて、コベカツクラブと入念な連携を取っ

てはおりますが、開始後に特定クラブに予想

を上回る人数の申込みがあった場合は、教育

委員会としても個々の状況に応じて協議して

柔軟に対応していきたいと思っております。 

  もう委員が指摘していただいたような特殊

な種目、こういうふうなものについては、一

定数は分かっていると、それでちょっとこの

ままじゃ駄目やなということで、そういう協

議もいただいておりますので、これについて

は場所の問題なのか、人の問題なのか、この

あたりも個別に対応しながら、子供たちがや

りたいということが引き続きできるように、

ここは個別に対応していきたいなと思ってお

ります。 

  すみません、長くなりました。よろしくお

願いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） まず１問目、第３次

募集の状況から、９割埋まっているというこ

とで、少し本当にそうだったら安心するんで

すけれども、ただ、さきの議会においても２

つか３つの学校で１つのＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳ

Ｕというお考えを示されました。これで事前

にお聞きしたところ、有野中学・有野北中

学・有馬中学の合同ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵを

予定しているとお聞きしまして、その場合、

生徒数の規模から見ますと絶対に有馬中学の

生徒が有野中か有野北中に移動するんだろう

なというふうに推測するんですね。 

  その距離を確認しますと、どちらの学校へ

も2.9キロあるんです。自転車では12分です

けれども、徒歩だと37分かかるんですね。ま

た、３次募集で合同募集とされているところ

を見ますと、大原中と広陵中学、これも3.1

キロ離れていまして、徒歩で45分、自転車で

16分ですけれども、坂道なんで、坂道避けら

れないんで自転車は無理なんです。 

  あくまで学校間の距離ですけれども、これ

が一旦自宅に帰ってからとなるともっと距離

が長くなったり、自転車が使えなかったりと

いう生徒が多くなると思うんです。このよう

な地形的状況を把握した上で合同ＫＯＢＥ◆

ＫＡＴＳＵとされているんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 特に御指摘の北区は、

なかなか坂とか、そういうふうなことがあり
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ますので、確かに今指摘していただいたこと

については考慮する必要があるかなとは思う

んですが、今、我々がグループ化してやれる

範囲というのは、おっしゃったように自転車

で大体15分から20分以内というのをやってお

りますので、今言いましたように体力がない

子が本当に上れないよということも出てこよ

うかと思いますので、それについては先ほど

言いましたように個別に対応していくんです

が、全体、全市的な今回の取組で、それをし

なければ部活動の種類も維持はできない、ど

こかで何かをしなければ維持はできない。 

  例えば、今言いました有馬中学・有野北中

学・有野中学でしたら、体育館自身は有馬中

学が一番大きいんですね。それを有効利用し

ようと思えば、やはり学校の今の生徒数の規

模は関係なく、そこを満遍にやって、その代

わり、思いっ切り体育館２面使ってバスケッ

トができるとか、そういうところも配慮しな

がらやっておりますので、ここは本当に悩ま

しいところではございますが、実施に向けて

もう少し検討はさせていただきますが、逆に

そういう指摘をいただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） 本当に坂、体力があ

っても上れないぐらいの、自転車を持ってい

ない子のほうが多かったりしますので、そこ

はきちんと調査していただきたいと思います。 

  教育委員会が言う通える範囲と中学生にと

って通いたい範囲に乖離があって、活動した

いのにＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに参加しない生

徒が出てくるようでは、やはりＫＯＢＥ◆Ｋ

ＡＴＳＵ移行が神戸の施策として成功とは言

い難いと思いますので、その辺もきちんと精

査していただきたいと思います。 

  次に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ登録団体が不

足している北区・西区は特に公共交通機関が

充実しておらず、子供たちの自転車での移動

も距離や坂道が障壁となって現実的ではない

場所が多くあります。 

  アンケート結果による受皿不足、ＫＯＢＥ

◆ＫＡＴＳＵへの移動問題、指導者の質確保、

スムーズに部活動からＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ

への完全移行等を考えると、現在の顧問の先

生が希望すれば積極的に勤務校でのＫＯＢＥ

◆ＫＡＴＳＵ指導に携わるほうが合理的です。 

  教育長は、度々、教員の勤務校でのＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵ禁止は原則であり、状況によ

り柔軟に対応することも考えていると答弁さ

れていますし、２月に実施された小・中学生

との対談でも、どうしてもやりたいと希望す

る先生には配慮したいので、その仕組みをこ

れから整えていこうと思っていますと答えら

れています。その対談からもう10か月たちま

すし、希望する教員が勤務校で指導できる仕

組みをどう構築されたのか、具体的に教えて

ください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 希望する教員をどの

ように活用していくか、まずクラブを確保す

るということが大前提でございますので、そ

ういう形で柔軟に教員にも聞きながら、クラ

ブの応募状況を見ながらですが、やってまい

りました。 

  一定数の確保ができ、実は教員も結構多数、

自分でクラブを立ち上げて参加していただい

ています。そのような中で、これは、言いま

したように、勤務校で例えばその年だけうま

く引き継げたとしても、転勤もありますし、

勤務の関係、これ、今、文科省も出しており

ます教員の兼職兼業の在り方みたいなものも

ありますので、そういった流れの中で教員に

ついて、希望者については遠慮なく申し出て

ほしい、ただ、クラブをつくるとか、そうい

うふうな指導だけしたいということであれば、

人材バンクに登録するとか、いろんな柔軟な

やり方で教員のやる気をそがないようにして

一定数確保はできたと思います。 
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  ただ、まだ一部、そういう形で残っている

ようであれば、これも個別に話をして対応は

していきますが、一定数、今、教員の参加は

当初の予定の形では進んでいるかなと思って

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳ

Ｕ完全移行後も希望があれば勤務校でＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵ指導してもらいたいというふ

うに保護者の方々も要望しています。 

  希望する教員へも勤務校での指導が可能だ

ということが正しく伝わっていますでしょう

か。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 一応一定のルールが

ありますので、複数校で例えば活動場所をつ

くってクラブを運営する場合なんかは、もと

もとの勤務校でやってもいいよとかというち

ょっとした柔軟な対応、それは実は出してい

るんですが、今言いましたように、今年、い

っぱいある中で、なかなか厳しい中で一部の

保護者の方からは、今この先生がいいんだ、

この先生にぜひ残ってもらいたいという声が

出てきているんですね。 

  ただ、それをやったとしても、必ず次の年、

その次の年の課題が残ってきますので、自分

の今の状態がこうだからということでの要望

については、一定なかなか皆さんに我慢して

もらっていることはあります。 

  ただし、状況で、なかなか指導者も集まら

ないし、条件が厳しいと、そういうようなと

ころでは、ルールがある中でも複数校でクラ

ブを組んで、複数を指導している形で自分の

学校を指導するとか、一応幾つかのそういう

提案はしておりますので、また希望があれば

そういうことを対応していきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） 希望があればという

ことですけれども、教員の方々はやっぱり原

則のほうを重く聞いてしまっていますので、

例外的にできますよという情報はほとんど知

らない方も多いようなんです。ごく最近なん

ですけども、そういう団体から教育委員会に

問合せがあったときに、やはり原則しか伝え

られていなくて、できませんということだっ

たそうなんですね。ですので、可能だという

情報をきちんと教員の方々に伝えていただき

たいなというふうに思います。 

  続いて、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ応援基金に

ついて再質問します。 

  神戸市は、現在、部活動外部顧問の時給が

1,753円、支援員が1,622円。また大阪市立中

学校部活動支援人材バンクの時給というのが

１時間当たり2,597円という公費負担があり

ます。 

  一方で、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについては、

低廉な会費で活動を行うことを求めるなど、

運営団体への負担をお願いしています。コベ

カツクラブの月会費は、ゼロ円から9,100円

というふうに幅がありまして、ゼロ円のコベ

カツクラブがあるということは、指導者報酬

を設定していない団体が存在するということ

になります。 

  営利を主目的としないことが前提とされて

いますが、持続可能な体制を維持するために

はコベカツクラブ側にも基金を活用して指導

者が一定程度の報酬を得られる等の仕組みを

構築することも検討すべきと考えますが、御

見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今御紹介いただきま

した1,600円、1,700円というお金については、

今、外部指導者――外部の部活動を担ってい

ただいている方の報酬の額で、これ、さきの

全国の市長の集まりでも要望があって、この

お金ではなかなか人が集まらないので、そう
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いう視点でお金を高くして指導者を集めたい

ということがあったんですが、一方で、ＫＯ

ＢＥ◆ＫＡＴＳＵについては、ボランティア

的な形でお願いして募集をかけました。来た

団体の中で、もともと子供たちをボランティ

アで教えていた方々がそのままＫＯＢＥ◆Ｋ

ＡＴＳＵに移行しているところがあります。

そういうところは指導費を取らない、一定場

所だけ貸してくれたら大丈夫なんだというよ

うなことをおっしゃるところがあります。 

  今、我々としては、まずはボランティア的

なことであって、それから体制とかは我々の

ほうで何とか、場所もそうですが、やろうと

いうことでお願いした関係で、持続可能なこ

とを考えれば一定の報酬を取っていただくこ

ともありかもしれないんですけど、団体自身

がそういうところから発生しているところは

報酬を取らないという形になっておりますの

で、今後またそういうことについても考えて

いきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） 指導者の質の確保も

大事だと思いますので、ぜひ検討していただ

きたいです。 

  あるコベカツクラブでは、指導者の謝礼を

交通費込みで１時間当たり1,000円という最

低賃金にも満たない額で運営計画を立てられ

ていまして、その上で１人のコーチに５人の

生徒がいないと赤字になり、継続困難になる

とお聞きしました。コベカツクラブが破綻し

て撤退されると、入会している生徒へも影響

しますので、その点からもＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵ運営側への支援も考えていただきたいと、

こちらは市長にも要望しておきます。 

  次に、活動団体の負担軽減について質疑い

たします。 

  来年７月以降に入会の希望調査をして、９

月からＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵスタートという

ことでしたけれども。では、コベカツクラブ

は指導者や備品を１か月で確保しなければな

らないんでしょうか。準備不足を避けるため

に、指導者や備品を確保していたものの、入

会者数とのミスマッチが起こった場合、コベ

カツクラブへの救済支援はあるんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） クラブ運営に関する

準備につきましては、場所のこと、もう既に

学校と主な学校生徒が通うクラブの団体と校

長先生方の面談がもう始まっております。そ

のあたりは、子供の特性でありますとか、使

っていただく学校を見てもらいますとか、そ

ういう準備をもう既に始めております。 

  一番大きいのは、一体何人来るんだろうか

と、それによって会費設定があるじゃないか

というのは、これはもっともな御指摘でござ

います。 

  ただ、どちらが先かということもあるんで

すが、一定の費用負担を先出して、それに合

わせて希望するとかということもありますの

で、あらかじめ大体の予測の下、それと子供

たちがいる在籍の数とか、そういうことから

一定これくらい来るんじゃないかなというこ

とを相談しながら会費設定はしているんです

が、やはりいざ応募してみると違うというこ

ともありますので、そのあたりについては

我々のほうもしっかり支援をしながら調整も

していきたいなと、そのように思っておりま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） 各クラブにとっては、

会費だけが指導者報酬や備品購入に充てられ

る資金となりますので、入会見込みの生徒数

が把握できない状況で会費を設定していると

いうのは、運営側にとっては非常に厳しい状

況だと思います。 

  ぜひ、少しでも早く入会者数というのを、

入会希望者数というのを示してあげていただ
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きたいです。 

  また、公共交通機関が使えない場所で指導

者が車でＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ拠点に通わざ

るを得ない場合、駐車料金がかかるとなると、

やはりその分、月会費が上がる可能性もある

ので、学校などではできる範囲で駐車許可を

お願いしたいとこれまでも質疑をしてきまし

た。 

  ただ、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ登録時には活

動拠点の駐車ができる、できないということ

は示されていませんし、駐車できるという認

識で申請しているコベカツクラブもあります

ので、実は拠点で駐車ができないというミス

マッチが起こると大変なことになります。第

３次申請について、その点、明確にしてもら

いたいと要望しましたが、どうなっています

か。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） できるだけ使ってい

ただきたいです。 

  ただし、学校施設の広さでありますとか、

生徒の動線とか、いろんなことで学校の中に

はなかなか駐車が厳しい学校があることも事

実でございます。 

  その辺で、時間とか、そういう状況もあり

ますので、一律に大丈夫ですということは難

しいんですが、当然、荷物の上げ下ろしもあ

りますし、何よりも活動を手伝っていただく

ということがありますので、できるだけ柔軟

な運用になりますように、各校と調整してい

きたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） 駐車場代がかかると

か、あるいは近隣に駐車場がないところもあ

りますので、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ継続困難

にならないようにしていただきたいと思いま

す。 

  次に、活動場所までの自転車移動なんです

けれども、神戸市は、一部を除いて自転車通

学を禁止している状況の中、ＫＯＢＥ◆ＫＡ

ＴＳＵ拠点までの移動手段としては自転車を

想定しているのであれば、学校へは徒歩通学、

放課後徒歩で下校してからＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵ拠点へ自転車で移動するという、生徒に

かなりの負担を強いるのではなくて、川西市

のように自転車通学拡大を検討してはどうで

しょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 仕掛けた本人が言う

のは間違っているかもしれないんですけど、

なかなか神戸市では、今、自転車通学という

のは特定の学校以外はすぐにというのは難し

いんでございますが、御指摘いただいていま

すように、川西、例えば清和台中学なんかは、

今、現状、つい最近も聞いたところによりま

すと、割とスムーズにやっているということ

も聞いておりますので。ただ、これについて

もほかの観点もありますし、神戸市は学校数

が10倍ぐらい多いですので、その他の影響も

考えながら。 

  ただ、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵでうまく子供

たちが対応できる１つの手段であるとは認識

しておりますので、また検討を考えていきた

いと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 上原君。 

○13番（上原みなみ君） ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳ

Ｕに通うことが困難な子供たちが入会を諦め

ざるを得ないように―― 通いやすいエリアに

ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵがあったり、親に送迎

してもらえる子供たちだけがＫＯＢＥ◆ＫＡ

ＴＳＵに活動できるというなら、公平な教育

の機会を奪っていると保護者からのお声もあ

りますので、ぜひ成功させていただきたいと

お願いしておきます。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  以上で一般質問は終わりました。 
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  以上で、本定例市会の議事は全部終了いた

しました。 

  これをもって、令和７年第２回定例市会を

閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

   （午後４時32分閉会） 
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